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研究ノート

第
二
節
リ
ア
リ
ス
ト
の
対
応

第
二
章
.
プ
ロ
セ
ス
法
学

第
一
節
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
と
プ
ロ
セ
ス
法
学
の
萌
芽

第
二
節
第
二
次
大
戦
後
の
法
理
論
状
況
と
プ
ロ
セ
ス
法
学
の
展
開
l
l
l理
論
的
概
観

む
す
び
総
括
と
展
望

は
じ
め
に

一
九
五
三
年
に
始
ま
っ
た
「
ウ
ォ
レ
ン
・
コ
ー
ト
」
は
、
人
種
問
題
と
い

う
ア
メ
リ
カ
の
生
活
様
式
自
体
に
関
わ
る
複
雑
で
微
妙
な
問
題
に
根
本
的
な

変
革
を
迫
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
選
挙
制
度
、
更
に
は
述
邦
制
度
と
い
う
基

本
的
政
治
体
制
を
も
揺
る
が
せ
た
。

こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
肯
定
、
否
定
両
面
か
ら
の

(
1
)
 

広
汎
な
論
議
を
引
き
起
こ
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
や
ベ

(
2
)
 

イ
カ
l
判
決
と
い
っ
た
個
別
的
諸
判
決
の
当
否
か
ら
始
ま
っ
て
、
そ
れ
ら
の

中
で
宣
明
さ
れ
た
憲
法
原
則
の
検
討
ま
で
論
点
は
多
岐
に
亘
っ
た
が
、
同
時

そ
れ
ら
の
根
底
に
あ
る
司
法
行
動
、
即
ち
、
国
政
の
場
で
司
法
は
い
か

に
機
能
す
べ
き
か
、
ま
た
、
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
も
活
発
な
議
論
の
対

象
と
な
り
、
特
に
、
い
わ
ゆ
る
「
実
体
的
」
平
等
保
護
諸
判
決
に
関
し
て

そ
れ
は
本
来
「
司
法
」
的
解
決
に
は
な
じ
ま
な
い
問
題
へ
の
介
入
で
は
な
い

か
と
い
う
強
い
疑
問
が
有
力
な
法
学
者
逮
か
ら
提
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ

もの
、よ

そう
の な
い 関
く心
つ は

2夫
判τ年
決一代
包の
め
ぐ
ィフ

て
継
続
し
て
し、

る

「バ

l
ガ

l
・コ

l
ト
」
に
入
っ
て
か
ら

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
憲
法
訴
訟
に
お
い
て
司
法
が
持
つ
可
能
性
の
探
求

の
一
環
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
司
法
の
制
約
を
強
調
し
ウ
ォ
レ
ン
・
コ
l
ト

を
批
判
し
た
論
者
の
司
法
過
程
観
の
特
徴
、
即
ち
、
彼
ら
の
い
う
「
司
法
」

の
概
念
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
司
法
的
解
決
と
は
ど
の
よ
う
な
特
質
を
持

つ
と
さ
れ
て
い
る
か
、
ゥ
ォ
レ
ン
・
コ
ー
ト
支
持
派
の
有
す
る
司
法
過
程
観

と
は
い
か
な
る
相
違
が
あ
る
か
、
ま
た
共
通
点
は
な
い
の
か
等
を
探
る
と
共

に
、
そ
の
よ
う
な
主
張
が
何
故
、
ど
の
よ
う
に
生
成
し
発
展
し
て
き
た
の
か

を
検
討
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
司
法
の
機
能
に
関
す
る
理
論
的
発

展
の
概
観
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
法
学
、
法
理
論
の
発
展
過
程
に
関
す
る
研
究
は
ア
メ
リ
カ
に

お
い
て
は
比
較
的
歴
史
が
浅
く
、
そ
の
た
め
か
そ
の
発
展
過
程
を
ど
う
把
握

す
る
か
に
つ
い
て
は
未
だ
定
説
と
い
え
る
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
は

いふん、

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二

O
世
紀
初
頭
ま
で
を
一
つ
の
段
階
と
し
て
と
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ら
え
、
更
に
二

O
世
紀
初
頭
に
一
つ
の
変
化
が
あ
っ
た
と
す
る
見
方
は
ほ
ぼ

異
論
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
最
近
、

こ
れ
に
続
く
時
期
に
お
い
て
も
一
つ
の
主
流
的
共
通
思
潮
が
み
ら
れ
る
と
い

う
一
示
唆
が
、
幾
人
か
の
リ
l
ガ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ア
ン
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ

(
b
)
 

う
に
な
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
考
察
対
象
と
す
る
法
学
者
の
主
張
す
る
司
法
理
論
の
特
徴
が

こ
の
第
三
の
法
学
傾
向
(
即
ち
プ
ロ
セ
ス
法
学
一
司

B
R
E
Eユ
名

E
骨
ロ
・

円
。
)
と
共
通
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
よ
う
な
理
論
史
把
握
に
沿
っ
て
、

彼
ら
の
司
法
過
程
観
の
発
展
状
況
及
び
そ
の
理
論
的
特
徴
を
整
理
す
る
こ
と

に
し
た
。

そ
れ
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
プ
ロ
セ
ス
法
学
生
成
の
直
接
の
原
因
と
な
っ

た
い
わ
ゆ
る
リ
l
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
状
況
か
ら
検
討
を
始
め
る

司法審査とリーガノレ・プ日セス

こ
と
に
す
る
。

(

1

)

切
円
。
唱
ロ
J
H

・回
omw円ι
。
同
開
《
H
c
n
2
5ロ
。
同
吋
C
司。
rpω
品、吋

C-ω-AH∞
ω

(
]
戸
市

W

印仏)・

(

2

)

切
mwro円
〈
(
け
同
門
ア

ω品川
v
d・
ω
-
H∞品

(H申由
N
)
・

(

3

)

例
え
ば
、
問
。
。
〈
-
君
主
O
L
S
C・
ω-HHω(HSU)
等
が
活
発
な
議

論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
代
表
的
論
稿
と
し
て
、
』
o
yロ
戸

巴

予

言
問
司
b
h
a
ミ
号
、
芯
h
司
o
q
h
b
p苦
言
語
H

S

H
叫

g
e
-

-
吋
白
芦
∞
N

J
円
〉
戸
何
回
、
】
・
申

MOSS-

(
4〉

h
U
G
0・

E
E三
4
5
X
0・

E
忌
同
時
世
尽
き
ミ

E
ミ
S
R

hh・
~
ー
ミ
ミ
苦
b
p
h

恩
師
同
。
ミ
ミ

k

白書問、民円
g

h

b

s

z

M
M

〉
寸
吋
何
回
N
Z
印
。
司
〉
冨
開
MNHわ〉
Z

F
開。
kpF
、吋問。
d
の
国
1

門凶(]「由
4
5・

(
5
)
後
掲
第
二
章
第
二
節
注
(

4

)

に
挙
げ
た
文
献
参
照
。
そ
の
他
に
も

同
機
な
見
解
が
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

U
・
問
。
ロ
ロ

EVご
h
司

h
h』

同
色
、
苦
白
な
HH-

日
]
・
戸
開
の
〉
戸

ωJ司d
u
M
M
W凹

ω印同(一
5
4
3・

第
一
章

リ
ア
リ
ズ
ム
法
学

第

節

二
O
世
紀
初
頭
の
状
況

プ
ロ
セ
ス
法
学
の
源
流
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
(
な
い
し
リ
ア
リ
ス

ト
運
動
〉
の
意
義
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
彼
ら
の
批
判
の
対
象
と

な
っ
た
当
時
の
状
況
お
よ
び
そ
こ
に
見
ら
れ
る
法
理
論
か
ら
検
討
を
始
め
る

の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

当
時
の
法
理
論
の
主
流
と
い
い
う
る
も
の
を
具
象
し
た
例
と
し
て

世
紀
後
半
に
ラ
ン
グ
デ
ル
(
わ

Z
E
C同VYR
ゎ
c
-
z
B
σ
g
H
L
E
m
r
-
-
)
が
先

鞭
を
つ
け
た
「
科
学
的
」
法
学
教
育
の
普
及
、

一
九
二
三
年
に
ア
メ
リ
カ
法
律

協
会
(
〉
B
O
H
F
n
S
F
Eミ

F
2
F
Z
Z
)
が
開
始
し
た
同
開
印
吋
〉
J

『
宮
両
開
Z
4

。
司
吋

E
w
v
p羽
田
の
編
纂
、
そ
し
て
、
最
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
一
九

三
七
年
の
い
わ
ゆ
る
「
憲
法
革
命
」
ま
で
の
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
る
一
連

の
「
積
極
的
」
判
決
等
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
概 九

北法31(2・303)703



研究ノート

観
す
る
に
つ
き
、
最
高
裁
の
動
き
か
ら
検
討
を
始
め
る
こ
と
に
す
る
。

〔

一

〕

連
邦
最
高
裁
判
所
の
動
き

一
九
二

0
年
代
か
ら
一
二

0
年
代
に
か
け
て
の
連
邦
最
高
裁
の
動
き
を
見
て

ま
ず
気
付
く
こ
と
は
、
と
明

0
5
問
。
同
月
5
8
3
(
四
騎
士
)
と
呼
ば
れ
た
四

人
の
判
事
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
最
高
裁
に
よ
る
一
連
の
社
会
経
済

関
連
立
法
の
違
憲
判
決
の
陰
に
は
ほ
と
ん
ど
必
ず
こ
の
四
騎
士
が
足
並
み

を
揃
え
て
い
た
。
以
下
で
は
こ
の
四
騎
士
、
閉
山
ち
サ
ザ
ラ
ン
ド
(
の
m
円
高
官

ω口同}百円
-
E丘
)
、
パ
ト
ラ
I

(

M

M

目
。
同
円
。
∞
ロ
己
め
同
)
、
ヴ
ァ
ン
・
デ
ヴ
ァ
ン
タ
l

(者三日
m
〈

E
U
2
2
5
)、
マ
グ
レ
イ
ノ
ル
ズ

G
m
g
g
。
・
豆
島

4
5・

-
L
m
)

の
法
思
想
に
注
目
し
つ
つ
最
高
裁
の
動
き
を
追
っ
て
み
た
い
。

一
九
二

0
年
代
を
通
じ
て
最
高
裁
で
は
タ
フ
ト

(
4
5
-
-
E
S
E
-
吋
民
同
)

が
長
官
を
務
め
て
い
た
。
彼
は
最
高
裁
は
無
教
育
な
大
衆
や
彼
ら
に
操
ら
れ

る
議
員
た
ち
の
侵
害
か
ら
憲
法
を
守
る
守
護
者
た
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て

お
り
、
そ
し
て
彼
に
と
っ
て
、
個
人
の
財
産
権
の
擁
護
こ
そ
が
憲
法
の
至
上

の
要
請
な
の
で
あ
っ
た
。

一
九
一
一
一
年
の
長
官
就
任
後
、
タ
フ
ト
は
直
ち
に
自
ら
の
信
ず
る
と
こ
ろ

を
実
現
す
る
た
め
最
高
裁
の
統
一
と
強
化
を
図
り
、
当
時
の
大
統
領
ハ

I

デ
ィ
ン
グ
(
毛
-
C
出
常
任
口
問
)
に
対
し
て
有
し
て
い
た
大
き
な
影
響
力
を

行
使
し
て
自
ら
と
考
え
を
同
じ
く
す
る
サ
ザ
ラ
ン
ド
と
パ
ト
ラ
l
の
陪
席
判

事
と
し
て
の
任
命
を
獲
得
し

U
W
こ
う
し
て
、
タ
フ
ト
の
長
官
就
任
以
前
か

ら
在
職
し
て
い
た
ヴ
ア
ン
・
デ
ヴ
ア
ン
タ
!
と
マ
ク
レ
イ
ノ
ル
ズ
と
合
わ
せ

(
7
)
 

て
四
騎
士
が
揃
う
わ
け
で
あ
る
。

四
騎
士
の
代
表
格
と
看
倣
さ
れ
る
+
ザ
ラ
ン
ド
の
思
想
形
成
に
多
大
の
影

響
を
与
え
た
の
は
、
プ
リ
ガ
ム
・
ヤ
ン
グ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
(
切
ユ
m
y目
白
吋
C
C
口問

〉

g
p
B
M可
い
後
の
プ
リ
ガ
ム
・
ヤ
ン
グ
大
学
)
時
代
の
校
長
で
ハ

l
パ
l

ト
・
ス
ベ
ン
サ

1

〈戸

ω官
R
2
)
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
マ
イ
サ

I
(民
俗
ユ

玄
2
8吋
)
と
、
ミ
シ
ガ
ン
・
ロ

I
・
ス
ク
ー
ル
時
代
の
デ
ィ
l
ン
(
法
科
大

学
長
)
で
あ
っ
た
ク

l
リ
l
(吋
r
o
g
g
冨

-
n
g
r可
)
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
。
特
に
ク
l
リ
ー
は
自
由
放
任
主
義
に
基
づ
く
憲
法
観
を
主
張
し
て
お

り
、
政
府
の
規
制
権
限
を
極
め
て
厳
格
に
解
し
て
い
た
。

サ
ザ
ラ
ン
ド
は
自
ら
「
保
守
的
」
と
称
し
て
い
た
が
、
そ
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
多
数
者
の
意
思
に
基
づ
く
政
治
へ
の
疑
念
、
社
会
問
題
の
立
法
的

解
決
へ
の
抵
抗
、
個
人
的
権
利
及
び
自
'
聞
に
対
す
る
政
府
に
よ
る
侵
害
の
排

除
、
上
訴
審
裁
判
官
が
民
衆
の
多
数
派
の
侵
害
か
ら
個
人
の
権
利
を
守
る
守

護
者
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
サ
ザ
ラ
ン
ド

の
見
解
は
彼
の
判
事
任
命
時
に
は
衆
知
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
タ
フ
ト
は
サ

(
叩
}

ザ
ラ
ン
ド
に
「
我
々
の
見
解
は
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
」
と
書
き
送
っ
て
い

る。

北法31(2'304)704



」
の
よ
う
な
サ
ザ
ラ
ン
ド
の
思
想
は
他
の
四
騎
士
の
メ
ン
バ
ー
に
も
共
通

し
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
世
界
は
不
動
の
法
に
よ
り
支
配
さ
れ
、
不
可
譲
の

権
利
が
存
在
凶
)
憲
法
は
不
変
の
文
書
で
あ
り
、
司
法
部
は
民
衆
の
行
き
過

ぎ
か
ら
の
避
難
所
で
あ
る
と
い
う
共
通
の
確
信
に
よ
り
結
ば
れ
た
四
騎
士

が
、
主
に
タ
フ
ト
と
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
(
開
L
d
q
R
L

吋・

ω田口問。
E
)
判
事
と
共

に
一
九
二

0
年
代
を
通
じ
て
多
数
派
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
な
タ
フ
ト
・
コ
l
ト
の
多
数
派
の
性
格
は
、

タ
フ
ト
が
初
め

て
法
廷
意
見
を
書
い
た
一
九
一
一
一
年
一
一
一
月
五
日
の
〉
自
己
片
鈎
ロ

ω
Z色

町

2
ロ
L
q
判
決
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
本
件
で
タ
フ
ト
は
平
和
的
ス
ト
ラ

イ
キ
へ
の
禁
止
命
令
(
イ
ジ
ジ
ャ
シ
ク
シ
ョ
ジ
〉
発
給
を
禁
ず
る
ク
レ
イ
ト

ン
法
を
、
ヶ

l
ス
・
パ
イ
・
ヶ
l
ス
で
ス
ト
の
性
格
を
判
断
す
る
と
い
う
手

司法審査とリーガノレ・プロセス

法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
事
実
上
骨
抜
き
に
し
て
し
ま
っ
た
。
二
週
間
後
の

吋

E
白
凶
〈
・
。
。
円
巳
mmロ
事
件
で
は
、
ピ
ケ
で
営
業
妨
害
を
う
け
た
レ
ス
ト
ラ

ン
の
所
有
者
が
ピ
ケ
排
除
の
イ
ン
ジ
ヤ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
州
裁
判
所
に
求
め
た

が
労
働
問
題
へ
の
イ
ン
ジ
ヤ
ン
ク
シ
ョ
ン
発
給
を
禁
ず
る
州
法
に
基
づ
き
抱

絶
さ
れ
た
た
め
、
当
該
州
法
が
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
し
て
財
産
権
を
奪

う
も
の
で
あ
る
と
し
て
連
邦
最
高
裁
に
上
訴
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
タ

フ
ト
は
連
邦
憲
法
第
一
四
修
正
に
基
づ
き
当
該
州
法
を
違
憲
と
判
示
し
た
。

本
件
に
よ
っ
て
、
タ
フ
ト
に
と
っ
て
ビ
ジ
ネ
ス
は
財
産
(
官
。
宮
ユ
可
)
で
あ

り
、
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
妨
害
が
即
ち
財
産
権
の
侵
害
と
な
り
う
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
四
騎
士
の
主
張
が
最
も
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は

り
一
九
二
三
年
の
〉
仏

E
E
，
?
の
EEEEUω
図
。
宅
配
色
判
決
で
あ
ろ
う
。

本
件
で
は
ワ
シ
ン
ト
ン

D
C
に
お
け
る
女
性
労
働
者
の
最
低
賃
金
を
規
定
し

た
連
邦
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
が
、
五
札
ヨ
の
多
数
を
代
表
し
法
廷
意
見

を
書
い
た
サ
ザ
ラ
ン
ド
判
事
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ

I
タ

l

(明
-
H
1
H
m
w

ロ
r・

P
Z
2
)
が
提
出
し
た
い
わ
ゆ
る
.
フ
ラ
ン
ダ
イ
ス
・
ブ
リ
l
フ
の
示
す
困
窮
な

事
情
よ
り
も
個
人
の
「
権
利
」
を
重
視
し
、
賃
金
の
法
定
は
「
契
約
の
核
心
」

を
崩
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
違
憲
の
判
決
を
下
し
た
。
サ
ザ
ラ
ン
ド
に
よ
れ

』工

「
契
約
の
自
由
こ
そ
が
原
則
で
あ
っ
て
そ
の
制
約
は
例
外
」
な
の
で
あ

「
全
体
と
し
て
の
社
会
の
善
に
は
、
各
構
成
員
の
自
由
を
保
障
す
る
こ

と
こ
そ
が
最
も
良
く
寄
与
す
る
」
の
で
あ
っ
た
。

り
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
更
に
続
き
、
結
局
タ
フ
ト
・
コ

1
ト
は
一
一
一
一
の
連
邦

法
と
一
四

O
近
い
州
法
を
違
憲
と
判
示
し
た
が
、
そ
の
理
由
の
大
半
は
財
産

権
と
契
約
の
自
由
の
侵
害
で
あ
っ
た
。

一
九
二

0
年
代
末
に
は
、
四
騎
士
及
び
タ
フ
ト
、
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
か
ら
な
る

多
数
派
と
、
政
府
に
よ
る
実
験
的
施
策
は
変
動
す
る
社
会
の
た
め
に
も
不
可

欠
で
あ
る
と
信
ず
る
ホ
ー
ム
ズ

(
0・
毛

田

0
5
2
F
)、
.
フ
ラ
ン
ダ
イ
ス
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(戸・

0
・∞

E
ロ仏
0
2
)
、
ス
ト
ー
ン
(
国
・
出

ω
gロ
⑦
)
ら
少
数
派
の
対
立
は
ほ

ぼ
確
定
し
て
い
た
が

一
九
三

O
年
の
タ
フ
ト
の
辞
任
、
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
の

死
去
で
生
じ
た
空
席
に
、
フ
l
ヴ
ァ

i
(出
・
。

-zooSH)
大
統
領
は
ヒ
ュ
l

{
回
}

ズ
(
(
い
}
福
岡
}
g
H
W・
出
口
m
v
g〉
を
長
官
、
ロ
バ

I
ツ
(
。
唱
。
ロ
し
『
列
。
ず
2同

ω〉

を
陪
席
判
事
と
し
て
充
て
た
た
め
、
裁
判
所
内
で
の
バ
ラ
ン
ス
は
微
妙
な
も

の
に
な
っ
た
。

当
時
は
ま
さ
に
一
九
二
九
年
に
始
ま
っ
た
大
恐
慌
が
深
刻
の
度
を
深
め
て

い
た
と
き
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
ズ
は
現
在
の
不
況
が
社
会
の
権
力
と
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
新
た
な
再
配
分
を
要
求
し
て
い
る
と
考
え
た
。
今
や
単
に
私
企
業

を
放
任
す
る
の
で
は
な
く
、
政
府
に
よ
る
公
的
統
制
を
強
め
、
か
つ
民
主
的

政
治
過
程
を
再
生
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
な

方
向
へ
の
社
会
の
発
肢
を
促
し
、
社
会
的
実
験
を
支
援
す
る
と
同
時
に
そ
の

行
き
過
ぎ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
感
じ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
何
よ
り
も
裁
判
所
へ
の
国
民
の
信
頼
を
回
復
す
る
の
が

先
決
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
判
決
の
継
続
性
に
あ
ら
わ
れ
る
「
安
定
性
」
に

よ
っ
て
こ
そ
確
保
さ
れ
る
と
ヒ
ュ
ー
ズ
は
考
え
た
。

不
況
が
深
ま
る
に
つ
れ
、
最
高
裁
も
一
九
三
三
年
に
大
統
領
に
就
任
し
た

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト

(H1・ロ・

H
N
0
2
2
0
5
が
次
々
と
打
ち
出
す
ニ
ュ

l
デ
ィ

ー
ル
関
連
立
法
を
支
持
す
る
方
向
に
動
き
出
し
た
。
ニ
ュ

i
デ
ィ

l
ル
の
色

合
い
を
有
す
る
法
律
の
合
意
性
が
初
め
て
審
査
さ
れ
た
例
は
一
九
三
四
年
の

出
口
目
。
∞
E
m
-
mロ仏

F
D
mロ
K

凶
器
ゴ
〈
・
回
F-mLo--
で
あ
る
が
、
本
件
で
は

ミ
ネ
ソ
タ
州
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
法
が
問
題
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
ヒ
ュ
ー
ズ

長
官
が
当
該
州
、
法
を
合
憲
と
し
た
多
数
意
見
を
書
き
、
「
緊
急
事
態
は
権
力

を
創
出
は
し
な
い
が
、
そ
の
行
使
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
あ
り
う
る
」
と

認
め
た
。
本
判
決
は
五
対
四
で
あ
り
サ
ザ
ラ
ン
ド
ら
は
当
該
州
法
と
そ
れ
を

支
持
す
る
多
数
意
見
は
憲
法
破
壊
の
尖
兵
と
な
る
と
難
じ
、
憲
法
と
は
単
な

る
政
治
上
の
指
針
で
は
な
く
主
権
者
た
る
国
民
の
定
立
し
た
不
変
の
法
で
あ

る
と
主
張
し
、
更
に
憲
法
は
極
め
て
明
白
な
文
言
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
も
は
や
裁
判
官
が
そ
れ
を
解
釈
す
る
余
地
な
ど
な
く
た
だ
明
文
通
り

適
用
す
べ
き
な
の
で
あ
る
と
し
て
、
司
法
作
用
に
関
し
て
日
ベ
ラ
ル
派
の
見

解
と
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
。
更
に
二
カ
月
後
の

zorrzdア
Z
O唱
ペ

2
r

に
お
い
て
も
、
最
高
裁
は
ニ
L
l
ヨ

l
ク
州
の
ミ
ル
ク
価
格
統
制
法
を
や
は

り
五
対
四
で
支
持
し
た
。
法
廷
意
見
を
書
い
た
ロ
メ

l
ツ
判
事
は
一
般
的
福

祉
を
増
進
す
る
の
は
政
府
固
有
の
権
限
で
あ
る
と
認
め
、
政
策
の
賢
明
さ
、
そ

の
政
策
の
た
め
に
定
立
さ
れ
た
法
の
十
分
さ
、
実
現
可
能
性
等
に
つ
い
て
は

裁
判
所
は
こ
れ
を
扱
う
能
力
は
な
く
、
ま
た
そ
の
権
限
も
な
い
と
述
べ
た
。

一
方
、
反
対
意
見
を
書
い
た
マ
グ
レ
イ
ノ
ル
ズ
は
、
裁
判
所
は
立
法
目
的
の

合
法
性
、
手
段
の
正
当
性
を
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る
。

北法31(2・306)706



と
こ
ろ
で
、
ロ
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
一
連
の
経
済
介
入
に
よ
る
実
際
的
効
果

を
み
る
と
、

一
九
三
三
年
の
大
統
領
就
任
当
時
最
悪
状
態
に
あ
っ
た
ア
メ
リ

カ
経
済
の
活
動
水
準
は
そ
の
後
上
昇
に
向
か
い
、
一
九
二
九
年
を
一

O
Oと

す
れ
ば
、
三
二
年
に
六
三
に
落
ち
込
ん
だ
の
が
一
二
五
年
に
は
七
五
ま
で
回
復

す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
が
ニ
ュ

l
デ
ィ

i
ル
施
策
の
直
接
の
効
果
か
否
か
は

と
も
か
く
、
こ
う
し
て
若
干
な
り
と
も
景
気
の
回
復
傾
向
が
み
ら
れ
た
の
は

事
実
で
あ
る
。
ニ
ュ
l
デ
ィ

1
ル
関
連
諸
政
策
に
対
し
て
は
、
空
前
の
危
機

の
打
破
の
た
め
に
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
求
め
た
ビ
ジ
ネ
ス
界
や
、
ま

た
労
働
者
や
農
民
も
そ
の
受
益
者
と
し
て
支
持
を
与
え
て
い
た
。
一
九
三
四

年
の
中
間
選
挙
も
、
中
間
選
挙
は
与
党
に
不
利
だ
と
い
う
ジ
ン
ク
ス
に
も
か

か
わ
ら
ず
民
主
党
の
大
勝
利
に
終
わ
っ
て
、
ニ
ュ

1
デ
ィ

I
ル
へ
の
国
民
の

強
い
支
持
を
思
わ
せ
た
。

司法審査とリーガノレ・プロセス

し
か
し
、
こ
う
し
て
危
機
状
態
か
ら
一
応
は
脱
し
て
も
基
本
的
に
ア
メ
リ

カ
経
済
が
復
興
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
却
っ
て
一
方
で
危
機
意
識
が
弛
緩
す

る
と
同
時
に
、
他
方
で
危
機
状
況
の
恒
常
化
と
も
い
う
べ
き
現
象
が
生
じ

た
。
そ
し
て
、
危
機
意
識
の
弛
緩
に
伴
い
戦
時
の
類
推
に
よ
る
団
結
と
協
調

の
呼
び
か
け
は
説
得
力
を
失
っ
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
を
支
持
し
て
き
た
勢

力
が
分
裂
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

ニ
ュ
l
デ
ィ

l
ル
の
企
業
統
制
と
い
う

側
面
を
以
前
か
ら
束
縛
と
感
じ
て
い
た
ビ
ジ
ネ
ス
界
か
ら
の
批
判
は
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
ま
で
の
施
策
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
ア
ン
ダ
ー
ド
ッ
グ
ハ
下
積
み

の
困
窮
者
)
の
福
祉
の
問
題
へ
の
配
慮
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
一
般
大
衆
か
ら
の
不
満
の
声
も
聞
か
れ
は
じ
め
、
各
地
で
賃
上
げ
ス
ト
が

頻
発
し
一
九
三
四
年
七
月
に
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
ゼ
ネ
ス
ト
が
発
生
す

る
ま
で
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
一
九
三
五
年
の
戸
戸
初
2
可。

5
2
H

H

出
・
戸
〉
1
0ロ
戸
周
・
事
件
に
お
い
て
ま
ず
ロ
バ

l
ツ
判
事
が
、
鉄
道
会

社
に
対
し
老
齢
退
職
者
の
た
め
の
年
金
用
基
金
へ
の
醸
出
を
求
め
る
連
邦
法

を
、
年
金
制
度
は
社
会
福
祉
で
あ
っ
て
州
際
通
商
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
従

っ
て
連
邦
憲
法
第
一
編
第
八
節
の
州
際
通
商
条
項
に
よ
っ
て
連
邦
政
府
に
与

え
ら
れ
た
権
限
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
違
憲
と
判
示
し
、
四
騎
士
に

合
流
し
た
。
更
に
ヒ
ュ
ー
ズ
も
同
年
五
月
の

ω
n
z
n
Z
2
司
O

己
可
可
。
0
・

(
問
)

〈

-
d
g
g
L
g
s
g
事
件
で
、

エ
ュ
l
デ
ィ

l
ル
の
中
核
立
法
の
一
つ
で

あ
っ
た
全
国
産
業
復
興
法

(
Z同
t
o
g
-
H
E口
問
丹
江
田
】
河
内

8
5
q
〉
nH)
に

対
し
違
憲
の
判
決
を
下
し
た
。
本
件
で
は
全
国
復
興
局

(
N
R
A
)
の
規
約

に
違
反
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
シ
ェ
ク
タ

1
養
鶏
会
社
の
取
引
行
為
を
州

際
通
商
で
あ
る
と
し
て
連
邦
機
関
で
あ
る

N
R
A
の
規
制
行
為
を
認
め
う
る

か
否
か
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ズ
は
次
の
二
つ
の
点
に
つ
き
違

憲
判
断
を
示
し
た
。
第
一
に
、
暗
黙
裡
に
一
八
九
五
年
の

C
E
Z
ι
ω
Z
H
2
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〈
-
何

-
n・阿ハロ
-mr件
。
。
・
判
決
に
依
拠
し
つ
つ
、
連
邦
議
会
が
州
際
通
商

条
項
に
基
づ
き
規
制
し
う
る
の
は
州
際
通
商
に
直
接
影
響
を
及
.
ほ
す
も
の
に

限
ら
れ
る
と
前
提
し
て
、
本
件
の
よ
う
に
、
あ
る
州
の
製
造
業
者
の
製
品
が

他
の
州
で
販
売
す
る
た
め
に
製
造
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
連
邦
議
会
が
そ
の

業
者
を
直
接
規
制
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
述
べ
、
そ
し
て
次
に
、

N
I

R
A
の
よ
う
に
連
邦
議
会
が
明
確
な
基
準
を
定
め
ず
に
大
統
領
に
規
則
制
定

権
を
付
与
す
る
の
は
立
法
権
の
包
括
的
委
任
で
あ
り
権
力
分
立
の
原
則
に
反

す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
判
決
で
は
特
に
第
二
の
論

点
、
即
ち
本
件
法
律
の
授
権
法
的
性
格
が
中
心
的
論
点
と
さ
れ
た
た
め
、
リ

ベ
ラ
ル
派
も
含
め
た
全
員
一
致
の
判
決
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

〈
剖
)

る。
本
判
決
は
行
政
部
主
導
に
よ
る
改
革
と
い
う
ニ
ュ
l
デ
ィ

l
ル
体
制
の
根

{mv 

幹
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
傾
向
は
更
に
続
き
、
一
九
三
六
年

の
わ
州

E
R
〈

-
n
R
R同
わ
cと
の
0
・
で
サ
ザ
ラ
ン
ド
判
事
は
四
騎
士
と
ロ

ハ

l
ツ
判
事
か
ら
な
る
多
数
派
を
代
表
し
て
、
労
働
条
件
の
規
制
と
価
格
の

統
制
の
二
組
の
規
定
を
有
す
る
石
炭
関
係
立
法
を
両
者
は
不
可
分
で
あ
り
全

体
と
し
て
違
憲
で
あ
る
と
し
、
「
今
こ
そ
憲
法
の
意
図
す
る
閲
定
さ
れ
た
パ
ラ

ン
ス
を
維
持
す
る
た
め
に
、
政
府
の
権
限
を
憲
法
の
明
文
も
し
く
は
明
文
か

ら
必
然
的
に
引
き
出
さ
れ
る
も
の
の
み
に
限
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
論
じ

た
。
本
判
決
で
も
や
は
り
連
邦
憲
法
第
一

O
修
正
の
州
権
留
保
条
項
を
連
邦

権
限
に
対
す
る
実
質
的
な
制
約
と
し
て
と
ら
え
、
農
業
、
生
産
、
雇
用
被

用
者
関
係
等
一
定
の
事
項
は
州
際
通
商
に
間
接
的
な
影
響
し
か
及
ぼ
さ
ず
、

従
っ
て
そ
の
規
制
権
限
は
州
が
排
他
的
に
保
持
す
る
と
の
法
理
念

E-

F
L
2丘
町
自
)
が
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
周
年
や
は
り
六
対
三
で
全
国
産

業
復
興
法
と
並
ん
で
ニ
ュ

i
デ
ィ

1
ル
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
農
業
調
整
法

(
〉
四
ユ
E
F
E
H
巳
〉
仏
吉
田
昨
日
g
H
〉
nH)
が
、
農
業
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
州
の

専
権
事
項
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
違
憲
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
一
九
三
四
年
か
ら
三
六
年
の
二
年
聞
に
違
憲
と
さ
れ
た
連
邦

法
は
実
に
二
ニ
に
の
ぼ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
動
き
は
一
九
三
六
年
の
選

挙
で
、
い
わ
ゆ
る
第
二
次
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
の
成
果
と
も
み
ら
れ
る
大
量
の

大
衆
票
、
黒
人
票
、
組
織
労
働
者
慕
等
を
集
め
て
ロ

i
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
再
選
を

果
た
し
た
後
の
コ

i
ト
・
パ
ッ
キ
ン
グ
事
件
へ
と
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

円
一
一
〕

リ
1
ガ
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー

今
日
の
視
点
か
ら
前
述
の
よ
う
な
見
解
、
即
ち
、
不
動
の
憲
法
に
表
明
さ

れ
た
主
権
者
た
る
国
民
の
高
次
の
意
思
の
支
配
の
下
に
、
裁
判
官
は
高
度
の

専
門
的
技
術
を
駆
使
し
て
目
前
に
現
れ
る
法
的
問
題
に
対
し
常
に
一
定
の
正

確
な
解
答
を
発
見
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
の
政
策
的
信
念
は
も
ち

ろ
ん
、
個
人
的
意
思
は
一
切
こ
の
判
決
形
成
過
程
に
混
入
す
る
こ
と
は
な
い
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と
い
う
司
法
過
程
観
に
立
つ
四
騎
士
を
中
心
と
し
た
一
九
二

O
年
か
ら
三

0

年
代
に
か
け
て
の
連
邦
最
高
裁
の
諸
判
決
を
見
る
と
き
、
そ
れ
は
反
動
的
で

あ
り
超
立
法
府
に
よ
る
専
断
的
権
力
の
濫
用
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
た
だ
、
社
会
全
体
の
動
き
の
中
で
最
高
裁
を
位
置
づ
け
る
と
き
は
こ

の
評
価
が
妥
当
す
る
と
し
て
も
、
当
時
の
リ

l
ガ
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
中
で

最
高
裁
判
事
た
ち
の
占
め
て
い
た
地
位
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を

確
認
す
る
た
め
に
、
次
に
一
九
世
紀
後
期
の
法
学
教
育
か
ら
概
観
し
て
み
た

‘U
 

(

a

)

 

法
学
教
育

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
「
法
学
教
育
」
と
呼
ぶ
に
足
る
も
の
が
出
現
し
た
の

は
、
ラ
ン
グ
デ
ル
が
ハ

1
ヴ
ァ

1
ド
・
ロ
l
・
ス
ク
ー
ル
の
デ
ィ
l
ン
(
法

(
町
}

科
大
学
長
)
に
就
任
し
た
一
入
七

O
年
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
デ
ィ

司法審査とリーガノレ・プロセス

ー
ン
の
職
務
は
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
職
掌
は
極
め
て
形
式
的
な

も
の
で
あ
っ
百
}
ハ
l
ヴ
ァ

l
ド
で
の
改
革
は
偏
に
ラ
ン
グ
デ
ル
の
個
性
に

、
.
、
る
つ
f
a

町、、
n

』。

ム
μ
ム
μ

可
E

、

ラ
ン
グ
デ
ル
は
自
ら
の
法
思
想
を
独
立
し
て
体
系
的
に
述
べ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
い
く
つ
か
の
言
明
や
実
際
に
彼
が
採
用
し
た
教
育
方
法
か
ら
、
お

よ
そ
彼
の
法
思
想
の
特
徴
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
ょ
う
か
。
即
ち
、
法

は
原
理
や
法
則
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
自
体
独
立
な
自
足
的
科

学
、
そ
れ
も
化
学
や
植
物
学
な
ど
の
自
然
科
学
と
基
本
的
に
同
じ
意
味
で
の

科
学
で
あ
っ
て
、
法
学
者
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
例
え
ば
植
物
学
者
が
標
本

を
選
択
し
分
類
し
配
列
す
る
の
と
全
く
同
様
に
、
個
々
の
判
決
を
研
究
し
、

そ
の
中
に
含
ま
れ
る
ば
ら
ば
ら
な
デ
ー
タ
を
整
理
し
て
論
理
的
に
一
貫
し
た

一
般
的
原
理
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て

法
学
生
も
、
少
な
く
と
も
ロ

1
・
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
は
法
の
み
を
学
習
す

べ
き
で
あ
っ
て
他
の
学
聞
に
目
を
向
け
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
な
ラ
ン
グ
デ
ル
の
法
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
教
育
方
法
は
、

当
初
の
動
揺
を
乗
り
越
え
一
九
世
紀
末
に
は
多
く
の
ロ
l
・
ス
ク
ー
ル
に
伝

(
拍
)

播
し
て
い
っ
た
。
ハ
l
ヴ
ァ

l
ド
に
お
い
て
も
彼
の
思
想
は
少
な
く
と
も
二

O
世
紀
初
頭
ま
で
そ
の
ま
ま
確
固
た
る
主
流
を
占
め
て
い
た
。
ウ
ィ
リ
ス
ト

ン

(ω
曲目

5-
当
E
E
Dロ
)
や
ピ

i
ル

(

』

D
E
Z
出・

ω
g
F
)、
セ
イ
ヤ
l

(
γ
B
E
回
・
吋

r
a
o一
同
)
な
ど
、

ハ
1
ヴ
ァ

l
ド
に
籍
を
お
い
て
一
九
世
紀

末
か
ら
二

O
世
紀
初
め
に
か
け
て
ア
メ
リ
カ
の
法
学
を
リ
ー
ド
し
た
法
学
者

は
、
そ
の
法
の
概
念
に
お
い
て
ラ
ン
グ
デ
ル
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
っ
た
と
い

わ
れ
る
。
即
ち
、
彼
ら
は
自
ら
の
役
割
を
、
在
漠
た
る
諸
判
決
の
中
か
ら
中

立
的
分
析
に
よ
っ
て
法
原
理
を
抽
出
し
、
現
在
す
る
法
を
明
快
に
一
示
す
こ
と

で
あ
る
と
心
得
て
い
た
。
ホ
ー
ム
ズ
や
パ
ウ
ン
ド
(
河
口
印

B
O
H
M
g
E
)
は、

少
な
く
と
も
ハ

i
ヴ
ァ

l
ド
で
の
教
育
・
研
究
の
面
で
は
異
端
だ
っ
た
の
で
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(
叫
)

あ
る
。ラ

ン
グ
デ
ル
は
、
法
を
科
学
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
と
法
学
の

プ
レ
ス
テ
ー
ジ
を
高
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

し
か
し
、

こ
う
し
た
彼
の

「
科
学
」
メ
ソ
ッ
ド
で
教
育
さ
れ
た
法
学
者
や
裁
判
官
は
、
社
会
生
活
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
論
理
的
で
ド
ラ
イ
な
も
の
と
し
て
、
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識

的
に
せ
よ
、
法
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

〈

b
〉

A
L
I
(
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
)

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

一
九
世
紀
末
に
お
い
て
は
法
学
者
の
任
務
は
、
自

然
科
学
者
と
同
様
に
、
個
々
の
判
例
を
分
析
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
内
在
す

さる
れ基
て本
い的
たな
。法

し原
か注
し Vこ

よ
、.~ マコ

ロて
子 A
ニ弘 口

は翠
自己
然 整
科理
:子 L

者説
と明
異 す
なる

特と
有 で
のあ
問る
題と

に
直
面
し
て
い
た
。
即
ち
、
判
例
の
膨
大
な
蓄
積
で
あ
る
。
特
に
一
八
七

O

年
代
に
ウ
エ
ス
ト
・
パ
ブ
リ
シ
ン
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
(
者

E
F
t
-
E
Eロ間

。-OB宮
出
可
)
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ポ
ー
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
(
沼
岱
片
山
D
ロ巳

剛山

4
0
2
2
ω
u革
命
百
)
と
呼
ば
れ
る
連
邦
裁
判
所
及
び
各
州
の
上
級
裁
判
所

の
全
判
決
と
各
州
の
下
級
裁
判
決
の
一
部
を
公
刊
す
る
事
業
を
開
始
し
て
以

来
、
判
例
法
体
系
自
体
が
パ
ン
ク
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
今
世

紀
の
は
じ
め
と
も
な
る
と
、
い
か
に
有
能
な
法
律
家
や
裁
判
官
で
も
、
た
と

え
法
の
一
分
野
に
限
っ
て
み
て
も
判
例
全
体
の
展
望
を
得
る
こ
と
な
ど
不
可

(
叫
}

能
事
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
体
系
化
す
る
努
力
は
続
け
ら
れ
、

法
学
者
た
ち
は
英
米
の
伝
統
の
基
礎
を
な
す
諸
原
理
に
沿
っ
て
判
例
法
の
整

合
的
説
明
を
試
み
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
法
の
体
系
化
、
合
理
化
を
目

指
す
運
動
が
一
つ
の
制
度
と
な
っ
て
現
れ
た
の
が
、

一
九
二
三
年
に
設
立
さ

れ
た
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
で
あ
る
(
以
下

A
L
I
と
呼
ぶ
)
。

A
L
I
は
、
ア
メ
リ
カ
・
ロ
l
・
ス
ク
ー
ル
協
会
(
〉
E
o
n
-巳
芯
ロ

C
同

〉
B
2
-
gロ
戸

mZω
口

r
q
c
Z
)
が
「
正
統
派
」
理
論
家
の
泰
斗
で
あ
る
イ
ラ

(
岨
)

イ
ヒ
ュ
・
ル
l
ト
(
明
言
E
河
C
D
片
)
を
中
心
と
し
て
設
置
し
た
委
員
会
が
一

九
二
二
年
に
提
出
し
た
リ
ポ
ー
ト
を
も
と
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
リ
ポ
ー
ト
は
ア
メ
リ
カ
法
の
不
確
実
さ
、
複
雑
さ
、
統
一
の
欠
如
に
い
か

に
対
処
す
べ
き
か
を
検
討
し
た
上
、
現
行
法
を
明
確
か
つ
最
新
の
状
態
で
再

叙

(22mw件
。
)
し
現
在
の
混
乱
を
一
掃
す
る
た
め

E
如
何
師
、
『
〉
斗
開
冨

g
a
o司

吋

E
w
r
p
d司
印
ョ
を
編
纂
、
刊
行
す
る
目
的
で

A
L
I
を
設
け
る
こ
と
を
勧
告

し
て
い
た
。

こ
う
し
て

A
L
ー
に
よ
り
第
一
級
の
法
学
者
、
法
律
実
務
家
を
集
め
て
関

始
さ
れ
た
現
行
法
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
法
思
想
は

全
く
ラ
ン
グ
デ
ル
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
変
わ
る
こ
と
な
き
コ
モ
ン
・

ロ
l
の
根
本
原
理
な
る
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
は
判
例
の
論
理
的
分
析
に
よ
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っ
て
発
見
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、

A
L
I
の
な
す
べ
き
こ
と
は
た
だ
そ

れ
を
発
見
し
、
整
理
し
、
記
述
す
る
こ
と
に
尽
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

法
的
ル
l
ル
の
社
会
・
経
済
的
影
響
へ
の
実
質
的
考
慮
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
か
っ
た
。

リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
法
典
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
「
現
行
法
を

再
叙
し
た
」
も
の
で
あ
る
か
ら
裁
判
官
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
判
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
何
が
「
現
行
法
」
で
あ
る
か
は
リ
ス
テ
イ
タ
!
の
結

局
は
恋
意
的
な
選
択
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
ふ
問
。
こ
う
し
て
、
リ
ス
テ
イ
タ

ー
の
選
択
に
基
づ
き
編
ま
れ
た
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
全
国
の
個
々
の
裁

判
所
で
の
食
い
違
い
や
考
え
違
い
を
正
す
ベ
く
、
支
配
的
権
威
に
な
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
が
体
現
し
て
い
た
の
は
、

司法審査とリーガノレ・プロセス

安
定
性
、
確
実
性
、
明
確
性
と
い
っ
た
法
律
専
門
家
と
し
て
の
願
望
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。
即
ち
、
背
景
に
は
二

O
世
紀
初
頭
の
社
会
改
羊
の
波
に
脅
か

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
法
律
家
層
の
ス
テ
ー
タ
ス
・
ク
オ
の
維
持
の
合
意
が
み
ら

れ
る
。
彼
ら
が
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
基
礎
に
据
え
た
コ
モ
ン
・
ロ
!
の
基

本
的
原
理
に
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
や
ハ
l
バ
l
ト
・
ス
ベ
ン
サ
l
に
裏
付

け
ら
れ
た
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
が
行
き
渡
っ
て
い
た
。
そ

れ
ら
を
明
確
に
提
示
し
、
裁
判
官
ら
を
し
て
こ
れ
に
依
拠
せ
し
め
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
支
配
的
法
律
家
層
の
利
益
や
社
会
像
を
脅
か
す
変
革
勢
力
へ
の

強
力
な
保
塁
た
り
う
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

A
L
I
が
実
際
に
リ
ス
テ

イ
ト
メ
ン
ト
に
適
す
る
と
し
て
選
ん
だ
法
分
野
も
、
彼
ら
の
関
心
の
所
在
を

示
す
も
の
で
あ
る
と
も
み
ら
れ
よ
一
羽

(

C

)

 

総

括

以
上
概
観
し
た
よ
う
に
、
四
騎
士
が
活
躍
し
た
こ
ろ
の
支
配
的
法
思
考
は

レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
ラ
ン
グ
デ
ル
的
法

形
式
主
義
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
リ

I
ガ
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
中
で
と
ら
え

た
と
き
、
社
会
福
祉
諸
立
法
を
打
倒
し
た
最
高
裁
の
判
決
は
、
五
、
六
人
の

判
事
に
よ
る
「
専
断
的
権
力
の
誤
用
」
と
い
う
よ
り
当
時
の
支
配
的
な
法
思

、
、
、

考
の
パ
タ
ー
ン
に
従
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
正
し
い
判
決

と
い
う
も
の
は
、
あ
る
州
や
連
邦
で
の
人
々
や
職
種
な
ど
の
特
殊
な
パ
ワ
ー

バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
の

法
伝
統
に
深
く
根
差
し
た
実
体
法
の
明
確
な
ル
l
ル
に
基
づ
い
て
こ
そ
得
ら

れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
、
最
高
裁
の
み
な
ら
ず
法
律
家
全
体
の
中
で

支
配
的
で
あ
っ
た
た
め
に
、
四
騎
士
た
ち
は
ワ
シ
ン
ト
ン

D
C
の
女
性
た
ち

、、

か
ら
週
一
六
・
五
ド
ル
以
下
で
働
く
権
利
を
奪
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
最
低

〔
回
)

賃
金
法
を
打
倒
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
司
法
過
程
と
の
関
連
で
法
形
式
主
義
の
有
し
て
い
た
意
義
を
再
考
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す
る
と
、
そ
れ
は
法
を
「
科
学
的
」
な
も
の
で
あ
り
政
治
と
は
全
く
分
離
さ

れ
た
自
足
的
体
系
で
あ
る
と
す
る
建
前
を
あ
く
ま
で
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

裁
判
官
に
よ
る
実
質
的
政
策
形
成
を
民
主
主
義
体
制
の
中
で
正
当
号
つ
け
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
川
町
そ
し
て
、
全
て
の
法
、

判
決
の
出
発
点
で
あ
る
法
原
理
に
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
を

浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
家
を
含
め
た
支
配
層
に
よ
る
実
質
的
社

会
経
営
を
も
可
能
な
ら
し
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

(

1

)

開
口
d

司
〉
問
。

ω・
(
U
C
問
看
E
-
A
U
O
Z
印
、
ロ
-
E
A『
5
Z
〉
戸
別
何
〈
。
F
C
吋
5
z
-

円
J
『

0・
J『
(

]

戸

市

X
H
)・

(
2
〉
黙
示
録
の
四
騎
士
に
な
ぞ
ら
え
た
命
名
と
思
わ
れ
る
が
、
多
く
の
論

者
が
使
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
岡
山
〉
。
d
F
切
口
河
の
何
回
出
・
。
。
〈
何
回
N
Z
-

冨
開
Z
、
吋
回
叫
ん
『
C
U
H
R
U
H
〉
同
J
円
九
時
(
]
戸
由
、
吋
斗
)
・

(
3
〉
句
問
問
。
・
岡
山
口
当
〉
河
口
当
自
寸
開
・
吋
回
開
〉
富
何
百
円
U

〉
Z
E
E
Q〉戸

、H
，悶〉む岡、ロ
O
Z
]
5
0
l
∞]

F

(

]

{

也、吋酌)・

(
4
〉
就
任
の
事
情
に
つ
き
、
回
開
ザ
白
河
吋
一
『
・
〉
切
河
〉
出
〉

g.
』

C印JR円
U

開印

〉
Z
U
司
河
何
回
巴
開
Z
J
「
印
H
記

(
S
J
R
)
ま
た
、
こ
の
任
命
は
上
院
で

は
四
国
市
の
反
対
が
あ
っ
た
の
み
で
承
認
さ
れ
た
が
、
彼
の
日
頃
の
主
張

ゃ
、
特
に
連
邦
下
級
裁
判
事
時
代
の
反
労
働
運
動
的
記
録
を
讐
戒
し
た

労
働
界
や
リ
ベ
ラ
ル
派
か
ら
猛
烈
な
反
発
を
招
い
て
い
る
。

M
V

〉
d
F

F
・
宮
口
同
司
出
タ
吋
，
回
開
わ
O
Z
的
自
J
E
、
H
，
5
2
H
Z
わ
自
白
印
吋
同
富
岡
田

h
p
N
(
5
4
N
)
'

し
か
し
、
タ
フ
ト
は
ビ
ジ
ネ
ス
界
の
示
し
て
い
る
歓
迎
の

意
向
こ
そ
ア
メ
リ
カ
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
代
表
す
る
も
の
と
信
じ
、
そ

の
利
益
こ
そ
図
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
そ
し
て
政
府
主
導
の
社

会
改
革
を
唱
え
た
ウ
ィ
ル
ソ

γ

(
君
。
邑

B
司
巧
ニ
E
ロ
)
の
伝
統
を

継
ぐ
民
主
党
が
敗
れ
、
保
守
へ
の
回
帰
を
説
い
た
共
和
党
が
大
勝
し
た

選
挙
の
結
果
等
か
ら
民
間
主
導
の
社
会
こ
そ
望
ま
れ
て
い
る
も
の
と
確

信
し
た
。
ま
た
、
彼
の
憲
法
観
は
次
の
言
葉
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い

る
。
「
我
が
国
の
憲
法
は
個
人
の
自
由
と
財
産
権
の
上
に
成
り
立
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
っ
き
つ
め
れ
ば
、
財
産
権
が
契
約
を
結
ぶ
権
利
や
労

働
の
権
利
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
、
個
人
の
自
由
は
財
産
権
を
含
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。
自
由
な
人
間
と
は
、
ま
ず
第
一
に
自
分
の
稼
い
だ
も

の
を
享
受
し
、
そ
れ
を
自
分
の
好
む
よ
う
に
費
消
で
き
る
人
聞
を
指

す
。
:
:
:
個
人
の
自
由
と
財
産
権
は
社
会
の
有
用
な
進
歩
に
不
可
欠

な
の
で
あ
る
」
南
宮
ミ
四
九

3
k
rロ
日
出
切
C
∞
吋
・
玄
〉
印
。

z-
吋
出
開

ω
C
司
何
回
出
品
開
。
。
d
河、吋

2
5冨
吋
〉
『
吋
J

司O

回
C
問
。
開
問
お
(
S
J
可
申
)
・

(

5

)

制
度
面
で
の
最
大
の
成
果
は
い
わ
ゆ
る
裁
量
的
上
訴
管
轄
権

(nm円
。

巴
O
門
担
ロ
)
を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る

G
E
L
-
-
R
U『
〉

2
0同
邑
N
印
)
。
そ

れ
に
よ
っ
て
タ
フ
ト
は
取
扱
事
件
数

(
E
Z
Z邑
)
を
軽
減
す
る
と
同

時
に
、
最
高
裁
の
プ
レ
ス
テ
ー
ジ
を
高
め
る
こ
と
に
も
成
功
し
た
。

(

6

)

同
時
に
タ
フ
ト
は
ホ
ー
ム
ズ
と
・
フ
ラ
ン
ダ
イ
ス
の
「
危
険
な
二
人

組
」
の
側
に
つ
く
か
も
し
れ
な
い
判
事
l
l
l
例
え
ば
カ
l
ド
l
ゾ
や
ラ

l
ニ
ツ
ド
・
ハ
ン
ド
i
|
|
の
任
命
を
阻
止
す
る
決
意
も
固
め
て
い
た
。
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〉
切
河
〉
国
〉
宮
司
師
宮
、

2
5
Z
(品)

U

め

な

官

ミ

E
N守
宅
問
一
件
。
同
町
・

広
民
事
司
・
同
司
国
的
。
君
誼
同
草
書
偽
h

h
向、・

n玄
ミ

-VM丘町

G
E」ミ
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ミ
ミ
句
史
同
号
、
明
神
宮
崎

nsな、
H

K
曲
、
見
守
口
凡
ミ
苦
肉
S

H

F

E

吋
回
開
ω
C
2
2
w
宮
開

(
U
C
C
河
、
吋
〉
Z

ロ
、
叶
回
開
。
。
Z

印、コー円
d
斗
H
O
Z
H
N
U
(
附
ハ
ロ
ユ
戸
ロ

L
a

H
由
岳
山
)
・

(

7

)

一
九
七

0
年
代
の
は
じ
め
に
、
連
邦
最
高
裁
の
創
設
か
ら
ウ
ォ
レ
ン

長
官
が
引
退
し
た
一
九
六
九
年
ま
で
の
全
最
高
裁
判
事
の
業
績
を
評
定

す
る
試
み
が
六
五
人
の
法
学
者
、
歴
史
家
、
政
治
学
者
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
た
。
こ
れ
は
各
判
事
を
最
高
の

A
か
ら
最
低
の

E
ま
で
の
五
段
階

に
ラ
ン
ク
づ
け
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
四
騎
士
は
サ
ザ
ラ
ン
ド
を
除
き

皆

E
と
評
定
さ
れ
て
い
る
。
サ
ザ
一
プ

γ
ド
は
法
律
家
と
し
て
の
テ
ク
ニ

ッ
ク
が
評
価
さ
れ

B
が
与
え
ら
れ
た
。
〉
-

M

》・∞

zgzzhv
閉山・

ζ
・

冨
白
井
可
(
O
L叩
-
Y
N
吋白
H
S
h
h叫
宮
、
ミ
苦
情
内
室
、
司
、
き
た
円
負
担
∞
〉
・
回

〉・一「
-
H
H
∞
ω
(巴
斗
N
)
・

(

8

)

円

E
三
仏
国
ロ
ロ
高
?
の
向
。
、
h

川
崎
め
ミ
』
H時三
S
H
R
F
5
m，

E
切
り
宮
〉
Z

h

r

H

印刷
N

〉
何
回
‘
(
開
口
的
)
・
叶
回
開
H
C
明
、
口
わ
開
閉
山

O
司
吋
回
開

C
Z岡、吋関口

ω
叶
〉
1

『何回

ω
d
司
河
開
宮
関
門
リ
。
d

同↓
N
H
U臼

(
]
5
A
山由)・

(
9
〉
規
制
権
限
の
根
拠
は
、
主
と
し
て
連
邦
政
府
の
場
合
は
州
際
通
商
規

制
権
で
あ
り
、
州
政
府
の
場
合
は
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
で
あ
る
が
、
ク
ー

リ
l
は
規
制
範
囲
を
、
前
者
に
つ
い
て
は
通
商
対
象
口
聞
を
除
外
し
て
運

搬
手
段
に
限
定
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
州
民
の
健
康
と
モ
ラ
ル
の
維
持

の
み
に
限
っ
た
。
ま
た
、
ク

l
リ
l
の
著
作
が
当
時
の
法
曹
界
に
及
ぼ

し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
回

-m・、吋
4
2
m印-
H
h
〉
4『
吋
開
河
田
〉
Z
U
吋
回
開

。。
Z

凹吋岡、吋
C
叶問。
Z

H

∞i
A
H
(
]
「唱。
N
)

(
凶
)
た
だ
、
タ
フ
ト
は
、
判
事
も
人
間
で
あ
り
時
代
の
要
求
に
よ
り
影
響

を
受
け
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
よ
り
明
確
に
認
識
し
て
い
た
と
さ
れ

る
。
句
足
当
自
斗
開

L宮
V
E
E
R
S
-
巳

5
r
こ
の
差
が
タ
フ

ト
・
コ
ー
ト
時
代
の
い
く
つ
か
の
判
決
で
四
騎
士
と
の
間
に
微
妙
な
違

い
を
生
み
出
す
。

(
日
)
者
自
国
・

h
a
b
E
g
g
s
-
同ニ
E.

ハ
ロ
〉
当
時
の
憲
法
的
権
利
に
実
体
的
内
容
を
付
与
し
て
い
た
の
は
ロ
グ
グ

に
源
流
を
持
つ
自
然
権
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
ク
に
よ

れ
ば
、
人
々
は
前
社
会
的
な
「
財
産
権
」
を
守
る
こ
と
を
「
主
要
な
目

的
」
と
し
て
社
会
に
入
っ
た
の
で
あ
り
、
民
主
的
政
府
と
い
え
ど
も
こ

れ
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
以
来
、

法
律
家
た
ち
は
、
動
産
・
不
動
産
に
対
す
る
所
有
権
の
み
な
ら
ず
、
労

働
力
を
売
買
す
る
た
め
に
契
約
を
締
結
す
る
権
利
(
司
・
内
-
〉
《
】
mF
円
〈
-

C
ロ
FHmwLωg酔
o
p
N
S
C・
ω・
5
r
ロN
(巴
。
∞
)
)
等
も
「
財
産
権
」

に
含
め
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
当
時
コ
モ
ン
・
ロ
ー

は
自
然
法
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
発
生
的
に
も
私

人
間
の
紛
争
の
中
か
ら
発
達
し
て
き
た
た
め
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
は
公
的

利
益
の
た
め
の
規
制
の
必
要
性
を
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
他
の
個
人
の
、

向
様
に
絶
対
的
な
財
産
権
を
侵
害
し
な
い
限
り
、
財
産
権
を
絶
対
的
な

も
の
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
裁
判
官
は
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
概
念
に

基
づ
き
財
産
権
を
画
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
の
客
観
性
と
非
政

治
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

h

別町。

(
U
C

門司

5
・吋、柏町

E
R
H
.
h
F
肉
、
h
R
S
3
切
白
円
』
ym3HAza
色
、
与
き
肉
、
H円
白
苫
h
c
苫
同
町
む
ミ
怠
詰
自
由

』h
b
"
と
(
宮
・
日
)
・
九
日
日
国
〉
河
〈
・
戸
、

.m虫
、
・
ω
∞
印

(
S
N
8
・
旬
。
巳
ロ
チ
む
。
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建
内
〉
吉
弘

a
h
u』
弘
吉
。
も
と
ミ

h
Q君
、
・
印
わ
。
F
d
z
-
F
E〈・

ωω
少

ωhH印l
品田
(
]
F

由。印)・

(
日
)
〉

B
R
K同ロ

ωHom-
司
。
ロ
ロ
門
】
ユ

g
〈
・
叶
同
ナ
円
以
々
の
ゆ
ロ
常
国
-
吋

S
L
g

(
U
C
E
ロ
2
Y
N印
叶

d
・
ω
-
H∞品

(5NH)・

(
H
)
N日吋

d
・
ω・
ω
H
N
C
S
C
-

(日

)
M
E
d
.
ω
・日
N印

(SNU)

(
日
出
)
本
件
に
は
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
判
事
が
参
与
し
て
い
な
い
。

(
げ
)
流
石
の
タ
フ
ト
も
本
件
で
は
反
対
意
見
に
ま
わ
り
、
「
裁
判
所
か
ら

み
て
賢
明
で
な
く
健
全
で
な
い
経
済
学
的
見
解
を
実
施
し
よ
う
と
し
て

い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
途
態
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
o

N
∞
H
C
-
ω
・印
N
印
二
出
日
・

ハ
叩
国
)
宮
d
司
同
4
・
同
足
、

E
g
g
s
-
同
二
ω・

(
印
〉
ヒ
ュ
ー
ズ
は
以
前
(
一
九
一

O
l
二
ハ
)
最
高
裁
陪
席
判
事
で
あ
っ

た
が
、
共
和
党
か
ら
大
統
領
選
に
出
馬
す
る
た
め
辞
し
、
惜
敗
後
ウ
オ

ー
ル
街
き
っ
て
の
弁
護
士
と
な
っ
て
い
た
。
上
院
で
は
、
南
部
出
身
議

員
が
彼
の
州
機
よ
り
も
速
邦
権
限
を
重
視
す
る
傾
向
を
非
難
し
、
共
和
・

民
主
両
党
の
リ
ベ
ラ
ル
派
が
連
合
し
て
彼
の
ビ
ジ
ネ
ス
界
と
の
強
い
結

び
付
き
を
批
判
す
る
な
ど
難
行
し
た
が
、
結
局
五
二
対
二
六
で
承
認
さ

れ
た
。
〉
切
阿
川
〉
出
〉
宮
・
伺
Hai帯
、
白
ロ
D
R
(
6・
三
回
∞
∞
・

(
却
)
忌
〉
由
。

z-
旬

H
a
b
g
g
Z
(品
)
咽
巳
∞
。
・

(
紅

)
N
S
d
.
ω
・
8
∞
(
凶
器
品
)
・

(
辺
)
も
っ
と
も
、
カ
ー
ド

l
ゾ
と
ス
ト
ー
ン
が
補
足
意
見
を
書
き
、
目
前

の
事
件
は
一

O
O年
前
の
言
葉
で
は
な
く
我
々
の
全
経
験
に
照
ら
し
て

考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
前
提
し
た
上
で
、
当
該
州
法
に
対
し
一

O

O
年
前
の
憲
法
制
定
者
は
反
対
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
彼
ら
が
今
日
あ

れ
ば
賛
成
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
由
を
正
面
に
押
し
出
し
て
合
憲
の

判
断
を
下
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ヒ
ュ
ー
ズ
は
先
例
と
の
区
別
と
レ
う

解
釈
技
術
を
用
い
て
合
憲
判
断
を
導
い
て
い
る
。
法
的
安
定
性
の
確
保

と
い
う
彼
の
基
本
的
信
念
が
表
わ
さ
れ
た
例
と
い
え
よ
う
。

(
お
)
日
自
己
・

ω・印。凶

(52)・

(
川
品
)
参
照
、
西
尾
勝
「
福
祉
国
家
と
管
理
国
家
i
1
1
ニ
ュ
l
デ
ィ

l
ル
の

遺
産
」
斎
藤
真
一
編
『
総
合
研
究
ア
メ
リ
カ
』
〈
昭
和
五
一
年
〉
一
四
八

頁。

(
お
)
民
主
党
は
上
院
で
六

O
か
ら
六
九
議
席
へ
、
下
院
で
三
一

O
か
ら

三
一
九
議
席
へ
と
増
加
し
た
。
他
方
、
共
和
党
は
そ
れ
ぞ
れ
三
五
か
ら

二
五
へ
、
一
一
七
か
ら
一

O
一
-
一
へ
と
減
少
し
て
い
る
。
何
回
わ
国
〉
何
回
)

H
W
-
Y
向
。
河
河
Hm-
開
Z
わd
「円
UF
。
司
開
U
H
〉

O
司
〉
宮
間
同
H円U
K
F
Z
E
H
m吋
O
河吋

印由]戸(切
-
2山口岬伶ロロ
-
ω
-
o門「]「由、吋品)・

(

M

m

)

初
期
ニ
ュ

l
デ
ィ

i
ル
の
批
判
の
状
況
に
つ
き
、
西
尾
、
前
掲
注

ハ
包
〉
。
新
川
健
三
郎
『
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
』
(
昭
和
四
八
年
〉
一
三
八

頁
以
下
。

4
3
F
E〉
宮
岡

w-r開
d
n回
、
『
目
白
d
更
が
明
一
月
P
Z関
口
Z
0
.

閉
山

0
0
的
関
〈
開
F
4
〉
Z
U
、吋間関

Z
円
君
。
問
L
P
F
g
h
y
s
-
-申
k

H

(

]

「由∞
ω)・

な
ど
参
照
の
こ
と
。

(幻

)
N申
印

d
・
ω・
ω
ω
c
o
s
e
-

(お

)
N
U印

C
・
ω-A悼む
印

(
H
8
3
.

ハ却

)
H
g
d・
ω
-
H
o
g
g
-

北法31(2・314)714



司法審査とリーガノレ・プロセス

ハ
柏
山
)
ス
ト
ー
ン
と
カ

l
ド
l
ゾ
は
こ
の
点
の
み
を
強
調
し
た
補
足
意
見
を

書
い
て
い
る
。

(
氾
)
も
っ
と
も
、

N
R
A
体
制
の
み
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
既
に
ビ

ジ
ネ
ス
界
、
労
働
界
双
方
か
ら
激
し
い
批
判
を
加
え
ら
れ
て
転
機
に
至

っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
本
判
決
を
契
機
に
政
府
は
自
ら
誤
り
を
-
認
め

る
こ
と
な
し
に
政
策
転
換
に
踏
み
出
せ
た
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ

る
。
戸
開
d
わ国]門別
Z
切
口
問
。
・
旬
毘
培
、
白
ロ
O
Z
(
N
A凶)・

2
H
A
H
m
-

(
位
)

N

申∞

C
ω
-
M
U∞
O
B
S・

(お

)
C
E
Z
L
ω
g
g
ω
〈
・
回
三

-2・
N
S
C・∞
-
H
(
5
M
g
)・

(
担
)
な
お
、
一
七
八
九
年
の
最
高
裁
創
設
か
ら
一
九
七
九
年
九
月
の
時
点

ま
で
で
違
憲
無
効
と
な
っ
た
連
邦
法
は
総
計
一
二
三
で
あ
る
。
ま
た
、

積
極
行
動
で
知
ら
れ
る
ウ
ォ
レ
ン
・
コ
ー
ト
が
違
憲
と
判
示
し
た
連
邦

法
は
二
五
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
六
年
間
の
成
果
で
あ
っ
た
。
〉
同

w
p
p

国
〉
冨
-
吋
回
開
し
『
d
U
H
n
H〉
F
H
V岡山
C
円い問団印

ω。
品
(
品
同
7

2
】・

H山vm
w
C
)
・

(
お
)
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
は
一
九
三
五
年
を
境
と
し
て
そ
れ
以
前
の
政
府
と

ビ
ジ
ネ
ス
界
の
協
力
に
よ
る
再
建
策
か
ら
、
社
会
保
障
法
、
全
国
労
働

関
係
法
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
社
会
福
祉
重
視
の
「
第
二
次
ニ
ュ
l
デ
ィ

l
ル
」
に
移
行
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
諸
政
策
は
、
そ
の
実
質
的
効
果

は
と
も
か
く
、
政
治
的
効
果
は
顕
著
で
、
労
働
者
、
小
食
、
失
業
者
、
新

移
民
、
黒
人
な
ど
か
ら
な
る
確
固
と
し
た
支
持
基
盤
を
作
り
上
げ
た
。

い
わ
ゆ
る
ロ
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
連
合

(mccZ〈。
r
gと
E
Oロ
)
で
あ
る
。

西
尾
、
前
掲
注
(
但
)
、
一
四
八
五
三
頁
。
二
ペ

-
E
w
d
n図、吋開
Z-

田
口
問
。
・
拘
置
、
、
む
ロ
D
Z
(日品
y
n
r

由・

ハ叩却〉阿川

-m-
司・

ω富岡、
H

，
戸
吋
国
関
わ
O
Z印、ロ叶
C
寸回。

zhH甲山由(忌吋∞)・

(
幻
)
ラ

γ
グ
デ
ル
以
前
の
法
学
教
育
の
実
状
に
つ
い
て
は
、
問
中
英
夫

『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
』
上
(
昭
和
四
一
一
一
年
)
三
八
四

i
八
五
頁
。

(
お
)
戸
〉
4
『周回凶
HAわ
開
忌
-
m，一宮何回)冨〉
Z
・
〉
国
Hm.H，
。
同
町
刊
。
司
〉
呂
田
口
・

R
U

〉
Z

F
〉
宅
印

8
2
3
3・
な
お
、
最
近
の
デ
ィ
l
ン
の
職
務
の
邦
語

で
の
紹
介
と
し
て
、
田
中
英
夫
「
ハ

l
ヴ
7

l
ド
・
ロ

l

・
ス
ク
ー
ル
」

第
一

O
回
、
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三

O
O号
八
六
頁
(
昭
和
五
五
年
)

0

(
ぬ
)
九
円
時
四
〉
河
斗
国

cm
何・

ωd-門
出
開
問
F
〉
Z
ロ
-
-
門
出
開
「
〉
副
司
〉
J

司
出
〉
河
・

〈
〉
周
り
H
斗品

(]FUA凶斗)・

(必
)
e
u
k
w

同
公
叫
・
国
同
]
「
吋
品
i
叶∞・

(
川
出
)
め
2
4
2
F
F
E冨
吋
当
皇
室
。
-
聞
内
〉
戸
口
、
何
者
H
W
F
F
4
Z
〉
Z
U

、
吋
同
開
河
開
〉
巴
印
、
吋
冨
O
〈
開
一
宮
開
Z

4

5・
ω
∞
坦
ロ
・
∞
(
H
申
誌
)

(
必
)
問
何
回
向
。
玄
〉
2
・
九
四
宮
号
、
品
目
。
件
。

(ω
∞
)
噌
三
日
ωhHluhy
印申
ω
・

(
必
)
吋
4
『同
HAHZの

-sv、
白
ロ
O
B
(台
)
-
由
同
区
i
H
印・

(川悩
)

L

ミ
-
m同凶九時・

(
必
)
の
司
白
三
の
ニ
B
D
H
P
h同
句
白
』
河
町
民
M
E
S
S
~
i『
同
崎
町
白
世
旬
句
晶
表
出
向
程
、
同
・

叶(
)

J

へ
〉
戸
何
回
k

』
]FCω

斗-
H
C
合ー

(
5
2
)
唱
。
。
.
.
、
岡
田
明
〉
の
開
印
。
司

〉
玄
開
】
凶
H
m
u
〉
Z

F
〉
d
『
印
由
(
巴
吋
吋
)
・

(
必
)
ル
l
ト
の
次
の
よ
う
な
裁
判
観
は
当
時
の
伝
統
的
見
解
の
典
型
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
「
改
革
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
た
り
経
済
・
社
会
理
論
を

支
持
し
た
り
実
行
し
た
り
す
る
の
は
我
が
国
の
裁
判
所
の
な
す
べ
き
こ

と
で
は
な
く
、
ま
た
、
法
を
新
し
い
社
会
的
諸
条
件
に
合
わ
せ
調
整
す

る
の
も
ご
く
狭
い
制
限
内
に
お
い
て
の
み
な
し
う
る
。
裁
判
官
は
常
に

北法31(2・315)715



研究ノート

合
理
的
解
釈
の
狭
い
限
界
内
で
判
断
せ
ね
ば
な
ら
な
レ
。
法
を
拡
張
し

た
り
改
善
し
た
り
す
る
の
は
彼
の
任
務
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
権
限
も

な
い
。
彼
の
な
す
べ
き
こ
と
は
(
現
に
あ
る
)
法
を
維
持
し
、
執
行
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
法
が
良
法
か
怒
法
か
、
賢
明
か
愚
劣
か
、
健
全
な

経
済
政
策
に
即
し
て
い
る
か
否
か
な
ど
は
彼
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は

な
い
。
我
が
国
の
裁
判
所
は
、
そ
の
特
別
な
責
務
の
故
に
改
革
者
た
る

こ
と
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
責
務
と
は
、
自
ら
の
な
し
た
宣
誓
と

正
義
の
精
神
の
拘
束
の
下
に
、
誠
実
と
真
実
を
も
っ
て
、
法
を
あ
る
が

ま
ま
に
解
釈
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
河
口
D
Y

同コ』
f
G
b昔、。、同白話門司

由
」
「
白
苫
同
誌
九
時
、
時
潟
、
同
裕
之
、
足
、
凡
円
札
向
、
い
て
・
斗
一
山
、
同
国
明

H
Z
U
何回以何
Z
巴開
Z
1門

叶
(
}
品

(H申
H
N
)
・
南
宮
内
回
同
町
礼
宮
司
何
回
)
〈
・
。
〉
悶
ロ
ド
一
『
同
・
・
ト
『
C
U
H
m
U
H
〉
F

HL

問。H印
F
b
J
2
0
Z
H品

(H申
印

N
)

ハ
幻

)
A
L
I
設
立
の
経
線
に
つ
き
、
吋
4
2
2
H
W
A
の

-ghvE
ロC
H
0
2
H
)
白骨

N
斗
N
l叶
酌
・

(
川
崎

)

M

町会
w

た
戸
田
同

N
4印・

(
川
叩

)ο
戸
富
。

E
p
g
b
E
ロ
O
R
(品
印
)
咽

mw
同
誌
-

(
印
)
h
m
尚
三
叶
N
一
・
但
し
、
リ
ス
テ
イ
ト
メ

γ
ト
が
有
し
え
た
の
は
あ
く
ま

で
も
説
得
的
権
威
で
あ
り
、
そ
れ
故
の
制
約
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
~
叫
時
同
吋
d
2
2
H
Z
P
伺
定
見
官
、
品
目
o
g
(色)・
a

N
∞
∞
・
ま
た
、
初

期
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ

γ
ト
に
は
、
い
く
つ
か
あ
り
う
る
可
能
性
の
中
か

ら
あ
る
ル

l
ル
を
採
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
理
由
警
が
付
さ
れ
て
い

な
い
が
、
そ
れ
も
本
文
で
述
べ
た
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
み
ら

れ
る
。
田
中
英
夫
『
英
米
の
司
法
』
(
昭
和
四
八
年
)
一
一
六
六
|
六
七

頁。

(
日
)
契
約
や
財
産
(
匂
円
。
宮

Hq)、
不
法
行
為
な
ど
を
扱
う
法
分
野
は
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
経
済
統
制
な
ど
に
は
同
じ
よ
う
な
関
心
は
示
さ

れ
て
い
な
い
。

(
臼
〉
〉
L
r
F
ロ
∞
〈
・
円

υ
Z
E
Bロ
ポ
出
cmu
ユ白
f
M
E
d
-
∞

印

N印
-
E
N・
日
印
。

(]SNω)・

ハ
臼
)
句

S4
司'
h
町二
kr'
【

u
r
m
w
M
d
p
吋
』
ぼ
旬
。
町
情
。
¥
H
F
G
H君、
h
由
民
話
、
Rhw
ご司

h
b
s
h
笠
宮
た

q
p
呂
田
〉
悶
〈
・
「
岡
山
開
〈
・
ロ
∞

r
H槌
∞

(
5
8
)・
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第
二
節

リ
ア
リ
ス
ト
の
対
応

ラ
ン
グ
デ
ル
に
つ
い
て
、
ホ
ー
ム
ズ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
彼
に
と
っ
て
は
論
理
が
全
て
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
関
心
を

向
け
る
こ
と
を
忌
み
嫌
っ
て
い
る
。
判
例
に
対
す
る
彼
の
解
説
と
整
理
に

は
、
そ
の
判
決
を
下
し
た
当
の
裁
判
官
も
あ
き
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
」

ホ
ー
ム
ズ
自
身
の
「
法
律
哲
学
的
立
場
を
は
っ
き
り
と
援
む
こ
と
は
、
そ

う
容
易
な
仕
事
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
。
実
際
、
彼
は
急
進
派
の
リ
ア
リ
ス

ト
か
ら
先
駆
と
仰
が
れ
る
一
方
で
ラ
ン
グ
デ
ル
派
と
問
列
祝
さ
れ
る
こ
と
す

ら
あ
(
む
ま
た
、
時
代
の
影
響
に
よ
っ
て
彼
へ
の
評
価
が
変
遷
し
た
の
も
事

(
5
}
 

実
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
「
論
理
が
法
の
発
展
に
お
い

て
作
用
す
る
唯
一
の
力
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
を
誤
謬
で
あ
る
と
し
て
批
判

he} 

し
た
最
初
の
有
力
な
法
律
家
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
い
え
よ
う
。



今
世
紀
の
は
じ
め
に
は
、
更
に
グ
レ
イ
(
』
or口
。
・

0
5可
)
が
個
々
の
事

件
を
判
断
す
る
に
際
し
て
法
の
論
理
よ
り
も
却
っ
て
裁
判
官
の
果
た
す
役

政
治
に
お
け
る
革
新
主
義
運
動
や
特
に
デ
ュ

I
イ

割
を
強
調
し
、

ま
た
、

(
】

Drロ
ロ
。
君
。
可
)
の
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
て
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス

ら
が
三
段
論
法
的
推
論
よ
り
も
社
会
の
ニ

l
ズ
や
問
題
自
体
の
科
学
的
研
究

が
判
決
の
、
決
定
要
因
た
る
べ
き
で
あ
り
、
裁
判
官
は
自
ら
の
判
決
の
も
た
ら

す
社
会
的
結
果
を
意
識
的
に
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
論
ず
る
な
ど
、
ホ
-

ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
法
思
考
を
継
承
し
発
展
さ
せ
る
動
き
が
現
れ

た。
こ
れ
に
続
い
た
の
が
、
新
し
い
社
会
学
的
法
学
の
必
要
を
説
い
た
ロ
ス
コ

ウ
・
バ
ウ
ン
ド
で
あ
る
。
彼
は
、
法
学
者
は
法
の
実
際
の
作
用
を
研
究
せ
ね

司法審査とリーガノレ・プロセス

ば
な
ら
な
い
と
い
う
ホ
ー
ム
ズ
の
所
説
を
認
め
、
論
理
的
統
一
性
と
理
論
的

確
実
性
を
偏
重
す
る
当
時
の
法
形
式
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
し
ば
し
ば
様
々

の
事
件
の
公
正
で
実
際
的
解
決
を
妨
げ
た
と
主
張
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
生
ま
れ
た
の
が
い
わ
ゆ
る
リ

1
ガ
ル
・
リ
ア
リ

ズ
ム
で
あ
る
。

旧
来
の
法
形
式
主
義
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
リ
l
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ズ

ム
が
初
め
て
一
般
的
に
論
じ
ら
れ
た
の
は

一
九
三

O
年
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
・

ロ
1
・
リ
ヴ
ュ
l
に
掲
載
さ
れ
た
ル
ウ
ェ
リ
ン
(
阿
内

F-Oz--ヨ
)
の
札
一
川

に
お
い
て
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
更
に
、
同
年
フ
ラ
ン
ク
(
同
・
閉
，

gロ
r)
が

=
?
p
d司
〉

Z
U
吋，
E
w
ζ

。EW
M
2
ζ
E
U
Wゆ
を
発
表
し
て
ル
ウ
ェ
リ
ン
の
主

張
の
ほ
と
ん
ど
を
受
容
し
た
上
そ
れ
を
極
限
に
ま
で
推
し
進
め
、
そ
し
て
翌

i

(

日
)

(

H

)

年
ル
ウ
ェ
リ
ン
の
署
名
の
下
に

=
ω
0
5
0
H
N
O巳
2
5
m
r
o
己
MNE--mB3
が

発
表
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
法
思
想
に
対
す
る
賛
否
が
ほ
ぼ
出
揃

う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
ル
ウ
広
昨
日
ン
や
フ
ラ
ン
ク
を

含
む
リ
ア
リ
ス
ト
の
多
く
は
、
第
二
次
大
戦
前
後
か
ら
そ
の
主
張
に
変
化
が

現
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
目
的
に
即
し
て
一
九
三

O
年

代
初
期
に
お
け
る
彼
ら
の
主
張
に
極
力
注
目
し
、
そ
の
特
徴
を
大
き
く
一
一
一
点

に
分
け
て
考
察
し
て
み
た
い
。

第
一
点
は
、
判
断
(
判
決
)
形
成
過
程
へ
の
「
制
度
的
。

g
E
E
Z
E
C」

ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
ル
ウ
ェ
リ
ン
を
含
む
リ
ア
リ
ス
ト
の
多
く
は
他
の
社

会
科
学
部
門
で
有
力
に
な
っ
て
い
た
行
動
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
影
響
を
受

け
、
主
要
な
法
形
成
は
行
政
機
関
や
裁
判
所
な
ど
の
政
府
機
関
と
一
般
人
と

の
日
常
的
交
渉
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
法
の
真
の
理
解
の
た

め
に
は
現
実
の
社
会
に
お
け
る
実
際
の
法
行
動
の
記
述
的
研
究
が
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
の
個
性
、
規
制
刷
機
関

と
被
規
制
者
と
の
不
断
に
進
行
す
る
関
係
、
裁
判
所
を
含
む
統
治
機
関
の
内

部
的
活
動
こ
そ
法
形
式
主
義
者
の
信
奉
す
る
抽
象
的
な
法
の
ル
ー
ル
や
理
論
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よ
り
も
却
っ
て
重
要
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
裁
判
過
程
に
つ
い
て

も
、
伝
統
的
な
法
思
考
で
は
裁
判
過
程
を
体
系
的
法
的
ル

l
ル
の
機
械
的
適

用
過
程
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
み
な
し
て
い
た
の
に
対
し
、
リ
ア
リ
ス
ト
達
は

そ
れ
を
裁
判
官
が
不
断
に
選
択
的
、
創
造
的
活
動
を
行
な
う
事
実
的
過
程
と

と
ら
え
て
注
目
し
、
社
会
学
的
ま
た
心
理
学
的
に
分
析
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る。
第
二
点
は
、
判
決
に
お
け
る
形
式
的
・
演
鰐
的
論
理
を
裁
判
官
の
主
観
的

選
好
を
覆
い
隠
す
た
め
の
人
工
的
な
構
造
物
で
あ
る
と
非
難
し
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
右
で
述
べ
た
よ
う
な
裁
判
過
程
の
分
析
を
通
じ
て
「
法
的
ル

l

ル
が
判
決
を
規
制
す
る
」
と
い
う
伝
統
的
な
観
念
に
強
い
疑
問
が
生
ま
れ
た

一
般
に
「
ル
l
ル
懐
疑
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が

こ
と
に
よ
る
も
の
で
、

多
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
膨
大
な
量
の
判
例
の
集
積
や
実
際
に
係
属
す
る
個

々
の
事
件
の
独
自
性
な
ど
を
見
れ
ば
、
権
威
的
ル
l
ル
に
よ
っ
て
三
段
論
法

的
演
繰
推
論
を
通
じ
一
義
的
に
判
決
が
導
か
れ
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
考
え

方
が
虚
構
で
あ
り
、
恒
久
的
か
っ
一
般
的
な
適
用
可
能
性
を
有
す
る
ル
l
ル

や
法
原
理
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
明
白
な
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
れ
は
裁

判
官
の
直
観
や
先
入
観
の
よ
う
な
無
意
識
的
要
因
や
政
策
的
判
断
と
い
う
法

外
的
要
因
に
よ
っ
て
裁
判
官
が
到
達
し
た
結
論
を
事
後
的
に
合
理
化
な
い
し

正
当
化
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
主
張
も
論
者
に
よ
り
開
き
が
あ
り
、
ル
ウ
ェ
リ
ン
は
法

的
ル
l
ル
が
裁
判
官
に
な
に
が
し
か
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を

認
め
つ
つ
、
判
決
中
で
述
べ
ら
れ
た
「
紙
の
上
の
(
宮
唱
え
)
」
ル

I
ル
と
、

「
実
際
の
(
日
巳
)
」
ル
l
ル
を
区
別
し
、
後
者
は
、
最
も
重
要
で
中
心
的
な

現
象
で
あ
る
行
為
者
即
ち
裁
判
官
の
行
動
の
調
査
の
後
に
初
め
て
明
ら
か
に

{
げ
)

な
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
、
単
な
る
言
葉
遊
び
で
あ
る
伝
統
的
ア
プ
ロ

I

チ
を
排
し
現
実
の
裁
判
官
の
行
動
に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
こ
の
よ

う
に
、
ル
ウ
ェ
リ
ン
は
ル

I
ル
や
先
例
に
あ
る
程
度
意
義
が
あ
る
こ
と
は
否

一
方
、
フ
ラ
ン
ク
は
こ
れ
ら
を
判
決
形
成
過
程
の
考
慮
か
ら

定
し
な
い
が
、

全
く
排
除
し
て
し
ま
っ
た
。
彼
は
、
心
理
学
説
を
援
用
し
つ
つ
人
間
の
判
断

過
程
に
お
け
る
「
結
論
の
支
配
」
の
現
象
を
指
摘
し
、
裁
判
官
も
人
間
で
あ

る
以
上
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
判
決
は
大
半
の
場
合
明
ら
か
に
仮
に
到
達

し
た
結
論
か
ら
後
ろ
向
き
に
作
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
引
い
そ
し

て
、
そ
の
際
彼
は
テ
グ
サ
ス
の
連
邦
地
方
裁
判
所
判
事
だ
っ
た
ハ
ッ
チ
ス
ン

G-
ゎ
・
出

E
R
Z
g
p
r
)
の
次
の
よ
う
な
所
説
を
裁
判
官
の
思
考
方
法
の

全
く
正
し
い
記
述
で
あ
る
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。

「
裁
判
官
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
判
断
(
]
邑
間
目
。
ロ
件
)
で
は
な
く
フ
ィ
l

リ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
推
論

(Eton-ロ
a
Eロ
)
で
は
な
く
勘
(
『
ロ
ロ
ロ
E
ロ
開
)

に
よ
っ
て
決
定
す
る
の
で
あ
り
、
推
論
は
判
決
文
の
中
に
だ
け
姿
を
み
せ
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る
の
で
あ
る
。
判
決
へ
の
決
定
的
動
因
は
当
該
事
件
に
お
い
て
何
が
正
で

あ
り
不
正
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
直
観
的
セ
ン
ス
で
あ
り
、

一
旦
こ
の
よ

う
に
し
て
決
定
し
て
か
ら
裁
判
官
は
全
智
全
能
を
傾
け
て
自
分
自
身
に
対

し
そ
の
直
観
を
正
当
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
批
判
者
の
目
に
耐
え
ら
れ
る

よ
う
に
判
決
文
を
作
る
の
で
あ
る
」

裁
判
官
に
よ
る
先
例
の
扱
い
も
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
結
論
に
つ
い
て

の
判
断
を
ま
ず
下
し
て
お
い
て
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
の
に
都
合
の
良
い
判

例
を
探
し
た
り
都
合
の
悪
い
も
の
は
無
視
す
る
か
再
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
ル
l
ル
が
判
決
を
規
律
す
る
ど
こ
ろ
か
、
結
局
裁
判
官

の
「
勘
」
を
生
み
出
す
も
の
が
、
そ
れ
が
何
で
あ
れ
、
法
を
作
る
の
で
あ
る
。

勘
を
生
み
出
す
も
の
を
知
る
た
め
に
は
裁
判
官
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
知
ら

司法審査とリーガノレ・プロセス

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
裁
判
官
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
こ
そ
裁

判
の
中
心
的
要
素
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
論
者
に
よ
り
差
が
み
ら
れ
る
に
せ
よ
、
判
決
形
成
自
体
が
以

上
の
よ
う
に
「
操
作

(
g
B
Gロ
EU)的
」
な
も
の
で
あ
る
結
果
、
判
決
文

中
で
述
べ
ら
れ
た
ご
般
的
」
原
理
は
、
笑
の
と
こ
ろ
あ
る
一
人
の
裁
判
官

の
主
観
的
判
断
を
正
当
化
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
広
汎
な
一
般
的

適
用
可
能
性
な
ど
有
し
え
な
い
の
で
あ
る
と
す
る
点
で
、
リ
ア
リ
ス
ト
遠
の

見
解
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
点
は
、
道
徳
・
倫
理
へ
の
相
対
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
一
九
二

0

年
代
か
ら
三

0
年
代
初
期
に
お
い
て
は
、
認
識
論
上
、
倫
理
上
の
相
対
主
義

が
社
会
科
学
の
全
般
に
浸
透
し
て
い
た
。
正
当
な
知
識
は
経
験
的
証
拠
に
基

づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
先
験
的
絶
対
命
題
は
全
て
証
明

を
欠
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
証
明
不
能
で
あ
る
と
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
は

必
然
的
に
試
行
的
で
あ
り
変
化
を
免
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
彼
ら
の
主
張
に
よ

れ
ば
、
科
学
は
客
観
的
対
象
の
み
を
扱
い
、
道
徳
的
に
は
中
立
的
の
は
ず
で

あ
る
か
ら
、
真
理
に
到
達
す
る
た
め
の
唯
一
の
実
際
上
信
頼
し
う
る
方
法
は

倫
理
的
性
質
の
問
題
が
関
わ
る
場
合
に
は
用
い
え
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
相
対
主
義
的
傾
向
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
タ
ト
(
岡
山
三
ゲ
回

g
E
5
6

ピ
ア

l
ド
(
(
U
Y
田
ユ
め

ω
切
。
同
町
内
日
)
《
り

ら
に
よ
る
文
化
的
相
対
性
の
実
証
や
、

に
よ
る
歴
史
的
判
断
に
お
け
る
相
対
性
の
主
張
な
ど
に
よ
っ
て
更
に
強
化
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
思
潮
の
中
で
育
ま
れ
た
リ
i
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
も
相

対
主
義
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
そ
の
程
度
も
や
は
り
論
者
に
よ
り
差
異
が
み

ら
れ
る
が
、
例
え
ば
、

(
町
}

任
じ
て
い
た
し
、
ネ
ル
ズ
(
巧
・

2
己
-2)
は
こ
の
立
場
を
よ
り
明
確
に
打

ル
ウ
ェ
リ
ン
は
自
ら
倫
理
相
対
主
義
者
を
も
っ
て

ち
出
し
た
。
彼
は
「
法
の
評
価
は
、
そ
れ
が
良
い
生
活
に
資
す
る
か
否
か
と

い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
所
説
に
満
足
せ
ず
、
「
法

北法31(2・319)719
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の
評
価
は
不
可
避
的
に
評
定
者
の
価
値
観
に
左
右
さ
れ
る
」
と
主
張
し
て
価

値
相
対
主
義
に
立
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
、
「
二

O
世
紀
に
お
い
て
は
、

倫
理
的
な
正
(
ユ

mZ)
と
当
為

(gmrc
を
否
定
す
る
の
は
邪
悪
な
こ
と
だ

と
い
う
通
俗
的
な
感
じ
方
は
、
も
は
や
知
的
に
優
れ
た
人
間
に
無
意
識
の
敬

意
を
お
こ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
指
摘
し
、
彼
自
身
「
倫
理
的
な
正

と
当
為
を
無
条
件
に
否
定
す
る
」
と
宣
言
し
た
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な

相
対
主
義
を
最
も
極
端
な
形
で
主
張
し
た
の
が
サ
l
マ
ン
・
ア
l
ノ
ル
ド

(
吋
『
口
口
出
回
ロ
〉

E
D
E
)
で
あ
る
。

彼
は
一
九
一
一
二
年
か
ら
イ
ェ
l
ル
・
ロ

l

・
ス
ク
ー
ル
で
心
理
学
者
の
ロ
ピ
ン
ス
ン
(
肘
・
嗣
Nor-
ロ
g口
)
と
ジ
ョ
イ

そ
の
成
果
を
一
九
三
五
年
に
公
刊
し
た
。
彼

ン
ト
・
セ
ミ
ナ
ー
を
開
き
、

は
、
法
に
変
化
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
道
徳
的
理
想
を
も
っ
て
理
由
づ
け
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
理
想
と
は
立
法
者
が
大
衆
の
感
情
に
訴
え
る
た

め
に
用
い
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
真
理
の
原

理
(
匂
ユ
ロ

2
1
2
0同
可

Er)」
で
は
な
く
単
に
「
集
団
に
お
け
る
人
間
行
動

を
条
件
づ
け
る
象
徴
的
思
考
及
び
行
態
」
の
表
明
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て

本
質
的
実
体
を
有
し
な
い
と
論
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
道
徳
的
理
想
の
妥
当
性

を
全
面
的
に
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
l
ノ
ル
ド
は
象
徴
の
道
徳
的
善

惑
を
区
別
し
た
り
、
な
ん
ら
か
の
倫
理
的
立
場
の
正
当
性
を
確
保
す
る
た
め

の
基
盤
を
消
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
で
倫
理
的

価
値
は
相
対
主
義
を
通
じ
て
消
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

で
は
次
に
、
右
の
よ
う
な
主
張
を
も
っ
た
リ
ア
リ
ス
ト
達
が
社
会
、
法
曹

界
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
い
。

{
部
)

リ
ア
リ
ス
ト
運
動
の
本
質
を
、
先
に
見
た
よ
う
に
、

ハ
l
ヴ
ァ

l
ド
・
ロ

ー
・
ス
ク
ー
ル
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
ラ
ン
グ
デ
ル
式
法
学
教
育
・
研
究
に

対
す
る
造
反
で
あ
る
と
と
ら
え
る
見
方
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う

に
、
最
も
早
く
明
確
に
影
響
を
受
け
た
の
は
法
学
教
育
・
研
究
の
分
野
に
お

い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
新
し
い
傾
向
が
ま
ず
現
れ
た

の
は
、
ハ
l
ヴ
ァ

l
ド
に
次
い
で
権
威
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
コ
ロ

γ
ピ
ア
・

ロ
l
・
ス
ク
ー
ル
で
あ
っ
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
も
基
本
的
に
は
ラ
ン
グ
デ
ル
式

の
教
育
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
も
他
の
ロ
l
・
ス
ク
ー
ル
に
先
駆

け
て
国
際
法
や
立
法
学
の
講
座
を
設
け
る
な
ど
の
特
色
を
早
く
か
ら
有
し
て

い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て

一
九
一
九
年
の
ク
ッ
ク
(
巧
-
巧

-
p
c
r
)

の
着
任
を
契
機
と
し
て
法
学
教
育
の
改
革
が
始
ま
り
、

先
任
の
ム

1
ア

(
C
-
Y向
。

DB)
及
び
後
に
加
わ
っ
た
ル
ウ
ェ
リ
ン
、
パ
タ
ス
ン
(
何
仏
若
宮
何
・

HMaz司

m
O
ロ
)
ら
を
擁
す
る
リ
ア
リ
ス
ト
の
牙
城
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ

{
甜
)

る
。
更
に
、
二

0
年
代
半
ば
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
影
響
を
受
け
て
イ
ェ
l
ル
で

も
変
革
が
起
き
、
特
に
一
九
二
九
年
に
デ
ィ
l
ン
に
就
任
し
た
ク
ラ
l
ク

((uym門
戸
内

ω
肘・

(U-Rr)
は、

フ
ラ
ン
ク
、
ネ
ル
ズ
、
ダ
グ
ラ
ス
(
巧
己
E
B
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。
・
ロ
cロ

m-su
後
に
連
邦
最
高
裁
判
事
〉
、
ァ
l
ノ
ル
ド
、
ロ
ビ
ン
ス
ン
と

い
っ
た
、
リ
ア
リ
ス
ト
の
中
で
も
急
進
派
と
目
さ
れ
る
人
々
を
イ
ェ

l
ル
に

招
い
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
ロ

I
・
ス
ク
ー
ル
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
行
政

法
や
税
法
な
ど
の
新
し
い
法
分
野
と
共
に
、
経
済
学
や
社
会
理
論
、
心
理
学

等
々
の
社
会
科
学
が
加
え
ら
れ
、
更
に
少
な
か
ら
ぬ
数
の
社
会
科
学
者
が
ロ

I
・
ス
ク
ー
ル
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
招
致
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

例
え
ば
、

イ
ェ

l
ル
に
は
政
治
経
済
学
者
で
あ
る
ハ
ミ
ル
ト
ン
(
若
島

g

国
・
出
ω
E
E
Oロ
)
、
政
治
学
者
の
ラ
ス
ウ
ェ
ル
(
出
m
W
H
o
-
品
戸
車
切
唱
己
目
)
が
、
コ

ロ
ン
ピ
ア
に
は
経
済
学
者
で
経
済
統
制
の
専
門
家
で
あ
る
ヘ
イ
ル
(
河

D
Zユ

r
z丘
町
)
が
、
そ
し
て
ハ

1
ヴ
ァ
l
ド
に
も
、
犯
罪
学
者
の
グ
リ
ュ
ッ
ク

3
Z
5
0ロ
の

-conr)
が
迎
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
に
は
、
ク
ヅ
夕
、
ォ
リ
フ
ァ
ン
ト

司法審査と日ーガノレ・プロセス

(
国
・
。
一
日
間
》
}
出
口
同
)
、
ア
イ
ン
テ
マ
(
出
・

JP芯
自
由
)
ら
に
よ
っ
て
法
学
研
究
所

(同口
ω
Z
Z
H
O
C同
H
L
2
)

が
一
九
二
九
年
設
立
さ
れ
、
法
の
機
能
と
運
用
の
社

会
科
学
的
リ
サ
ー
チ
を
行
な
い
、
法
の
社
会
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
の
研
究

の
他
、
法
学
に
お
け
る
心
理
学
、
社
会
学
、
犯
罪
学
、
精
神
医
学
等
の
有
効

性
を
実
証
し
よ
う
と
し
た
。

」
う
し
た
動
き
は
多
く
の
主
要
な
ロ

l
-
ス
ク
ー
ル
の
用
い
る
ケ

l
ス
プ

ツ
ク
に
大
き
な
影
響
を
与
え
こ
れ
ま
で
の
判
例
の
他
に
、
多
く
の
社
会
科
学

(
拍
)

的
資
料
が
併
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
ニ
ュ
l
デ
ィ
l
ル
へ
の
参
加

で
あ
っ
た
。
本
来
、
ニ
ュ
l
デ
ィ
ー
ラ
ー
達
は
私
有
財
産
は
神
聖
で
あ
り
自

助
が
逆
境
脱
出
の
唯
-
の
手
段
だ
と
い
う
神
話
を
崩
そ
う
と
し
て
い
た
点

で
、
や
は
り
リ
ア
リ
ス
ト
と
同
じ
偶
像
破
壊
者
だ
っ
た
。

彼
ら
も
厳
密
な

「
理
論
」
を
築
く
よ
り
経
験
主
義
的
に
統
治
の
現
実
を
観
察
し
、
看
取
し
た

問
題
へ
の
対
処
策
を
実
験
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
。
ユ
ュ

1
デ
ィ
l
ル
に
は
一

貫
し
た
ポ
リ
シ
ー
が
な
い
と
い
う
の
が
一
般
に
な
さ
れ
る
指
摘
で
あ
る
。
し

か
し
、
彼
ら
に
は
一
般
的
な
政
策
や
哲
学
を
説
く
よ
り
も
、
と
に
か
く
目
前

の
問
題
の
解
決
に
努
力
す
る
方
が
急
務
に
思
わ
れ
た
の
だ
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
ュ
l
デ
ィ

1
ル
政
策
実
施
の
た
め
に
、
全
体
的
な
政
策
企
画
に
携
わ
る

ス
タ
ッ
フ
の
他
、
全
国
産
業
復
興
局
〈
N
R
A
)
や
農
業
調
整
局

(
A
A
A
〉

を
は
じ
め
多
数
設
置
さ
れ
た
行
政
機
関
の
要
員
と
し
て
多
く
の
法
律
家
が
必

要
と
さ
れ
た
時
、
ロ

1
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
そ
の
供
給
源
を
、
法
律
実
務
家
よ
り

も
む
し
ろ
ロ

I
・
ス
グ
l
ル
の
教
授
や
新
卒
業
生
に
求
め
た
の
も
以
上
の
こ

(
叫
)

と
に
関
係
が
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
バ
l
ル
(
〉
ι♀
同
国
民
}
め
)
、
フ
ラ
ン
ク
、

(
叫
)

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ

1
タ
l
、
ダ
グ
ラ
ス
、
ア
l
ノ
ル
ド
ら
を
は
じ
め
と
す
る
多

く
の
リ
ア
リ
ス
ト
達
が
政
権
に
参
画
し
た
。
ま
た
、
政
府
に
直
接
参
加
し
な

北法31(2・321)721
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か
っ
た
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
も
、
ま
ず
例
外
な
く
ユ
ュ

l
デ
ィ

I
ル
政
策
を
支

持
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
リ
ア
リ
ス
ト
と
ニ
ュ

i
デ
ィ
ー
ラ
ー
達
は
共
に
、
実
際
の
社

会
を
よ
り
望
ま
し
い
方
向
に
進
め
る
の
を
阻
害
す
る
(
と
彼
ら
が
信
じ
た
)

抽
象
論
(
法
に
お
け
る
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
政
治
や
経
済
に
お
け
る
も
の
も

含
め
て
)
と
、
多
く
の
社
会
経
済
立
法
を
打
倒
し
、
よ
り
公
正
な
社
会
の
実

現
を
妨
害
し
た
(
と
彼
ら
が
信
じ
た
)
法
的
推
論
の
方
法
に
敵
対
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
具
体
的
な
形
で
現
れ
た
大
き
な
事
件
が
、
や
は
り

コ
l
卜
・
パ
ッ
キ
ン
グ
事
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

(
1
)
H
吋
回
開
可
。
F
F
C
わ
関
!
図
。
F
玄
関
ω

戸
内
吋
吋
間
同
印
ロ
(
出
C
唱
。
邑
・

]
5
A
P
N
)
 

(

2

)

高
柳
賢
一
二
「
自
然
法
と
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
」
法
学
協
会
雑
誌
、
五

五
巻
五
号
二
五
頁
(
昭
和
一
二
年
)
。

(

3

)

町
-

F

H

司
河
〉
Z
戸

HK
〉
a
k
r
z
o

、
『
問
問
冨
O
U
B
Z
Y向E
U

N
斗
{

)

(

H

由
酌

ω)・

(
4
〉
C
H
F富
。
同
一
明
・
吋
回
開
口
開
〉
汁
『
因
。
司
わ
C
Z
吋
HNkr円い寸

H
U
l
M
叶
(H
由
12)・

但
し
、
参
照
、
曾
野
和
明
「
著
書
紹
介
」
ア
メ
リ
カ
法
、
一
九
七
九
、

八
三
頁
。

(
5
〉
当
E
F
E町
担

崎

町

b
s
丸
、
白
ミ
ミ

L
E
M
H
S
hミ
連
立
-
U

Hμ
〉↓、吋何河
Z
由
。
同
町
〉
冨
開
河
阿
門
u
k
p
Z
F
開
。
〉
戸
、
吋
図
。
C
の回、円

]
F

由品

(]{申叶∞)・

(
6
)
川
町
同
町
田
D
-
B
m
p
叫
dp

句、b
h
b
b
k
l
H
F
同
h
S
F
]
5
国
〉
河
〈
-
F・同州問〈・

品目
J

ア
品
品
目
(
]
F

∞申斗)・

(

7

)

イ
ユ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
、
レ
ブ
ェ
レ
ン
ダ
ム
、
リ
コ
ー
ル
な
ど
の
制
度
が

普
及
し
は
じ
め
る
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。

(

8

)

こ
の
よ
う
な
考
え
が
形
に
な
っ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
・

プ
リ

l
フ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
早
川
武
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
学
の
展
開
』

(
昭
和
五

O
年
)
)
九
三
頁
。

ω〉
玄
白
何
回
、
】
・
問
。
Z
開
明
日
開
4
・
吋
回
開

戸
別
の
〉
円
U
J
~
0
司
出
。
F
宮
何
回
〉
Z
U
H凶河〉
Z
U阿
H
m
∞hHilUN(H
唱
、
吋
仏
)
・
ま

た
、
フ
ラ

γ
F
7
7
l
b
T
l
も
同
種
の
プ
リ

l
フ
を
ア
ド
キ
ン
ス
事
件

で
用
い
た
こ
と
は
前
節
で
触
れ
た
。
な
お
、
の
〉
周
回
、
回
・

ω-d司同印回開
H
F

〉
冨
何
回
出
わ
〉
Z

〔U
。
z
ω
!口
、
吋
己
叶
H
O
Z〉
F

U
同
〈
何
回
、
。
司
出
品
開
HLJ『
∞
。
印

(N
《目

。仏・
H
也印品)・

(
9
〉
句
向
。
肘
《
Ha君
R
L
〉・

H
M
E
R
o
-
-
噌』

T

h室
内
、
民
向
島
苫

h
さ
よ
な
、
豊
崎
町
苫
内
向

N
W

ミ
5

3

H

F

司
司
白
3
~
h
h
hミ
同
時
白
書
草
白
草
札

H
F
同
町
、
民
的
民
的
色
¥

b
。室。

qaH弘
司
吋
』

wgミ・
4
印
〉
冨
・
出
回
目
1

『
如
何
〈
-
A
H
N
品
・
品
凶
吋
(
呂
町
喧
)

〔
碧
海
純
一
教
授
に
よ
る
邦
訳
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
法
一
九
七
二
!
一
、

一
九
七
三

l
一〕。

(
山
山
〉

L

ミ・

(
U
〉
こ
れ
ま
で
我
が
国
に
お
い
て
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
と
い
え
ば
、
『
法

と
現
代
精
神
』
(
戸
〉
認
〉
Z
ロ

叶

E
W
V向
。
ロ
何
回
皇
宮
E

U

(
凶器。))、

『
裁
か
れ
る
裁
判
所
』
(
わ
。
C
同
『
印
。
Z

叶
包
〉
戸
(
忌
怠
)
)
等
の
著

作
で
知
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ク
が
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
、
と
も
す
れ
ば
彼
の
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所
説
を
も
っ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
の
全
体
像
を
把
握
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
強

か
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
〔
守
屋
明
「
カ
ー
ル
・
ル
ウ
ェ
リ

γ
の
法
理
論
」

ハ
門
法
学
論
叢
、
一

O
五
巻
三
号
四
八
頁
ハ
昭
和
五
四
年
口
、
フ
ラ
ン
ク

で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
ル
ウ
ェ
リ
ン
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
一
人
の
「
リ

ア
リ
ス
ト
」
の
所
説
を
も
っ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
の
全
て
を
判
断
す
る
の

は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
「
リ
ア
リ

ズ
ム
」
は
法
理
学
上
の
一
学
派
と
し
て
扱
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い

う
主
張
も
今
日
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ト
ワ
イ
ニ
ン
グ
は
一
九
七
三
年
に

出
版
さ
れ
た
著
書
〔
当
・
、
H，d
『

E
H
Z
。
・
阿
ハ
〉
周
回
、
口
、
何
者
何
回
、
F
4一Z
〉
Z
U

吋
回
開
問
P
P
E的
、
吋
富
。
〈
明
日
再
開
Z
J門
(
5
J『

ω
)
U

に
お
い
て
、
り
ア
リ
ス

ト
の
代
表
的
人
物
の
一
人
と
目
さ
れ
る
ル
ウ
ェ
リ

γ
自
身
が
リ
ア
リ
ス

ト
の
主
張
の
軽
率
な
一
般
化
を
戒
め
、
「
リ
ア
リ
ス
ト
学
派
」
な
る
も

の
は
存
在
し
な
い
と
強
調
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
「
リ
ア
リ

ズ
ム
」
は
一
種
の
法
理
論
と
し
て
分
析
的
に
扱
う
よ
り
も
、
ハ

l
ヴ
ア

l
ド
式
(
即
ち
ラ
ン
グ
デ
ル
流
)
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
法
学
研
究
、

法
学
教
育
に
対
す
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
及
び
イ
ェ
l
ル
の
二
つ
の
ロ
l
・
ス

ク
ー
ル
に
よ
る
造
反
・
改
革
運
動
と
い
う
特
殊
ア
メ
り
カ
的
な
歴
史
的

現
象
と
し
て
の
「
リ
ア
リ
ス
ト
運
動
」
と
し
て
扱
う
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
と
結
論
し
て
い
る
円
八
二
頁
〕
。
し
か
し
一
方
ギ
ル
モ
ア
は
、
リ
ア

リ
ズ
ム
に
は
狭
義
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
広
義
の
そ
れ
と
が
あ
り
、
狭
義
の

リ
ア
リ
ス
ト
論
争
は
一
九
三

0
年
代
初
期
に
ロ
l
・
リ
ヴ
ュ
l
に
現
れ

た
一
連
の
論
文
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
広
義
の
そ
れ
は
、
一
九
二

0
年
代
か
ら
三

0
年
代
に
か
け
て
生
じ
た
法
思
想
の
根
本
的
変
化
を
指

す
と
指
摘
し
、
ル
ウ
ェ
リ
ン
が
否
定
し
た
の
は
ロ

1
・
リ
ヴ
ュ

1
の
レ

ヴ
ェ
ル
で
の
論
争
に
お
け
る
「
学
派
」
と
称
す
べ
き
結
束
の
存
在
で

あ
る
と
思
わ
れ
、
ル
ウ
ェ
リ
ン
を
含
む
誰
も
広
義
の
そ
れ
は
否
定
し

て
い
な
い
と
論
じ
て
い
る
〔
の
ニ
ヨ

C
E
-
-切
色
白
骨
均
時
せ
な

F
N
N
〉
冨
・

]
ゎ
。
宮
市
・
「
恒
一
HNW
∞
H
U
H品
(
呂
、
に
)
〕
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ラ
ン
プ
ル
の
い
う
よ
う
に
〔
者

-
E
E
E
-

〉
呂
田
出
の
〉
Z

戸
開
の
〉
戸
列
何
〉

Faz
品
目
(
]
巴
町
∞
)
咽

A

之
さ
な
札
凡
誼

吋
4
司

H
Z
H
Zの
・
ミ
・
白
門
叶
也
、
リ
l
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
を
巡
る
用
語
法

上
の
争
い
は
結
局
袋
小
路
に
入
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少

な
く
と
も
、
こ
の
時
期
に
既
存
の
形
式
主
義
的
法
思
考
様
式
な
い
し
当

時
の
法
状
況
一
般
に
つ
い
て
の
不
満
に
よ
っ
て
緩
や
か
に
結
び
つ
け
ら

れ
た
運
動
が
あ
り
、
そ
こ
に
既
存
の
状
況
に
根
本
的
変
革
を
迫
る
も
の

と
し
て
い
く
つ
か
の
共
通
的
思
潮
(
こ
れ
が
ギ
ル
モ
ア
の
い
う
広
義
の

リ
ア
リ
ズ
ム
に
つ
ら
な
る
)
が
み
ら
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
十
分
可
能

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
ロ
)
巴
め
唱
巴

f
p
h
N同

E
之
助
丘
町

H
H
h
三
師
、
さ
札
室
内
?
吋
』
H
h
h
h
H
H
-
将
司
、
.

u
C
(
い。
F
d冨
・
「
岡
山
岡
〈
・
品
品
川
凶
(
巴
ω
C
)
・

(
日
)
本
論
文
の
構
想
と
研
究
に
は
ブ
ラ
ン
ク
も
協
力
し
て
い
た
が
、
実
際

に
執
筆
し
た
の
が
ル
ウ
ェ
リ

γ
だ
っ
た
た
め
フ
ラ
ン
ク
は
顕
名
に
す
る

の
を
遠
怠
し
た
、
と
ル
ウ
ェ
リ

γ
は
注
記
し
て
い
る
(
戸

r唱
己

q
p

s
・
、
、
白
ロ
c
s
c
h
H
)噌
州
民

]FNNN
ロ
・
)
。
し
か
し
、
当
時
既
に
ル
ウ
ェ
リ

ン
と
フ
ラ

γ
ク
の
聞
に
は
見
解
の
相
違
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
ま
た
ル

ウ
ェ
リ
ン
が
本
論
文
で
「
リ
ア
リ
ス
ト
」
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
挙
げ
た
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メ
ン
バ
ー
が
主
と
し
て
ル
ウ
ェ
リ
ン
の
見
解
に
共
鳴
す
る
人
々
だ
っ
た

こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
の
観
測
も
あ
る
。
。
〉
出
H
F
F
H
C
U
R
H〉戸

戸
開
の
同
mv
一戸〉ーロ。
Z
由
∞
ロ
・

ω
(
]
5印凶)

〈

M
〉

Hh-m唱
己
}
河
口
・
め
ミ
志
向
均
鳥
島
町
民
的
吉
町
内
v

。RH
h
N
R
H
『
な
苦
l同
町
旬
、
口
昌
弘

S
h

H
o
b
s噌
抽
出
CHh器
具
広
田
〉

M2・
F
・岡山悶〈
-
H
M
N
M
(
巴
ωH)・
本
論
文

が
生
ま
れ
た
経
緯
は
少
し
く
興
味
深
い
。
一
九
一
一
一
一
年
は
丁
度
ホ
ー
ム

ズ
判
事
の
九

O
回
目
の
誕
生
日
が
あ
り
、
そ
れ
を
記
念
し
た
ハ

l
ヴ
7

1
ド
・
ロ

l

・
リ
ヴ
ュ
ー
へ
の
寄
稿
を
依
頼
さ
れ
た
バ
ウ
ン
ド
は
、
当

時
デ
ィ
l
γ
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
雑
務
に
追
わ
れ
つ
つ
当
時
の
新
思

潮
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
仕
上
げ
た
が
、
そ
れ
は
一
五
ペ
ー
ジ
ほ
ど

の
量
で
脚
注
も
つ
か
な
い
も
の
で
あ
り
大
急
ぎ
で
作
成
し
た
跡
が
歴
然

と
し
て
い
た
。
吋
F

R

河
内
ぬ
と
¥
。
、
R
H

』
則
。
。
忠
良
、
龍
、
民
的
』
官
、
Rh出
馬
車
内

F
A
H
A

E
〉岡山〈
-
F
-
H
N開
〈
・
由
也
叶
(
呂
ω斗
)
と
題
さ
れ
た
こ
の
論
文
の
中
で
、
バ

ウ
ン
ド
は
一
九
世
紀
の
法
学
状
況
と
自
ら
の
提
唱
す
る
社
会
学
的
法
学

を
概
観
し
た
後
、
「
リ
ア
リ
ス
ト
法
学
」
と
彼
の
呼
ぶ
新
し
い
学
派
が

生
ま
れ
つ
つ
あ
る
と
論
じ
た
。
バ
ウ
ン
ド
は
誰
が
そ
の
学
派
に
属
す
る

の
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
、
「
リ
ア
リ
ス
ト
学
派
」
は
経
験
主
義

へ
の
ナ
イ

l
ヴ
な
信
仰
に
浸
り
、
法
の
不
規
則
性
や
矛
盾
を
衝
く
ば
か

り
で
そ
の
画
一
性
や
合
理
性
を
無
視
し
、
更
に
裁
判
官
の
主
観
的
動
機

や
行
動
ば
か
り
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
学
を
袋
小
路
に
追
い
込

ん
で
し
ま
っ
た
と
批
判
し
た
。
前
年
に
バ
ウ
ン
ド
へ
の
批
判
を
含
ん
だ

論
著
を
発
表
し
て
い
た
ル
ウ
ェ
リ

γ
と
フ
ラ
ン
ク
は
こ
れ
を
自
分
た
ち

に
向
け
ら
れ
た
攻
撃
と
信
じ
、
バ
ウ
ン
ド
に
彼
の
い
う
「
リ
ア
リ
ス
ト
」

の
名
を
挙
げ
る
よ
う
に
迫
っ
た
が
、
パ
ウ

γ
ド
は
ピ
ン
ガ
ム
(
巧
-

∞5
悶
}
面
白
)
と
戸

ν
ン
ゼ

γ
(開
・
の
・
円
O
H
O
R
E
)
を
挙
げ
た
の
み
だ

っ
た
の
で
、
ル
ウ
ェ
リ
ン
ら
は
本
論
文
を
草
し
て
パ
ウ

γ
ド
の
主
張
を

試
す
た
め
自
ら
二

O
人
の
「
サ

γ
プ
ル
」
を
作
成
し
、
バ
ウ
ン
ド
の
批

判
が
該
当
す
る
よ
う
な
「
学
派
」
は
存
在
し
な
い
と
論
じ
た
。
し
か

し
、
同
時
に
彼
ら
は
当
時
の
主
流
的
法
思
想
へ
の
彼
ら
の
批
判
が
一
つ

の
統
一
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
生
み
出
し
た
こ
と
も
認
め
た
の
だ
っ
た
。
こ

の
応
酬
は
、
つ
づ
く
い
わ
ゆ
る
リ
ア
リ
ス
ト
論
争
の
誘
因
と
な
っ
た
の

み
で
な
く
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
解
を
め
ぐ
る
混
乱
の
最
大
の
原
因
に
も

な
っ
た
の
で
あ
る
。
。
H
F
富
。
同
開
・
叶
同
開
〉
の
間
的
。
司
〉
呂
田
出
わ
〉
Z

V
〉
喝
昌
司
l
S
ロ・

N印

(
H
S叶
)
U
H
V
R
E
-
-
h

宮、2
5芯
(
申
)
噌
巳

品

ωω
山

、

H，d
司

H
Z
H
Zの
・
師
REyhH
ロ
O
R
O
C
-
弘
叶
一
NJ1u・

(
日
〉
い
う
ま
で
も
な
く
、
全
て
の
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
が
こ
の
三
つ
の
主
張

を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

(
凶
)
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ク
の
用
語
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
彼
は
事
実
審
に
お

け
る
事
実
認
定
の
不
確
定
さ
に
対
す
る
十
分
な
考
慮
を
欠
い
て
い
る

ル
ウ
ェ
リ

γ
ら
の
主
張
と
自
分
の
主
張
(
こ
れ
が
事
実
懐
疑
主
義
で
あ

る
)
を
区
別
し
前
者
を
批
判
す
る
た
め
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て

(
司
同
〉
Z
同p
n
o
d同
斗
印
。
Z

H
，同
H
K
F
F

叶
ω
l叶
吋
)
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
し

一
般
的
評
価
を
試
み
る
と
き
に
こ
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
は
疑
問
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
今
で
は
り
ア
リ
ス
ト
の
主
張
の
一
端
を

説
明
す
る
際
に
は
慣
例
的
に
こ
の
垣
間
を
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
参

照
、
守
屋
、
前
掲
注
(
日
)
、
五
二
頁
。
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(
η
)
H
L
-
0
4〈己

S
P
師
ミ
培
、
白
ロ
o
g
(
H
N
)
-
釦
丹
念
AF
品品、ャム∞

(
凶
)
町
周
〉
Z
関
噌
九
四
宮
、
、
白
ロ
c
g
(
ω
)・伊丹

H
O申・

(

印

)

』

・

《

U
-
Z
E
n
r
g
o
p
一
『
円
二
叫
，
、

r
N
H
S同
h

叫
達
、
ミ
旬
、
H
H
S
H凡
emwh
叫

Abaw

~
吋
毘
一
ミ
ミ
芯
草
。
」
、

H
E
，
hRW崎町
pu

な

HHた
と
町
民

b
h
U
R
U
S
F
E

h
。
MNZ開
F
F
F
・
0
・
N∞印

(H由
N申)・

(
州
出
)
明
岡
山
〉
Z
開帳

MHh培
、
白
ロ
o
r
w
(
H
C
)唱国同]戸
]FN-

(
幻
)

L

ミ・

(辺〉

LR
三
戸
由
I
N
C・
フ
ラ
ン
ク
自
身
は
こ
の
ル
ー
ル
懐
疑
主
義
か
ら

更
に
進
ん
で
い
わ
ゆ
る
事
実
懐
疑
主
義
の
主
張
を
し
て
い
る
。
即
ち
、

裁
判
官
に
よ
る
判
断
行
為
自
体
が
こ
の
よ
う
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
裁
判
官
が
判
決
の
前
提
と
し
て
事
実
認
定
を
す
る
際
に

依
拠
す
る
証
拠
が
既
に
弁
護
人
、
証
人
、
そ
し
て
当
事
者
ら
の
誤
解
、

先
入
観
、
無
知
、
作
為
な
ど
に
よ
っ
て
事
実
を
歪
曲
し
た
も
の
な
の
で

あ
る
か
ら
、
ど
ん
な
事
件
に
お
い
て
も
主
観
的
要
素
は
払
拭
で
き
な
い

の
で
あ
り
、
結
局
法
は
不
可
避
的
に
不
確
実
で
偏
向
か
ら
逃
れ
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
と
す
る
。
ア
ラ

γ
P
は
続
い
て
、
法
が
実
際
は
か
く
も
不

確
実
で
主
観
的
で
あ
る
の
に
大
半
の
法
律
家
や
裁
判
官
が
何
故
そ
れ
を

本
質
的
で
理
性
的
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
固
執
す
る
の
か
を
問
い
、
フ

ロ
イ
ト
流
の
心
理
学
説
に
則
っ
て
、
こ
れ
を
厳
し
い
現
実
に
直
面
す
る

だ
け
の
感
情
的
成
熟
に
達
し
え
ず
に
完
全
な
保
護
を
与
え
て
く
れ
る
全

能
の
父
親
を
求
め
る
小
児
的
願
望
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
論
じ
て
い

る。

(
お
)
問
問
〉
Z
同
・
同
誌
、
、
白
ロ
C
Z
(
ω
)・
mw同]{印申

(
剖
〉
句
会
川
匂
ロ
円
no---
的
柏
戸
守
、
白
ロ
C
件
。
(
由
)
・
向
HAFN印・

(
お
)
歴
史
研
究
に
お
け
る
機
能
性
、
相
対
性
の
主
張
で
知
ら
れ
る
。
特
に

一
九
一
一
二
年
に
発
表
さ
れ
た
〉
Z

問
。
。

z。
富
岡
わ

ua何回

q

E
出
〉
a

J
門

H
C
Z
O司
、
吋
出
問
。
。
zωλ
『Hd，
C
4
H。
z
。
司
吋
回
開

C
Z
円ロ
wロ
ωA『
〉
寸
明
印

は
当
時
吋
「
神
聖
な
建
国
の
歴
史
」
と
さ
れ
て
い
た
憲
法
制
定
史
に
対

し
、
剣
定
者
た
ち
の
経
済
的
利
害
関
係
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の
で
、

ま
さ
に
偶
像
被
援
的
な
効
果
を
発
揮
し
た
。
ま
た
、
一
九
三
三
年
、
ア

メ
リ
カ
歴
史
学
会
会
長
に
就
任
し
た
際
、

E

巧
口
言
語

E
E
H
D
q
g

g
〉
円
件
。
同
司
巳

P
3
と
題
し
た
演
説
を
行
な
い
、
従
来
の
客
観
史
学

に
対
し
、
現
在
と
過
去
と
の
関
連
性
を
強
く
主
張
し
、
「
事
実
」
の
選

択
行
為
自
体
一
つ
の
「
思
想
行
為
」
で
あ
り
、
自
己
の
も
つ
価
値
観
と

深
く
結
び
つ
い
た
「
信
念
の
行
為
」
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
参
照
、

斎
藤
真
「
ピ
ア

i
ド
|
|
歴
史
状
況
と
歴
史
研
究
」
『
ア
メ
リ
カ
古

典
文
庫

l
l
a
一
一
、
チ
ャ
ー
ル
ズ

A

ピ
ア
l
ド
』
(
昭
和
四
九
年
)

五
頁
。

(叩叫)同
M
C
H
n
m
L
T
M
R培
、
白
ロ
o
g
(申)-回同

AHN印
ilN由・

前
掲
論
文
。

(
幻
)
吋
巧
H
Z
H
Zの・

z
b
g
ロ
o
g
Q
H
)司
三
回
∞
叶
・

(
叩
ぬ
)
巧
m
Z
2
z
o
-
-
o
p
N
W。。
b
p
S
F
ω
ω

〈

U
O
E冨
・
岡
、
.
百
六

斗∞
ω
・斗由品

(]F申
ωω)

(州出
)

L

『札・

mw同斗品品・

(
初
)
』
£
・
三
寸
昂
叶
・

(
汎
)
彼
自
身
、
セ
ミ
ナ
ー
の
成
果
に
基
づ
き
、
伝
統
的
法
体
系
を
心
理
学
的

な
お
参
照
、

斎
藤
、

北法31(2・325)725



研究ノート

ア
プ
ロ
ー
チ
で
改
革
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
著
書
を
出
版
し
て
い
る
。

開
口
当
〉
河
口

ω・
閉
山
O
巴
Z
印。
zw
回
、
〉
』
司
〉
Z
U
吋
回
開
戸
〉
巧
4
何回同印

(
]
戸
市

wω
印)・

(

m

出
)
吋
出
d
E
E
Z
巧
-
〉

8
6
F
0・
吋
同
一
開

ω吋
呂
田
C
E
C司
C
C〈
E
Z
a

去
問
ZJ「
(
H
8
3
.

(

お

〉

L

ミ
・
白
神
宮

〈
川
品
)
司
ロ
円
no--
・九四
H
h
k
v

、
白
ロ

D
Z
(申)司間同品川凶∞・

(
お
)
注
(
日
)
参
照
。

〈
叩
拘
)
句
号
、
阿
君
H
Z
H
Zの
噌
同

Neg
ロ
0
8
2
H
)・
広
島
。
l
印印・

〈
幻

)
F
o
r・
h
川町民周忌同小山町

h
b
h
b
b

位
向
語
、
苦

h
g
L
U
〉
・
切
-
〉
・
』
・

ω
ο
ω
(戸
市
町
叫
斗
)

(
叩
拍
)
そ
れ
に
伴
い
、
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
の
タ
イ
ト
ル
も
こ
れ
ま
で
の

E
わ〉・

m-w由
。
Z

J
ど
か
ら
な
の
〉
印
刷
印
〉
Z
U
V向
〉
時
間
何
回
K
F
F
由
。
z
J
3
に

変
わ
る
も
の
が
で
て
き
た
。
例
え
ば
、
ル
ウ
ヱ
リ
ン
の
編
ん
だ
の
〉
切
開
印

〉
Z
U
冨
〉
斗
何
回
〉
「
印
。
Z

叶
回
開
戸
〉
喝
。
司

ω〉
F
g
な
ど
。
一
九

三
七
年
の
り
ポ

l
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
の
と
き
ま
で
に
ヨ
ロ
プ
ピ
ア
・
戸

l

・
ス
ク
ー
ル
で
は
、
セ
ミ
ナ
ー
を
除
い
て
四

O
あ
る
コ

l
ス
の
う
ち
、

三
六
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
メ
ン
バ
ー
が
作
成
し
た
本
と
資
料
に
基
づ
い
て

教
授
さ
れ
、
新
し
い
法
学
教
育
観
に
合
わ
せ
た
ケ
l
ス
ブ
ッ
ク
が
二
六

出
版
さ
れ
、
謄
写
版
印
刷
の
資
料
が
一
八
種
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。

0
2ロ
イ
河
内
w
m
呂
町
仲
間
口
円
巴
ω
J
P

喝
さ
町
内
丸
怠
吋
者
同
Z
H認
の
-

h

宮
司
、
お
ロ
O
H
m
w
(
]
己
l
y
m
w昨
日

晶
l
印吋・

〈
幼
)
例
え
ば
、
新
川
健
三
郎
『
ニ
ュ
l
デ
ィ

1
ル
』
一
一
九
頁
。

(
必
)
リ
ア
り
ス
ト
が
容
易
に
ニ
ュ

l
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
な
り
え
た
理
由
に
つ

い
て
、
フ
ラ
ン
ク
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
ま
ず
、
リ
ア
リ
ス

ト
の
採
用
し
て
い
た
(
法
学
に
お
け
る
)
方
法
が
、
プ
ロ

F
ル
ス
テ
ス

的
(
強
引
に
型
に
は
め
よ
う
と
す
る
こ
と
)
で
な
く
、
よ
り
柔
軟
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
が
プ
ラ
ト
ン
的
観
念
論
で
な
く
実
際
に
人
間
に

及
ぼ
す
影
響
を
基
準
に
様
々
な
法
的
制
度
合

E
t
g昨

日

D
ロ
ω)

を
判
断
し

た
こ
と
で
あ
る
。
「
不
変
不
動
の
法
原
理
」
を
信
ず
る
法
律
家
(
フ
ラ

γ

F
の
い
う
=
豆
?
〉

gc-己
ぬ
こ
)
は
ユ
ュ

l
デ
ィ

i
ル
に
は
無
用
の

存
在
で
あ
り
、
そ
の
対
極
で
あ
る

z
忌
吋
・
吋

qa--w
こ
そ
が
一
日
一
六

時
間
疲
れ
も
覚
え
ず
働
い
て
、
社
会
的
実
験
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
の
が
フ
ラ
ン
ク
の
信
念
で
あ
っ
た
。
』
何
回

S
F
U
ω
〉
C
何回同'

回
〉
わ
出
・

C
Z何
C
C〉
H
L
し
『

C
印1
ロ
わ
開
H
斗
斗
1
4
叶∞
(
]
F

由、忍)・

(
社
)
特
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
l
F
l
は
ニ
ュ
l
デ
ィ
l
ル
政
策
の
企
画
立
案

に
枢
要
な
地
位
を
占
め
た
だ
け
で
な
く
、
法
を
社
会
統
制
の
手
段
と
す

る
新
し
い
法
思
想
を
身
に
つ
け
た
優
秀
な
ロ

l

・
ス
ク
ー
ル
の
卒
業
生

を
政
府
に
送
り
込
む
パ
イ
プ
役
に
も
な
っ
た
。

-
M
-
2
a
R
h・帽
L

『
丸
一
・
刊
早
口
H
・

(
必
)
句
町
内
司
ロ
円
ロ
o-r
臼
弐
培
、
白
ロ
o
g
(申)・伊丹
A
R
W

由j
ω

吋・
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第
二
章

プ
ロ
セ
ス
法
学

第

節

リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
と
プ
ロ
セ
ス
法
学
の
萌
芽

一
九
三

0
年
代
に
入
る
と
、
リ
ア
リ
ス
ト
や
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
人

そ
か
学
界
、
官
界
を
中
心
に
重
要
な
地
伎
を
占
め
る
例
が
増
え
て
い
っ
た
。



裁
判
官
の
中
に
も
下
級
裁
判
所
を
中
心
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
社
会
経
済

立
法
を
判
断
す
る
動
き
が
現
れ
た
他
、
判
決
文
に
お
い
て
、
先
例
や
古
典
的

権
威
的
論
著
に
交
じ
っ
て

?
l
・
リ
ヴ
ュ
!
の
論
文
が
引
用
さ
れ
る
よ
う
に

(
1
)
 

な
り
は
じ
め
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

他
方
、
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
風
当
た
り

も
強
か
っ
た
。
特
に
、
ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
(
〉
目
。
ュ

gロ
回
記
〉
gGnu-

己
O
ロ
)
を
中
心
と
し
た
保
守
的
な
弁
護
士
達
、
な
か
で
も
鉄
道
会
社
等
の
大

企
業
の
顧
問
と
な
っ
て
い
た
実
力
の
あ
る
弁
護
士
達
は
、
社
会
改
革
運
動
や

社
会
福
祉
・
経
済
統
制
関
連
政
策
に
は
当
初
か
ら
敵
対
的
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
運
動
を
理
論
・
実
行
両
面
か
ら
支
援
し
た
リ
ア
リ
ス
ト
達
を
強
く
批
判

し
た
。
例
え
ば
、
モ
ル
ガ
ン
商
会
や
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
オ
イ
ル
の
顧
問
で
あ

り
弁
護
士
界
の
重
鎮
で
も
あ
っ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ス
(
同

o
Z
巧・

0
2
5
)
は、

司法審査とリーガノレ・プロセス

イ
ェ

I
ル
や
ハ

l
ヴ
ァ

1
ド
の
「
過
激
分
子
」
の
「
社
会
的
、
経
済
的
、
法

的
主
張
は
私
は
信
じ
な
い
」
と
述
べ
た
し
、
あ
る
弁
護
士
は
、
イ
ェ

l
ル・

ロ
l

・
ス
ク
ー
ル
が
社
会
科
学
の
科
目
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
含
め
た
こ
と
に

憤
激
し
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
問
、
イ
ェ

l
ル
の
卒
業
生
を
雇
う
の
を
拒
否

し
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
自
由
連
盟
(
〉
B
2
r田
ロ
ピ
ヴ
2
Q
F
g悶
E
O
)

の

副
会
長
で
弁
護
士
だ
っ
た
デ
ヴ
ァ
l
ニ
ン
(
戸
別
-
U
2
2
5
5。
)
は
、
リ

プ
リ
ズ
ム
は
「
ア
メ
リ
カ
的
生
活
様
式
(
〉
B
0
2
n
g
君
主
O
同

E
O
)

を

根
底
か
ら
覆
す
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
自
由
連
盟

は
そ
も
そ
も
共
和
党
と
民
主
党
保
守
派
が
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
阻
止
を
目
的
と

し
て
結
成
し
た
団
体
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
を
「
ス
タ

ー
リ
ン
か
ら
借
り
て
き
た
青
写
真
に
基
づ
く
悪
魔
的
な
.
フ
ラ
ン
」
だ
と
み
な

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
を
攻
撃
す
る
こ
と

も
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
反
民
主
的
で
あ
る
と
非
難
す
る
こ
と
も
、
実
は
同
じ
こ

し
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
は
、

と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

よ
り
注

H
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、

伝
統
的
法
形
式
主
義
を
排

し
、
裁
判
官
は
法
を
発
見
す
る
の
で
は
な
く
作
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

認
め
つ
つ
、
な
お
か
つ
リ
ア
リ
ス
ト
の
主
張
の
多
く
を
批
判
し
た
法
学
者
た

ち
の
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
の
批
判
は
大
き
く
分
け
る
と
、
前
述
の
よ
う
な
日

ア
リ
ス
ト
の
と
っ
た
相
対
主
義
的
立
場
と
、
判
決
形
成
過
程
に
お
け
る
論
理

と
法
的
ル
l
ル
の
「
軽
視
」
に
集
中
し
て
い
た
。

ま
ず
、
道
徳
的
相
対
主
義
に
対
し
て
は
、
早
く
も
一
九
二
七
年
に
モ
リ
ス
・

コ
l
エ
ン

(
Y
向。円同
Z
H
P
門

u
c
y
o
ロ
)
が
、
「
十
分
に
確
固
と
し
た
道
徳
的
理

想
が
な
け
れ
ば
、
多
く
の
問
題
が
裁
判
官
や
行
政
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
く
な
る
。
:
;
:
裁
判
官
に
よ
る
支
配
は
、
彼
が
法
に
よ
っ
て
罷
束

さ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
専
制
政
治
で
あ
る
。
そ
れ
は
賢
明
で
慈
悲
深
く
あ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
専
制
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
」
と
指
摘
し
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て
、
民
主
政
治
に
対
す
る
危
険
性
を
示
唆
し
た
。

こ
の
種
の
批
判
は
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
次
第
に
激
し
さ
を
増
し
て
い
っ

た
。
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
、
フ
ァ
シ
ス
ト
・
イ
タ
リ
ア
な
ど

の
「
全
体
主
義
」
的
政
権
が
勢
力
を
伸
ば
し
は
じ
め
、
な
か
で
も
ナ
チ
の
圧

政
が
伝
わ
っ
て
く
る
に
従
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
人
達
は
自
ら
の
文
明
と
ナ
チ
の

体
制
を
区
別
す
る
一
示
準
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
が
発
見
し

た
一
つ
の
明
白
な
相
違
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
設
善
に
し
て
道
徳
的
に
も

理
想
的
な
民
主
主
義
政
体
の
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
民
主
主
義

の
理
想
は
全
体
主
義
の
脅
威
に
対
抗
し
て
ア
メ
リ
カ
文
明
の
性
格
づ
け
に
用

い
ら
れ
る
中
で
、
絶
対
的
と
も
い
う
べ
き
道
徳
的
価
値
に
高
め
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
状
況
の
下
で
、
ア
メ
リ
カ
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
達
は

民
主
主
義
を
倫
理
的
に
基
礎
づ
け
る
た
め
の
倫
理
体
系
の
必
要
を
痛
感
し
て

、恒国。
、v

φ
れ

』
う
し
た
中
で
は
、
道
徳
的
価
値
の
相
対
性
を
標
傍
し
、
あ
ま
つ
さ
え
初

期
の
ル
ウ
ェ
リ
ン
の
論
若
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
紛
争
に
関
し
て
官
吏
の
行

{
叩
)

な
う
こ
と
が
法
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
考
え
を
有
し
て
い
る
と
一
般

に
解
さ
れ
た
リ
ア
リ
ス
ト
達
が
、
全
体
主
義
へ
の
知
的
先
駆
と
み
ら
れ
た
の

も
そ
れ
な
り
に
無
理
か
ら
ね
こ
と
で
は
あ
っ
た
。
即
ち
、
こ
の
よ
う
な
考
え

は
法
と
力
を
同
義
と
み
な
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
全
体
主
義
体

制
の
信
条
で
あ
る
と
さ
れ
た
「
力
が
正
義
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
他
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
六
年
は
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
が
全
面
攻
撃
の
観
を
呈
し
は
じ
め

た
時
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
入
(
一
九
三
五
年

五
月
)
、
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
進
駐
(
一
九
三
六
年
三
月
)
、
ス

ペ
イ
ン
内
乱
勃
発
(
一
九
三
六
年
七
月
)
と
い
っ
た
一
連
の
事
件
が
発
生
し

て
ア
メ
リ
カ
の
知
識
人
層
を
中
心
と
し
て
危
機
感
が
高
ま
っ
て
き
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
リ
ア
リ
ズ
ム
攻
撃
の
大
き
な
誘
因
と
な
っ
た
の

が
、
リ
ア
リ
ス
ト
の
中
で
も
急
進
的
な
全
面
的
倫
理
相
対
主
義
の
立
場
を
表

明
し
た
ア
l
ノ
ル
ド
と
ロ
ビ
ン
ス
ン
の
著
作
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
攻
撃
し
た

テ
ュ
レ
イ
ン
・
ロ
l
・
ス
ク
ー
ル
の
デ
ィ
l
ン
、
ハ
リ
ス
(
河
口

pm
ゎ
・
回
目
司
ユ
印
〉

ら
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
が
、
客
観
的
な
倫
理
基
準
を
否
定
し
法
を
非
道
徳
的
な

強
制
力
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
主
義
へ
の
道
を
拓
い
た
と
は

っ
き
り
非
難
し
て
い
る
。

更
に
、

一
九
四

O
年
に
な
る
と
フ
ラ
l
(
F
C
ロ
「
町
三

-2)
が
こ
の
砲

が列
あに
つ力日
た{わ
がきっ
、Tこ

彼
は
以
前
は
リ
ア
リ
ズ
ム
に
理
解
を
示
し
て
い
た
時
期

一
九
四

O
年
に
出
版
し
た

O
C何
回
、
吋

限
定
付
で
は
あ:三
る 白

がき戸
〉
当
ド吋

Z 

。
司
阿
4印刷
W
F
司
ョ
に
お
い
て
は
、

リ
ア
リ
ス
ト
た
ち

は
、
事
実

(pn同
)
の
世
界
に
お
い
て
も
、

法
の
世
界
に
お
い
て
も
、
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存
在



会
ω)
と
当
為

(
C
C
間
}
昆
)
は
不
可
分
的
に
混
交
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
十

分
に
認
識
し
て
お
ら
ず
、
特
に
そ
の
点
で
オ
l
ス
テ
ィ
ン
の
流
れ
を
汲
む
法

実
証
主
義
の
一
派
と
い
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
、
民
主
主
義
は
、
長

期
的
に
み
れ
ば
、
理
念

(=rg)
と
そ
そ
れ
を
形
成
す
る
人
間
よ
り
も
重
要

{
M
)
 

な
の
だ
と
い
う
信
念
の
上
に
築
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
円
リ
ア
リ
ス

ト
に
み
ら
れ
る
U

法
実
証
主
義
的
思
考
の
背
後
に
あ
る
の
は
正
義
な
ど
と
い

う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
す
る
よ
う
な
門
理
念
の
力
へ
の
〕
否
定
的
懐
疑
主

義
で
あ
る
と
論
じ
、
こ
の
よ
う
な
否
定
的
態
度
の
上
に
民
主
主
義
の
基
礎
を

お
こ
う
と
す
る
試
み
は
、
い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
危
険
で
あ
り
、
特
に

現
在
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
自
殺
的
で
す
ら
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
否
定
的
な
民
主
主
義
の
観
念
が
ド
イ
ツ
と
ス
ペ
イ
ン
を
悲
劇
に
巻

き
込
む
の
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
念
こ
そ

司法審査と日ーガノレ・プロセス

が
社
会
に
お
け
る
力
関
係
は
単
な
る
数
の
上
で
の
多
数
者
の
意
思
と
置
換
し

う
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
・
経
済
的
革
命
は
い
か
な
る
共
通
の
信
念
や
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
も
基
礎
に
も
た
な
い
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
通
し
て
達
成
で
き

(
却
)

る
と
い
う
よ
う
な
誤
解
を
も
た
ら
し
た
の
だ
と
い
う
の
が
フ
ラ
l
の
考
え
で

あ
っ
た
。

以
上
概
観
し
た
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
相
対
主
義
的
側
面
を
と
ら
え
て
の

批
判
と
な
ら
ん
で
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
有
す
る
も
う
一
つ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
見

解
へ
の
批
判
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
判
決
形
成
過
程
に
お
け
る
論
環

と
法
的
推
論
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
早
く
か
ら
批
判
し
て
い
た
代

表
的
論
者
は
、
や
は
り
前
出
の
モ
リ
ス
・
コ

l
エ
ン
と
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ユ

ア
大
学
で
法
学
を
担
当
し
て
い
た
デ
ィ
キ
ン
ス
ン

Q
D
F
ロ
ロ
片
r
E
Eロ
)
で

あ
る
。
彼
ら
は
決
し
て
伝
統
的
な
法
形
式
主
義
に
与
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
と
な
ら
ん
で
い
わ
ゆ
る
機
械
法
学
な
い
し
法
の
「
自

動
販
売
機
」
説
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
た
が
、
な
お
か
っ
、
形
式
主
義
的
思

考
も
用
い
方
さ
え
誤
ら
な
け
れ
ば
裁
判
過
程
の
必
要
に
し
て
有
益
な
要
素
で

あ
り
う
る
し
、
ま
た
そ
れ
が
全
く
な
い
の
で
は
法
体
系
は
カ
オ
ス
の
よ
う
に

な
り
、
「
法
の
支
配
」
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
の
主
張
を
明
確
に
展
開
す
れ
的

点
で
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
と
一
線
を
画
し
て
い
た
。

」
れ
に
つ
き
モ
リ
ス
・
コ

1
エ
ン
は
、
問
題
は
論
理
的
推
論
自
体
で
は
な

く
、
推
論
の
前
提
と
し
て
の
法
原
理
を
絶
対
日
明
な
も
の
と
し
て
い
る
こ
と

に
こ
そ
最
大
の
誤
り
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
法
原
理
は
あ
く
ま
で
自
然
科
学

に
お
け
る
よ
う
な
仮
説
と
考
え
る
べ
き
で
、
そ
の
当
否
は
科
学
的
検
討
に
委

ね
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
た
。

(
回
}

デ
ィ
キ
ン
ス
ン
も
そ
の
著
書
の
中
で
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
彼
は

ま
ず
、
「
法
を
確
定
し
た
り
適
用
し
た
り
す
る
際
の
裁
判
過
程
は
、
我
々
が

幾
何
学
の
知
識
を
獲
得
す
る
過
程
と
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
」
と
す
る
主
張
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を
法
形
式
論
理
主
義
の
典
型
と
し
て
挙
げ
、
「
も
ち
ろ
ん
我
々
は
今
日
こ
の

よ
う
な
ナ
イ
l
ヴ
な
見
解
は
と
ら
な
い
」
と
述
べ
て
伝
統
的
な
法
思
考
に
訣

別
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
我
々
は
、
論
理
が
な
ん
ら
か
の
誇
前
提
が
あ
っ
て
初
め
て
有
用
と
な

る
道
具
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
論
理
そ

れ
自
体
は
我
々
に
な
ん
ら
の
椛
実
性
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
実
の

と
こ
ろ
、
論
理
に
限
ら
ず
、
真
に
確
実
性
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
な
ど
存

在
し
な
い
。
し
か
し
、
生
活
し
て
い
く
た
め
に
は
な
ん
ら
か
の
確
実
性
を

欠
か
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
」

「
同
一
の
事
件
が
二
度
起
き
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
一
般

的
ル

I
ル
な
ど
厳
密
に
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う
の
は
も
っ
と
も
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
多
少
似
か
よ
っ
た
事
件
を
疑
似
一
般
的
ル

ー
ル
に
あ
て
は
め
て
も
全
く
無
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
い
。
同
様
に
、
正
義
に
つ
い
て
全
く
同
じ
考
え
を
二
人
の
人
間
が

持
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
人
々
が
何
世

代
に
も
一
旦
っ
て
忍
耐
強
く
求
め
続
け
て
き
た
根
本
的
イ
ン
タ
レ
ス
ト
が
な

い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
我
々
に
は
訴
え
る
べ
き
一
致

点
は
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
類
似
性
は
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

基
礎
と
し
て
法
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

法
体
系
は
、
か
つ
て
想
定
さ
れ
た
よ
う
な
不
変
絶
対
の
確
実
性
は
有
し
え

な
い
け
れ
ど
、
世
界
に
か
な
り
有
益
な
秩
序
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
」

要
す
る
に
「
進
歩
が
秩
序
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な

ら
、
そ
し
て
、
人
々
が
官
吏
や
多
数
者
の
衝
動
的
行
為
か
ら
守
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
体
系
に
、
但
し
伝
統
的
に
説
か
れ
た
よ
う
な
硬

直
し
た
諸
概
念
か
ら
な
る
閉
鎖
的
数
学
的
体
系
で
は
な
く
、
融
通
性
の
あ

る
概
念
か
ら
な
る
発
展
す
る
有
機
的
体
系
に
適
合
し
な
い
も
の
は
法
と
み

な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
政
府
の
制
定
し
た
も
の
が
全
て
法
た
り
う
る
わ

け
で
は
な
い
。
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
原
則
の
根
底
に
あ
る
生
き
た
息

想
な
の
で
あ
る
」

」
の
よ
う
に
、
リ
ア
リ
ス
ト
の
主
張
が
論
理
や
法
体
系
の
持
ち
う
る
積
板

的
意
義
を
無
視
な
い
し
軽
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
早
く
か
ら
批
判
を
招
い
て

い
た
の
だ
っ
た
が
、

一
九
三

0
年
代
の
半
ば
を
過
ぎ
て
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
関

連
立
法
が
次
々
と
違
憲
と
さ
れ
て
い
っ
た
の
を
契
機
と
し
て

こ
の
問
題

へ
の
関
心
は
一
層
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、

〈
町
}

盟
主
2
〈
・
切
口
神
戸
。
円
判
決
に
お
い
て
ニ
ュ

i
デ
ィ

l
ル
政
策
の
中
核
の
一
つ

一
九
三
六
年
の

C
E
Z仏

で
あ
っ
た
農
業
調
整
法
を
違
憲
と
し
た
ロ
パ

l
ツ
判
事
の
法
廷
意
見
は
、
そ

の
結
論
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
立
論
に
お
け
る
論
理
的
破
綻
が
大
き
な
非
難

(
問
)

の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
リ
ア
リ
ス
ト
の
主
張
に
は
、
こ
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の
よ
う
な
「
危
険
な
」
立
論
を
防
ぐ
の
に
役
立
つ
、
裁
判
官
が
判
決
作
成
の

際
に
従
う
べ
き
積
極
的
指
針
へ
の
十
分
な
考
慮
が
含
ま
れ
て
い
な
い
、
と
思

わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ハ
1
〉
宮
白
河
司
出
吋
・
吋
出
関
わ
。
Z
印
d
J門

icd。
Z
H
Z
わ
何
回
目
同
印
、
吋
E

E

喝、吋(]{喧寸
N
)

(

2

)

例
え
ば
、
ロ
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
で
財
務
省
の
法
律
顧
問
を
し
て
い

た
ジ
ャ
ク
ス
ン
(
閉
山
D
r
R神
田
-
r
n
F
Dロ
一
一
九
四
一
年
か
ら
連
邦
最

高
裁
判
事
)
が
、
一
九
三
四
年
の
ア
メ
リ
カ
・
ロ
l
・
ス
ク
ー
ル
協
会
の

会
合
に
お
い
て
、
弁
護
士
界
と
ニ
ュ
l
デ
ィ
l
ル
の
関
係
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
o
r
n
r
g
p
叫
d
E
同
町
向
、
、
白
唱
え
忌
司

h
s
t
b
S
F
N
H
〉・

切
・
〉
・
』
.
m
W
N
W
-

坦印
1
也
酌
(
凶
器
切
)
・

(
3
〉
〉
C
阿国
NHEmu戸

C
Z関心
C
〉
ド
し
百
印
、
同
，
Hnu阿
H出
品
(
巴
芯
)
・

(

4

)

同九.

司法審査とリーガノレ・プロセス

(
5
)
H
M
E
S
-
-
-
h
5
3
n
b苫

h
H
h
s
y
ミ
室
町
時
芝
S
S
H
F
同
司
ミ
デ

斗
印
〉
冨
-
E
H
m
J「
・
問
問
〈
・
品
N
P
怠

bogs-
デ
ヴ
ァ
l
ニ
ン
は
、
最

高
裁
と
ロ
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
対
立
が
頂
点
に
達
し
た
一
九
三
六
年
に
も

「
不
当
な
理
論
を
実
現
す
る
た
め
の
巧
妙
な
民
主
的
過
程
の
操
作
を

防
ぐ
防
壁
」
で
あ
る
と
し
て
最
高
裁
を
賞
賛
し
て
い
る
。

Y
向〉印
0
2
.

、吋回一切

ωCMVM州
問
富
岡
【
い
。
dMNJ勺
司
河
O
Z
同
，
〉
司
叶
叫
，
O

切
巴
河
の
何
回
甲
山
W

(
]
F

由、吋坦)・

ハ
6
)
ア
メ
リ
カ
自
由
連
盟
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
円
、
何
回
】
わ
出
J
E
Z四回】安
Y

問
問
〉
z
m
F
H
Z
U
-
m
o
。
凹
同
〈
岡
戸
、
吋
〉
Z
U
1門出回
W

Z
開
当
口
開
〉
F

由同
I
l
m
v
N
(
]
戸由由
ω)・

(
7
)

一
九
三
五
年
か
ら
三
六
年
に
か
け
て

A
B
A
の
会
長
で
あ
っ
た
一
7
y

サ
ム
(
者
三
戸
田
岡
H
H
H
N
8
8
B
)
の
言
一
葉
。

C
S
H四
九
札
詰
〉
d
E
Z
M
Pわ
国
-

M
R
V
、
白
ロ
D
4
5
(
ω
)
-
m片

H由日

(

8

)

宮

cEω
の

c
z
p
、。印刷
H
E
2運
命
誌
弘
同
君
』
い
き
た
的
。
¥
Lミ
ghな
き

な
同
町
、
芯

h
白さ・

NUー
の
O
F
d
z
-
円、
.
m開〈・

NωUJNAHA-ム印

(]5N叶)・

(
9
)

め
E
N
H
M
E円
円
。
=
-
旬
宮
司
、
白
ロ
D
g
(印
)
唱
白
仲
良
凶
吋
・

(
叩
)
戸
戸
阿
君
関
口
、
4
z
q
H，
国
何
回
同
〉
富
田
F
開
切
d
m出
H
N
(
]
F申

ω。
)
・
但
し
、

ル
ウ
ェ
リ

γ
自
身
は
一
九
五
一
年
の
第
二
阪
の
序
文
で
、
「
明
ら
か
に

真
理
に
つ
い
て
の
ご
く
部
分
的
な
言
一
明
だ
と
い
う
の
が
せ
い
ぜ
い
」
で

あ
る
、
と
し
て
前
言
を
翻
し
て
レ
る
。
従
っ
て
、
ル
ウ
ェ
リ

γ
自
身
の

法
思
想
の
全
体
像
を
究
明
す
る
際
に
は
、
ト
ワ
イ
ニ
ン
グ
(
前
掲
書
一

四
八
|
四
九
頁
〉
や
守
屋
氏
(
前
掲
論
文
七

O
頁
〉
の
説
く
よ
う
に
こ

の
言
明
の
価
値
は
再
考
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
九
五
一
年

ま
で
は
ル
ウ
ェ
リ
シ
も
少
な
く
と
も
明
確
に
は
こ
れ
を
撤
回
し
て
お
ら

な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
ル
ウ
ェ
リ
ン
自

身
が
真
に
何
を
考
え
て
い
た
の
か
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
他
の
人
々
に
よ

っ
て
彼
が
ど
う
解
釈
さ
れ
た
か
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
言
明
が

「
ル
ウ
ェ
リ
ン
の
法
の
定
義
」
と
し
て
最
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
た
と

い
う
事
実
は
ト
ワ
イ
ユ
ン
グ
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
什
μ
)

同M
C
円
no---
印
刷
恥
培
、
白
ロ
0
5
(
日)・

2
品
ω
∞-

(
ロ
〉
後
出
の
、
門
出
M
W
F
〉
話
回
Z
O
d開
師
、
『
。
司
可
印
刷
W
F
司
(
H
E
C
)

に
お
い

て
も
、
リ
ア
リ
ス
ト
に
対
し
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。
例
え
ば
大

北法31(2・331)731



研究ノート

三
六
回
頁
。

(日
)

L

ミ
.
忠
由

(
γ
E
.
g・

(
日
比
)

L

『
札
・
自
門
出
品
・

(
日
)
』
ミ
・
由
同
怠

ls・
g-
師

向

句

吋

r
o
B
同
曲
者
-
F
n
E
o
p
k
H
還
さ
円
g

h
司

h
白
『
同
E
『
H
.
h
明
書
同
町
町
E
N
R
h
H
h
h
同
岨
-
ロ
円
、
〉
4
『
同
町
南
〉
ω
。
口
〉
F

(
U
。
Z
斗
開
M
J
?
図
。
z
o
d
河
口
ム
の
H
M
M
N
。
司
・
円
。
Z
F
'
H
1
d
F
F
何
回
同
ω
∞

(
切
巾
口

Y
H
-

。円。
ι.]戸由、吋∞)・

(

叩

山

)

明

，

d
F
F開
問
凡
九
州
民

HNNiNω
・

(
幻
〉
同
九

S
H
N
C
i
N
]「

(
国
)
例
え
ば
、
や
は
り
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
者
で
あ
っ
た
ボ
l
デ

γ
ハ
イ
マ
ー
は
そ
の
著
者
に
お
い
て
、
ア

1
ノ
ル
ド
は
価
値
懐
疑
主
義

と
価
値
多
元
主
義
の
み
が
全
体
主
義
体
制
の
発
生
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き

る
と
信
じ
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
図
。
口
開
Z
同
盟
富
岡
戸
』
d
河
H
m
-

司
河
C
U開
ZRU開

]
F
N
C
(
N
仏
巾
仏
・

]F由。N)・

〈
四
)
明
C
F
F
開
河
-
伺
君
、
、
白
ロ
C
H
m
w
(
]
戸
日
)
噌
脳
同
H
N
H
I
N
N
-

(
却
)
L
1札
・
己

]FNN-

(
氾
)
い
う
ま
で
も
な
く
、
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
も
こ
の
点
を
全
く
無
視
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
フ
ラ

γ

F
に
も
こ
の
点
の
認
識
は
認
め

ら
れ
る
。
即
ち
、

H
K
〉
4
『
〉
Z
口
、
吋
回
開
冨
。
ロ
一
関
一
月
一
Z
玄
E
U
の
中
で
、

人
は
ま
ず
結
論
を
得
て
か
ら
そ
れ
に
適
当
な
前
提
を
探
す
も
の
だ
と
主

張
し
た
す
ぐ
後
、
「
も
し
彼
が
、
と
り
あ
え
ず
得
た
結
論
と
、
適
当
と

思
え
る
前
提
を
結
び
つ
け
る
妥
当
な
議
論
を
満
足
の
い
く
よ
う
に
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
勝
手
な
人
間
か
気
違
い
で
な
い
限
り
、
彼

は
そ
の
結
論
を
捨
て
て
別
の
を
探
す
だ
ろ
う
」

(
-
O
八
頁
)
と
述
べ

て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
の
認
識
を
示
す
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
自
体
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
論
究
は
な
さ
れ
て
い

な
L

(
泣
)
冨
C
H門
岡
田

(
U
o
r
g
-
h
g
s
n
同
匂
円
札
、
ミ
ミ
円
ミ
ミ
ぎ
R
F
5
F
〉
肴

〉
Z
U
ω
O
R
U
H
h
p
F
。
河
口
開
河
]
F
由
N
!
唱
、
吋
(
H
由
ω
ω
)
・

(
お
)
一
「
-
U
H
門
口
問
H
Z
m
o
z
-
〉
ロ
冨
H
Z
H
的
、
同
，
m
p
J
口
〈
開
』
d
印
、
ロ
門
い
開
〉
Z
U
吋
回
開

宮
司
自
室
〉
日
。
司

Ed司
E
H
，
E
C
E
J
B
U
ω
J
2
1
『
自
(
H
U
N
d
-

ち
な
み
に
、
本
書
は
バ
ウ
ン
ド
と
フ
ラ
ン
ク
フ

7
l
F
1
に
献
呈
さ
れ

て
い
る
。

(
仰
此
)
肘
・
〈
-

K

戸
田
図
。
4
・
』
c
m
d
n
U
開
〉
Z
U
叶
回
開
豆
。
ロ
何
回
N
Z
F
〉
巧
己

(]戸由同
ω)・

(
お
)
同
)
H
打
開
ロ
ム
印
0
2
・
崎
君
、
、
白
ロ
O
R
(
N
3
・
m
H
H
]
5
・

(
M
m
)

以
下
の
デ
ィ
キ

γ
ス
γ
の
見
解
は
前
掲
喬
一
一
七
|
二
一
頁
か
ら
祭

者
が
構
成
し
た
。

(
幻
)
N
申
叶
己
・
ω
H
(
H
U
ω
出
)
・

ハ
叩
却
)
判
決
が
下
さ
れ
た
一
月
六
日
か
ら
翠
年
の
七
月
ま
で
に
一
一
一
一
も
の
判

決
批
評
が
ロ
l
・
リ
ヴ
ュ
ー
や
法
曹
会
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
ロ
パ

ー
ツ
判
事
の
憲
法
第

-
O修
正
(
州
権
留
保
条
項
〉
を
め
ぐ
る
論
理
を

擁
護
す
る
も
の
は
一
つ
も
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
批

判
し
た
も
の
と
し
て
、
ロ
白
ロ
F
o
-
0
.
J
問。ユ向。
uコ

N
H
ゎ
。
何
回
ム
開
F
F
F
・

O
・
出
ω
0
.
A山

ω
∞
i
U
叶
(
]
5
ω
酌

)
u
h
w
m
X
川
戸
開
C
わ
回
、
吋
開
Z
回
口
問
。
・
伺
君
、
、
白
ロ
O
門
町

(
品
)
・
巳
足
。
ー
コ
ま
た
、
後
述
の
プ
ロ
セ
ス
法
学
の
主
導
者
の
一
人
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と
目
さ
れ
る
ヘ
ン
リ

l

・
ハ
ー
ト
は
模
擬
判
決
の
形
を
か
り
て
(
そ
の

中
で
ハ

l
ト
は
、
パ
ト
ラ

l
判
決
の
悪
名
高
い
一
節
、
即
ち
『
違
憲
訴

訟
が
適
法
に
提
起
さ
れ
た
と
き
、
当
裁
判
所
の
な
す
べ
き
こ
と
は
唯
一

つ
で
あ
る
。
即
ち
、
憲
法
条
文
を
、
争
わ
れ
て
い
る
法
令
の
横
に
置
い

て
、
後
者
が
前
者
に
合
致
す
る
か
否
か
を
決
す
る
こ
と
で
あ
る
』
を
そ

の
ま
ま
借
用
し
て
い
る
)
、
本
判
決
の
論
法
を
使
え
ば
保
護
関
税
制
度

を
違
憲
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
を
論
証
し
、
本
判
決
を
批
判
し
て

い

る

。

国

g
q
冨
-
E
R
p
r・
-
、
吉
町
内

2
3
h
吋
ぬ
H

g

b
苫
丸

、
さ
芯
ミ
守
司
吋
白
ミ

h
p
お
国
〉
河
〈
-
H
E
H
N
問〈・

E
C
O
S
S
-

第
二
節

第
二
次
大
戦
後
の
法
理
論
状
況
と
プ
ロ
セ
ス
法
学
の
展
開

|
|
理
論
的
概
観

リ
l
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
を
巡
っ
て
提
出
さ
れ
た
二
つ
の
問
題
は
、
大
戦

後
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
残
っ
て
い
た
。
「
高
次
法
」
に
基
づ
き
敵
国
の
戦

司法審査とリーガノレ・プロセス

争
指
導
者
を
裁
く
と
い
う
国
際
軍
事
法
廷
の
発
想
は
、
ア
メ
リ
カ
文
明
の
根

底
を
な
し
て
い
る
と
さ
れ
る
倫
理
的
諸
原
理
へ
の
ア
メ
リ
カ
知
識
人
層
の
変

わ
ら
ぬ
信
条
を
示
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
ト
ル

l
マ
ン
・
ド
グ
ト
リ
ン
や
マ

ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
に
代
表
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
戦
後
対
外
政
策
は
、
戦
後

の
国
際
体
制
を
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
民
主
主
義
体
制
と
ナ
チ
・
ド
イ
ツ

等
に
変
わ
っ
て
ソ
速
を
中
心
と
し
た
「
全
体
主
義
」
体
制
と
の
対
立
と
い
う

図
式
で
規
定
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
-
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
基
盤
と
し
て
い
た
と

さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
た
の
も
こ
の
立
場
は
道
義
的
に
善

で
あ
る
と
い
う
考
え
が
ア
メ
リ
カ
人
に
対
し
て
訴
求
力
を
有
し
て
い
た
か
ら

(
2
)
 

だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
後
に
み
る
プ
ロ
セ
ス
法
学

の
代
表
者
の
一
人
で
あ
る
へ
ン
リ
!
・
ハ

l
ト
(
国

g
q
ζ
国

R
y
r・)

も
「
立
憲
民
主
主
義
に
お
け
る
確
立
し
た
法
の
道
徳
的
側
面
は
今
日
見
過
ご

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
政
策
の
下
で
の
政
府
機
能
の
急
激
な

拡
大
と
、
そ
れ
に
伴
う
社
会
で
の
受
益
者
化
の
進
行
、
即
ち
政
府
に
よ
る
利

益
配
分
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
し
て
組
織
化
さ
れ
て
い
っ
た
様
々
な
利
益
集
団
の

並
存
に
基
づ
く
社
会
構
造
は
戦
後
も
変
わ
ら
ず
、
更
に
一
層
の
複
雑
化
と
相

互
依
存
化
を
深
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
中
で
社
会
的
、
経

済
的
諸
資
源
を
効
果
的
に
配
分
す
る
こ
と
が
政
府
を
含
む
社
会
の
指
導
的
エ

リ
l
ト
た
ち
に
期
待
さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
相
対
立
す
る
諸
利
害
を
十

分
納
得
の
い
く
形
で
調
整
す
る
こ
と
が
、
司
法
部
に
対
し
て
も
強
く
要
請
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
な
問
題
へ
の
対
処
を
迫
ら
れ
た
大
戦
後
の
法
学
者
の
多
く
は

以
前
の
オ
ー
ル
ド
・
コ

l
ト
と
の
伝
説
的
戦
い
か
ら
得
た
、
裁
判
官
の
個
人

的
価
値
判
断
を
憲
法
に
読
み
込
む
こ
と
の
危
険
性
の
認
識
と
、
他
方
、
前
述

の
よ
う
に
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
の
「
過
激
」
な
主
張
に
対
す
る
反
動
が
支
配
的
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と
な
っ
て
い
た
風
潮
の
中
で
、
裁
判
官
に
よ
る
法
形
成
の
認
識
と
い
う
リ
ア

リ
ズ
ム
の
基
本
的
成
果
自
体
は
原
則
と
し
て
受
容
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
に

対
す
る
批
判
的
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
、
リ
ア
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ

ぬ
ま
ま
残
っ
た
論
点
、
即
ち
、
判
決
形
成
の
際
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
指
針
の
模

索
に
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
出
発
点
と
な
る
基
本
的
な
構
想
は
、
ま
ず
社
会
に
お
け
る
法
形
成

者
に
は
、
立
法
府
の
み
で
は
な
く
裁
判
所
、
行
政
府
、
私
人
も
含
ま
れ
る
と

い
う
リ
ア
リ
ス
ト
に
よ
る
主
張
を
確
認
し
、
そ
れ
ら
の
総
体
と
し
て
の
法
形

(
4
}
 

成
過
程
(
即
ち
戸
内
山
間
巳
可

2
8
g
)
の
中
で
、
各
々
の
法
形
成
者
が
自
ら
の

制
度
的
・
機
能
的
制
約
を
弁
え
、
自
ら
の
果
た
す
べ
き
、
ま
た
、
果
た
し
う

る
役
割
合
O
Z
)
を
認
識
し
た
上
で
、
他
の
法
形
成
者
(
円
。

-
0
1間
百
円
)
と
協

調
し
、
様
々
な
問
題
、
紛
争
を
解
決
す
ベ
く
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
リ
l

ガ
ル
・
プ
ロ
セ
ス
の
全
体
的
効
率
性
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
構
想
に
基
づ
き
、
役
割
分
担
者
(
円
。

-
0
1
a
2
)
の

一
つ
と
し
て
の
裁
判
所
の
制
度
的
・
機
能
的
制
約
、
換
言
す
れ
ば
、
裁
判
所

の
果
た
す
べ
き
役
割
に
と
っ
て
適
当
な
法
形
成
の
モ

i
ド
(
B
O
L
O
)

を
探
つ

て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
モ

l
ド
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
判

決
形
成
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

」
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
そ
の
直
接
の
淵
源
を
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ

l
タ
ー
や

プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ

l
タ
ー
は
一
九
三
九
年
に
最
高
裁
入
り
す
る
ま
で
ハ

l
ヴ

ァ
l
ド
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
の
彼
の
教
授
法
の
特
徴
は
判
決

を
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
即
ち
、
彼
は

判
例
を
概
念
法
学
的
に
処
理
す
る
こ
と
な
く
、
訴
訟
記
録
、
プ
リ

l
ァ
、
弁

護
人
、
裁
判
官
、
制
定
法
、
立
法
の
背
景
、
更
に
は
関
連
地
域
の
地
理
な
ど

を
通
し
て
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
考
察
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考

え
方
の
中
で
は
、
プ
ロ
セ
ス
の
中
の
各
々
の
参
加
者
の
役
割
が
注
目
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
裁
判
所
も
一
つ
の
機
関
と
し
て
果
た
す
べ
き
、
ま
た
、
果
た
し

う
る
役
割
が
探
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ

l
タ
l
自
身
が
こ
の
よ
う
な
考
え
を
総
括
的
に
整
理
し
て

発
表
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
彼
の
司
法
過
程
観
は
そ
の
判
決
文
を
通
し
て
も

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
選
挙
区
割
問
題
の
司
法
判
断
不
適
合
性
を

(e) 

論
じ
た
コ

l
ル
グ
ロ
ー
ブ
判
決
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
上
告
人
は
本
法
廷
に
対
し
そ
の
能
力
を
超
え
た
こ
と
を
要
求
し
て
い

る
。
本
法
廷
が
従
来
介
入
を
拒
否
し
て
い
た
の
は
、
我
が
政
府
の
効
率
的

な
作
用
を
考
慮
す
る
と
き
、
(
選
挙
区
割
と
い
う
〉
問
題
の
性
質
が
す
ぐ
れ

て
政
治
的
で
あ
り
、
従
っ
て
司
法
判
断
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
だ

か
ら
で
あ
っ
た
。
司
法
部
を
国
民
の
政
治
活
動
に
巻
き
込
む
こ
と
は
民
主
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的
制
度
に
反
す
る
。
本
質
的
に
政
治
的
な
論
議
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
司

法
的
介
入
は
、
法
の
抽
象
的
な
文
言
と
い
う
衣
を
ま
と
う
こ
と
に
よ
り
有

害
無
比
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
:
:
:
憲
法
に
は
司
法
行
動
を
限
界
州
つ

け
て
い
る
諸
条
件
や
諸
目
的
か
ら
明
ら
か
に
外
れ
る
た
め
に
裁
判
所
に
よ

る
執
行
が
不
可
能
な
命
令
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
憲

法
は
多
く
の
統
治
上
の
責
務
の
遂
行
を
行
政
部
と
立
法
部
の
忠
誠
な
行
動

に
、
そ
し
て
究
極
的
に
は
国
民
が
自
ら
の
政
治
的
権
利
を
行
使
す
る
際
に

な
す
べ
き
不
断
の
監
視
に
信
頼
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

ま
た
、
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
も
、
憲
法
に
裁
判
官
の
主
観
的
価
値
を
読
み
込
む

こ
と
の
危
険
性
、
司
法
的
解
決
に
適
し
た
開
通
の
厳
格
な
選
別
な
ど
を
主
張

し
、
多
く
の
法
学
者
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
新
し
い
法
学
が
四

0
年
代
か
ら
五

0
年
代
に
か
け
て
生
成
し
て

司法審査とリーガノレ・プロセス

い
く
の
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
ま
ず
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
法
学
の
司
法
過
程
観

を
形
成
し
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
幾
人
か
の
代
表
的
法
学
者
の
主
張
を
時
間
を

追
っ
て
概
観
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
九
五
二
ヰ
か
ら
毎
年
、
ハ

I
ヴ
ァ
l
ド
・
ロ
l
・
リ
ヴ
ュ
ー
は
前
年
度

開
廷
期
の
連
邦
最
高
裁
の
判
例
回
顧
へ
の
序
言
(
明
0
3
4司
DE)
の
執
筆
を
著

名
な
法
学
者
に
依
頼
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
が
一
九
五

0
年
代
の
プ

ロ
セ
ス
法
学
的
司
法
過
程
観
の
主
要
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
一
つ
と
な
っ
た
。

一
九
五

0
年
度
開
廷
期
の
批
評
を
担
当
し
た
ジ
ャ
フ
ィ
(
「
c
E
m
H
E
r・

民
め
)
は
、
ロ
o
ロ
ロ
冨
〈

-
C
E件。仏

ωEHmm
判
決
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
判
決

を
と
り
あ
げ
、
結
論
は
と
も
か
く
、
事
案
の
重
要
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
プ
ロ

の
法
律
家
と
し
て
の
十
分
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
微
妙
な
事
案

で
あ
る
の
に
「
原
判
決
を
維
持
す
る
」
と
い
う
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
や
、
パ

l
キ

{
珂
)

ュ
リ
ア
ム
・
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
み
で
処
理
し
て
、
下
級
裁
や
弁
護
士
、
国
民
一

般
に
同
種
の
事
案
に
つ
い
て
の
指
針
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
他
、
多

く
の
判
決
に
お
い
て
冷
静
で
考
察
の
行
き
届
い
た
法
律
家
ら
し
い
処
理
が
な

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
何
よ
り
問
題

な
の
は
、

ジ
ャ
フ
ィ
に
よ
れ
ば

現
在
の
最
高
裁
が
最
高
裁
と
い
う
機
関

(-HMEEt-ロ
)
と
し
て
の
意
識
と
プ
ラ
イ
ド
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
即
ち
、
現
在
の
最
高
裁
判
決
に
お
け
る
補
足
意
見
と
反
対
意
見
の

膨
大
さ
は
本
質
的
で
重
要
な
見
解
の
相
違
を
明
確
に
す
る
と
い
う
程
度
を
造

か
に
超
え
、
裁
判
官
に
よ
る
票
決
が
法
的
論
点
の
考
慮
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ

る
と
い
う
よ
り
何
か
別
の
考
慮
に
よ
っ
て
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受

け
る
場
合
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
り
、
最
高
裁
が
-
つ
の
機
関
と
し
て
行
動

す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
二

0
年
代
の
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ト
に

〈
阻
)

も
劣
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
も
た
ら
し
た
原
因
の
幾
分

ミ

t
、

・
刀
仁

彼
に
よ
れ
ば
、
「
リ
ア
リ
ス
ト
」
や
「
リ
ベ
ラ
ル
派
」
に
よ
る
最
高
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裁
の
政
治
的
機
能
の
過
度
の
強
調
に
あ
る
の
だ
っ
た
。

ま
た

後
述
の
工
、
叶
国
関
門
開
。
〉

F
E
Sわ
開
印
印
ョ
の
共
著
者
の
一
人
と
な

る
サ
ッ
ク
ス

(kr.γ
戸

ωωnrω)
は

一
九
五
=
一
年
度
開
廷
期
の
回
顧
へ
の

序
守
口
で
、
〈
当
時
の
〉
最
高
裁
が
、

事
案
が
重
要
で
微
妙
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
判
決
理
由
を
明
示
せ
ず
に
パ

l
キ
ュ
リ
ア
ム
で
処
理
す
る
傾
向
に
あ

っ
た
の
を
と
ら
え
、
「
最
高
裁
は
自
ら
の
行
動
に
つ
き
説
明
す
る
こ
と
の
重

要
さ
を
明
確
に
認
識
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
向
時
に
、
そ
れ
を
促
す
よ
う
な

批
判
を
す
る
こ
と
が
最
高
裁
判
決
批
評
の
果
た
す
べ
き
任
務
な
の
で
あ
る
」

と
論
じ
た
。

一
九
五
七
年
に
な
る
と
、
ビ
ッ
グ
ル
(
〉

-amロ
ι
R
Z
-
巴
n
r己
)
が
こ

れ
ら
一
群
の
学
者
に
加
わ
っ
た
。
ピ
ッ
ク
ル
は
ハ

l
ヴ
ァ

l
ド
・
ロ

l
・ス

ク
ー
ル
で
ヘ
ン
リ
l

・
ハ
ー
ト
ら
の
蒸
陶
を
受
け
た
後
、

一
九
五
二
年
に
フ

ラ
ン
ク
フ
ァ

l
タ
l
判
事
の
ロ

l
・
ク
ラ
i
ク
と
な
り
そ
れ
以
来
親
交
関
係

を
結
ぶ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ

i
タ
ー
か
ら
多
大
の
影
響
を
受

{
凶
)

け
る
こ
と
に
な
る
。
ピ
ッ
グ
ル
の
設
初
の
著
書
は
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
判
事
の
残

(
叩
)

し
た
未
発
表
の
メ
モ
や
判
決
草
稿
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
プ
ラ

ン
ダ
イ
ス
の
考
え
を
整
理
し
て
い
く
中
で
自
ら
の
司
法
過
程
観
を
明
確
に
し

て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ピ
ッ
ク
ル
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
判
決
形
成
の
過
程

が
証
拠
や
現
在
す
る
法
的
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
公
正
無
私
で
偏
見
の

な
い
合
理
的

(SPUE-)
分
析
の
過
程
で
あ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、

突
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
が
ニ
ュ

l
デ
ィ

I
ル
期

の
オ
ー
ル
ド
・
コ

l
ト
に
お
い
て
も
、
全
面
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
事
実
で

あ
っ
た
の
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
裁
判
所
と
い
う
機
関
の
特
質
で

あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
彼
は
考
え
た
。

同
年
ピ
ッ
ク
ル
は
、
同
じ
イ
ェ

l
ル
の
準
教
授
で
あ
っ
た
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン

(
回
目
ミ
出
・
者
ぬ

}-E四件
D
ロ
)
と
連
名
で
、

立
法
過
程
と
対
比
さ
せ
て
司
法

過
程
の
特
質
を
一
一
層
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
論
文
を
発
表
し
た
。
彼

ら
は
ま
ず
、
近
時
の
最
高
裁
の
判
決
は
段
々
と
全
面
的
に
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク

な
言
明
や
、
整
然
と
し
た
論
理
構
成
な
し
で
結
論
だ
け
作
り
上
げ
る
と
い
う

よ
う
な
、
要
す
る
に
意
見
と
は
い
え
な
い
意
見
、
そ
れ
に
引
用
し
た
先
例
と

自
ら
の
判
示
し
た
結
論
と
の
架
橋
に
全
く
失
敗
し
て
し
ま
っ
て
い
る
パ

l
キ

ユ
リ
ア
ム
・
オ
ー
ダ
ー
が
増
加
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

こ
の
よ
う
な
、
熟
慮
を
経
た
理
由
付
け
が
な
さ
れ
な
い
断
言
的
主
張
を
す
る

と
い
う
の
は
、
裁
判
所
が
そ
の
真
の
力
を
発
揮
で
き
る
戦
場
、
即
ち
論
理
的

理
性
的
主
張
と
自
ら
の
主
張
を
支
え
る
事
実
の
明
示
と
い
う
戦
場
を
捨
て
て

(
問
}

敵
の
選
ん
だ
武
器
で
戦
う
よ
う
な
も
の
だ
と
批
判
し
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
は

同
年
判
決
の
下
さ
れ
た
労
働
関
係
事
件
を
例
と
し
て
と
り
あ
げ
、
例
え
ば
、

労
使
関
係
を
規
律
す
る
際
に
何
が
我
が
国
の
経
済
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
賢 事

北法31(2・336)736



明
で
あ
る
か
を
判
断
し
た
り
、
誰
が
過
度
の
政
治
的
権
力
を
手
に
入
れ
て
い

る
か
、
富
の
分
配
の
過
少
や
過
多
の
問
題
は
ど
う
か
な
ど
を
考
慮
す
る
こ
と

は
、
継
続
的
で
柔
軟
か
つ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
対
処
を
能
く
な
し
う
る
政

治
部
門
の
担
任
す
べ
き
事
項
で
あ
っ
て
、
情
報
入
手
手
段
が
限
ら
れ
て
お
り

単
発
的
偶
然
的
に
し
か
事
件
に
関
与
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
裁
判
所
が
扱
う

の
に
は
不
適
切
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
も
し
敢
え
て
介
入
す
る
と
、
裁
判
所

は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
浪
費
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
と
も
と
不
可
能
な
こ

と
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
無
能
さ
を
不
必
要
に
露
呈
し
国
民
の
信
頼

を
傷
つ
け
る
結
果
を
招
き
、
本
来
自
ら
の
果
た
す
べ
き
任
務
に
大
き
く
深
刻

(
悶
)

な
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

司法審査とリーガノレ・プロセス

司
法
過
程
観
を
説
く
際
に
彼
ら
の
考
え
を
導
い
た
の
は
、
直
接
的
に
は
や
は

り
本
件
判
決
で
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
l
タ
l
判
事
の
反
対
意
別
で
あ
り
、
ま
た
、

か
つ
て
の
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
判
事
の
反
対
意
襲
名
つ
た
。

そ
し
て
、
翌
五
八
年
に
ハ

l
ト
と
サ
ッ
ク
ス
に
よ
る
、
プ
ロ
セ
ス
法
学
の

マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
と
も
い
う
べ
き
E
吋
回
開
戸
開
。
〉
F

古川
O
わ
開
印
刷

~w
が
完
成

(
却
}

す
る
。
本
書
で
は
、
総
体
的
社
会
的
価
値
の
増
進
を
法
の
目
的
と
し
つ
つ
、

そ
の
た
め
の
法
形
成
に
あ
た
っ
て
の
行
政
部
、
立
法
部
、
司
法
部
、
私
人
の

各
々
の
関
与
の
仕
方
の
機
能
的
相
違
が
説
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
制
度

的
機
能
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
社
会
の
根
本
的
諸
制
度
や
実
践
を
画
定
す
る
基
本
的
決
定
に
は

閤
民
を
代
表
す
る
合
議
体
た
る
議
会
が
最
適
の
機
関
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、

他
方
、
議
会
は
そ
れ
ら
諸
決
定
の
細
密
な
執
行
に
は
適
さ
な
い
。
そ
こ
で
、

こ
う
し
て
で
き
た
基
本
的
諸
決
定
の
一
般
的
性
格
に
伴
う
不
明
確
性
や
相
互

的
不
一
致
に
よ
っ
て
坐
ず
る
問
題
を
、
そ
れ
ら
の
決
定
の
根
元
に
あ
る
原
理

も
し
く
は
ポ
リ
シ
ー
に
照
ら
し
て
解
決
す
る
こ
と
が
裁
判
所
の
独
自
の
任
務

と
な
る
。
そ
の
際
裁
判
官
は
立
法
府
の
黙
示
の
諸
目
的
、
原
理
を
追
求
す
る

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
創
造
的
に
伸
展
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
が

注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
に
裁
判
官
に
よ
る
法
創
造
の
契
機
を
認
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
判
決
基
準
た
る
原
理
は
同
種
の
一
事
案
に
は
同
様
に
適
用
し

う
る
一
般
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
問
題
解
決
に
際
し
て
裁

判
官
の
と
り
う
る
方
法
は
、
こ
の
よ
う
な
原
理
か
ら
出
発
し
、
こ
れ
ま
で
法

律
家
の
伝
統
の
中
で
高
度
に
発
達
し
て
き
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
従
っ
て
行
な
う

リ
l
ズ
ニ
ン
グ
に
限
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
判
決
形
成
過
程
に
一
定
の
客
観
性

が
担
保
さ
れ
る
の
で
あ
-
る
。
こ
の
司
法
的
紛
争
解
決
に
特
徴
的
な
方
法
を
、

ハ
ー
ト
と
サ
ッ
ク
ス
は

Z
5
2
0ロO
L

。
z
r
o門
田
丘

D
ロ
C
同
任
。
戸
問
看
ョ
と
呼
ん

(
叩
)

で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
司
法
部
が
採
用
し
う
る
法
形
成
の
方
法
が
規
定
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
担
任
し
う
る
問
題
も
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
解

決
し
う
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
多
く
の
選
択
肢
の
中
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研究ノート

か
ら
将
来
の
行
動
進
路
を
選
択
す
る
よ
う
な
管
理
運
営
的
(
目
白

E
m
R
E
)

決
定
に
関
す
る
紛
争
は
司
法
的
解
決
に
は
適
さ
な
い
と
さ
れ
る
。

な
ぜ
な

ら
、
幾
多
の
変
数
的
要
素
(
〈

R
U
E
g
)
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

考
慮
の
前
提
と
な
る
一
般
的
に
適
用
可
能
な
原
理
的
基
準
が
得
ら
れ
な
い
か

案 ら
はで
司 あ
法る
的。
鴨」

決 2
適を
さよ
なり
い広
のく
で言
あう
るえ
ト甘 い
司会、

官ゆ
g る
.... 
円 ヤロ
M ・ c
n ;::.. 

な否
問主
題ロ
とロ

はな
、事

多
中
心
的
、
即
ち
、

そ
れ
ら
は
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
に
つ
き
決
定
を
下
す
と

一
つ
の
事
案
の
中
に
同
時
に
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
、

そ
れ
が
た
だ
ち
に
他
の
問
題
に
対
す
る
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
も
の

を
指
す
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
は
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
全
て
の
問
題
に
同
時

に
対
処
で
き
る
よ
う
な
解
決
方
法
、
つ
ま
り
色
町
ロ
ロ
な
裁
量
、
交
渉
、
立

{
叫
)

法
な
ど
こ
そ
が
適
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

」
の
よ
う
に
、
本
書
で
は
各
々
の
機
関
が
法
形
成
者
と
し
て
独
自
の
寄
与

を
な
し
う
る
方
法
、
場
合
を
見
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
協
調
関
係
を

よ
り
効
果
的
な
も
の
に
し
、
有
効
な
目
。
己
目

-
g伯
区

2
片
山
口
加
の
達
成
が
図

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

翌
年
の
論
文
で
ハ

1
ト
は
最
高
裁
に
つ
い
て
こ
の
考
え
を
敷
街
し
て
い

る
。
彼
は
ま
ず
、
最
高
裁
を
独
断
令
官
。

E
H
M帥
)
的
命
令
に
よ
っ
て
問
題
を

処
理
す
る
機
関
だ
と
す
る
見
方
や
、
機
械
的
に
先
例
を
適
用
し
た
り
区
別
し

た
り
す
る
法
技
術
者
的
機
関
だ
と
す
る
見
方
を
共
に
退
け
、
理
性
会

g
gロ)

に
基
づ
い
た
判
決
こ
そ
が
最
高
裁
に
求
め
ら
れ
て
い
る
任
務
、
即
ち
、
下
級

裁
裁
判
官
や
弁
護
士
、
国
民
の
判
断
を
導
く
光
と
な
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し

め
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
判
決
の
み
が
、
同
種
で
は
あ
る
が
肉
一
で
は
な

い
新
し
い
事
案
へ
の
先
例
の
適
用
の
可
否
を
決
す
る
の
に
役
立
ち
、
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
判
決
の
み
が
自
ら
の
判
断
を
実
力
で
強
制
で
き
な
い
裁
判
所
の

判
決
で
あ
り
う
る
の
だ
と
論
じ
た
。
「
こ
の
よ
う
に
、

長
期
的
に
み
れ
ば
、

最
高
裁
は
本
来
『
理
性
の
戸
』
た
る
べ
く
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
憲

法
の
一
般
的
で
氷
続
的
な
原
理
、
そ
し
て
制
定
法
の
解
釈
や
判
例
法
上
の
困

難
な
問
題
の
解
決
の
た
め
の
一
般
的
で
氷
統
的
な
原
理
を
新
た
に
認
識
し
、

明
確
化
し
、
発
展
さ
せ
る
創
造
的
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
同
時

に
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
「
理
性
に
基
づ
く
判
決
」
と
い
い
う
る
も
の
を
産
み

出
す
に
は
、
た
と
え
最
高
の
法
律
家
で
も
二
四
時
間
で
は
無
理
で
あ
る
の
み

な
ら
ず
、
よ
り
長
い
時
間
を
か
け
て
も
個
人
で
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
「
集
団
に
よ
る
思
考
の
成
熱
(
ヨ
呉
ロ
ユ
ロ
問
。
同
円
三
Z
2
2巾
任
。
ロ
間
宮
)
」

の
過
程
こ
そ
最
高
裁
に
と
っ
て
不
可
欠
な
の
で
あ
る
と
主
張
し
む
や

こ
う
し
て
、
裁
判
所
の
機
能
的
特
質
と
同
時
に
そ
の
制
度
的
制
約
を
強
調

す
る
プ
ロ
セ
ス
法
学
的
司
法
過
程
観
の
中
心
的
主
張
が
集
成
さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
の
主
要
な
概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
原
理
(
宮
山
口
2
1
2
)」
に
一

北法31(2・338)738



層
の
考
察
を
加
え
た
の
が
、

司
法
審
査
に
お
け
る
「
中
立
原
理
(
ロ

2
可
己

同》ロロ
n
F
1
2
)」
の
不
可
欠
性
を
提
唱
し
た
ウ
ェ
ク
ス
ラ

1
2・
4
司

R
Z
Z乙

で
あ
っ
た
。

ウ
ェ
ク
ス
ラ
l
も
司
法
部
が
価
値
選
択
を
な
す
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
不
可
避
性
を
指
摘
す
る
。
た
だ
、
や
は
り
「
十
分

な
理
由
づ
け

(
5
2
0
5
L
Z
M
L
E丘町
O
ロ
)
」
と
い
う
形
で
自
ら
の
な
し
た

価
値
選
択
を
根
拠
づ
け
る
必
要
の
有
無
が
司
法
部
と
政
治
部
門
の
機
能
的
特

司法審査とリーガノレ・プロセス

質
を
わ
け
る
示
準
な
の
で
あ
る
か
ら
、
司
法
部
の
行
な
う
判
断
は
完
全
に
原

(
甜
)

理
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
彼
の
い
う
「
原
理
づ

(
町
)

け
ら
れ
た
判
決
(
官

5
2司
-
E
L
2
2
5
5」
と
は
、
即
ち
、
裁
判
官
は
目

(

回

)

(

叩

)

(

胡

)

前
の
事
件
の
全
て
の
争
点
に
つ
き
法
に
関
連
す
る
一
般
的
原
理
に
基
づ
き
決

定
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
原
理
は
そ
の
射
程
内
に
あ
る
他
の
状
況
に
も
裁
判

官
が
進
ん
で
適
用
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
決
定
を

正
当
化
す
る
意
見
に
は
そ
の
原
理
の
全
面
的
な
言
明
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
ウ
ェ
ク
ス
ラ
l
の
主
張
は
極
め
て
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
が
、
そ
の

中
に
は
少
な
か
ら
ぬ
批
判
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ウ
ェ
ク
ス
ラ
l
自
身
の
意
図

を
確
認
す
る
手
懸
か
り
と
し
て
そ
の
批
判
の
一
、
二
に
つ
い
て
見
て
み
る

と
、
例
え
ば
彼
の
中
立
原
理
の
主
張
を
と
ら
え
て
機
械
法
学
へ
の
復
帰
を
目

{
相
)

指
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
ウ
ェ
ク
ス
ラ
l
自

身
が
後
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
中
立
原
理
と
は
司
法
決
定
が
健
全
で
あ
る

た
め
の
最
低
の
要
請
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
判
決
が
十
全
の
も
の
で
あ
る
た
め

に
は
中
立
原
理
の
要
求
を
満
た
し
た
上
で
更
に
そ
の
他
の
要
素
を
勘
案
し
て

判
決
の
正
当
さ
賢
明
き
が
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
中
立
原

理
の
要
請
を
満
た
し
た
判
決
が
即
ち
正
し
い
判
決
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。

端
的
に
い
え
ば
中
立
原
理
は
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
十
分
条
件
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
官
は
不
可
避
的
に
迫
ら
れ
る
価
値
選
択
に
際
し
て
中

立
的
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
を
強
調
し
て
、
ウ
ェ
グ
ス
ラ
l
に
そ

{
拍
)

の
点
の
認
識
が
欠
け
て
い
る
と
す
る
批
判
も
少
な
く
な
い
が
、
こ
れ
も
、
ゥ

ェ
ク
ス
ラ

I
の
理
解
に
関
す
る
限
り
や
は
り
な
ん
ら
か
の
誤
解
に
基
づ
い
た

見
方
と
い
え
る
よ
う
に
思
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
招
く
直
接

的
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
ウ
ェ
ク
ス
ラ
l
の
主
張
の
理
論
的
内
実
も
さ
る
こ

(
訂
}

と
な
が
ら
、
彼
が
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
な
ど
一
連
の
人
種
平
等
判
決
に
対
し
自
ら

の
理
論
を
適
用
し
、
そ
れ
ら
が
中
立
原
理
の
要
請
に
合
致
し
て
い
な
い
と
批

判
し
た
と
い
う
事
実
に
求
め
る
の
が
真
実
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ

(
姐
)

る。
こ
う
し
て
ウ
ェ
ク
ス
ラ
l
に
至
っ
て
政
治
過
程
と
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る

も
の
と
し
て
の
司
法
過
程
の
あ
る
べ
き
姿
に
関
す
る
.
プ
ロ
セ
ス
法
学
の
主
張

北法31(2・339)739
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が
二
応
完
成
し
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
司
法
過

程
観
に
加
え
て
、
実
際
に
困
難
な
問
題
に
直
面
し
た
と
き
最
高
裁
が
と
る
べ

き
方
途
に
つ
い
て
の
示
唆
を
与
え
た
の
が
再
び
ピ
ッ
ク
ル
で
あ
っ
た
。

一
九
六

0
年
度
開
廷
期
の
判
例
回
顧
へ
の
序
言
に
お
い
て
ピ
ッ
ク
ル
は
、

明
確
化

ハ
ー
ト
を
引
用
し
つ
つ
公
正
無
私
で
永
続
的
な
原
理
を
認
識
し
、

し
、
発
展
さ
せ
る
の
が
最
高
裁
の
主
要
な
機
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た

が
、
同
時
に
、
ど
の
原
理
を
ど
の
よ
う
に
識
別
し
て
い
く
か
だ
け
で
は
な

く
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
そ
れ
を
行
な
う
の
か
も
重
要
な
問
題
な
の

で
あ
る
と
し
て
ウ
ェ
ク
ス
ラ
l
の
考
え
方
を
批
判
し
た
。
ピ
ッ
ク
ル
は
、
ゥ

エ
ク
ス
ラ
l
の
中
立
原
理
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
と
、
ブ
ラ
ウ
ン
判

決
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
人
種
分
離
違
憲
判
決
が
採
用
し
た
原
理
は
州
に

よ
る
人
種
差
別
政
策
に
与
え
る
効
果
の
み
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
就
業
機
会

の
実
質
的
平
等
を
実
現
す
る
た
め
人
種
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
法
令
や
、

ュ
l
ヨ

l
ク
の
学
校
で
の
よ
う
に
事
実
的
分
離
を
減
ら
す
た
め
人
種
を
考
慮

し
て
い
る
法
令
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
っ
て
も
テ
ス
ト
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
件
が
係
属
し
た
時
裁
判
所

が
人
種
分
離
違
憲
判
決
の
原
理
を
悶
様
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し

た
ら
、
そ
の
よ
う
な
原
理
は
中
立
原
理
で
は
な
い
の
だ
か
ら
裁
判
所
の
宣
明

す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
人
種
分
離
立
法
を
維
持
し
て
い
る
立
法
部

の
判
断
は
正
当
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
論
じ
、

こ
の
よ
う
な
考
え
は
最
高
裁
の
有
す
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
機
能
を
見
逃
し

た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
ピ
ッ
ク
ル
の
い
う
も
う
一
つ
の
機
能
と
は
、

「
市
民
に
対
す
る
教
師
一
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
司
法
的
に
適

用
し
う
る
中
立
原
理
が
な
い
と
し
て
立
法
部
に
よ
る
選
択
の
存
続
を
認
め
る

と
い
う
こ
と
、
即
ち
、
本
案
審
理
を
し
な
が
ら
違
憲
判
断
を
し
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
社
会
で
は
事
実
上
合
憲
の
御
墨
付
を
与
え
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
人
種
分
離
が
合
憲
で
あ
る
と
す
る
か
の
如
き
判
決

が
、
社
会
に
何
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

と
い
う
の
が
彼
の
危
倶
で
あ
っ
た
。

ピ
ッ
ク
ル
の
こ
の
よ
う
な
主
張
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
、
中
立
な
原
理
に

基
づ
く
判
断
を
す
る
機
関
と
い
う
裁
判
所
の
あ
る
べ
き
姿
へ
の
彼
の
確
信

一

と
、
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
が
宣
明
し
た
人
種
平
等
の
理
想
は
道
徳
的
に
正
し
い
と

い
う

ι叫
ん
と
の
葛
藤
で
あ
っ
た
。
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
た
め
、
彼

は
困
難
な
事
件
に
直
面
し
た
と
き
最
高
裁
の
と
り
う
る
途
は
三
つ
あ
る
こ

と
、
則
ち
、
原
理
に
反
す
る
と
し
て
立
法
を
無
効
化
す
る
か
、
あ
る
い
は
正

当
化
す
る
か
、
ま
た
は
ど
ち
ら
も
し
な
い
か
の
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
第
三
の
方
途
こ
そ
最
高
裁
の
「
市
民
の
教
師
」
と
し
て
の
地
位
も
正
当

な
原
理
も
共
に
捨
て
ず
に
済
む
方
法
な
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
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こ
の
第
三
の
途
の
具
体
的
手
段
と
し
て
、
彼
は
、
か
つ
て
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
判

(
叫
}

事
が
主
張
し
た
い
わ
ゆ
る
ア
シ
ュ
ワ
ン
ダ
ー
・
ル

I
ル
に
一
示
唆
を
受
け
、
ス

タ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
事
件
性
、
成
熟
性
、

裁
量
的
上
訴
管
轄
権
(
円
白
門
昨
日

o
gユ)

な
ど
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
活
用
を
強
調
し
、
そ
の
適
切
な
運
用
に
よ
っ
て
、
日

前
の
事
案
に
お
い
て
中
立
原
理
が
発
見
で
き
な
い
と
き
、
事
案
の
性
質
上
便

宜
的
処
理
が
必
要
で
あ
る
と
き
、
事
件
に
関
連
す
る
な
ん
ら
か
の
重
大
な
社

会
変
化
が
生
じ
つ
つ
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
と
き
な
ど
に
お
い
て
、
司
法
裁
判

所
と
し
て
の
本
来
の
機
能
を
維
持
し
つ
つ
望
ま
し
い
現
実
的
行
動
を
と
る
余

地
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
と
論
じ
た
。
よ
り
大
き
く
言
う
と
、
こ
の
よ
う
な

手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
民
主
的
政
治
過
程
の
た
め
に
で

き
る
だ
け
広
汎
な
活
動
の
場
を
確
保
し
つ
つ
、
他
方
で
も
し
政
治
過
程
の
あ

る
行
為
が
正
当
な
憲
法
原
理
を
逸
脱
し
た
と
き
に
は
こ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

司法審査とリーガノレ・プロセス

権
能
を
保
持
で
き
る
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
消
極
的
美
徳

9
8巳
〈
ぬ
〈

rgE)」
の
主
張
と
並
ん
で
重
要
な

の
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
見
方
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
プ
ロ
セ
ス
法
学
者
が
司
法

過
程
の
核
心
的
要
素
と
し
て
-
論
じ
て
き
た
「
原
理
」
は
そ
れ
自
体
は
無
内
容

な
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
に
内
実
を
与
え
る
も
の
と
し
て
彼
ら
が
想
定
し
て
い

た
の
は
、
憲
法
の
原
理
に
つ
い
て
は
そ
の
時
点
に
お
け
る
社
会
の
基
本
的
価

値
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
っ
た
。
ピ
ッ
ク
ル
も
や
は
り
憲
法
の
原

理
と
し
て
承
認
し
う
る
も
の
を
、
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
的
理
怨
に
基
づ
く
も
の

と
、
疑
問
の
余
地
な
く
国
民
に
よ
り
共
有
さ
れ
た
価
値
選
択
に
基
づ
く
も
の

(
回
)

に
限
定
し
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
彼
は
最
高
裁
を
現
状
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン

サ
ス
の
み
に
縛
り
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
、
「
私
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
、
最
高
裁
は
予
見
し
う
る
近
い
将
来
に
一
般
の
支
持
を
得
る
で
あ
ろ
う

原
理
の
み
を
法
と
宣
言
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
最
高
裁
は

実
際
上
「
将
来
支
配
的
に
な
る
意
見
の
形
成
者
に
な
る
と
同
時
に
予
言
者
と

も
な
る
べ
き
で
あ
る
」
と
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
彼
は
決
し
て

積
極
的
な
政
策
形
成
を
勧
奨
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
次
の
言
葉
か
ら
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
最
高
裁
は
確
か
に
世
論
を
リ
ー
ド
す
べ
き
で
あ
る
が
、

単
に
自
ら
の
意
見
を
強
制
す
る
の
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
最
高
裁
は
常
に

成
功
す
る
と
い
う
義
務
を
負
っ
て
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

こ
う
し
て
ピ
ッ
ク
ル
は
プ
ロ
セ
ス
法
学
に
共
通
す
る
司
法
過
程
の
あ
る
ベ

き
姿
を
維
持
し
つ
つ
、
一
-
消
極
的
美
徳
」

の
運
用
、

コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
つ
い

て
の
考
慮
等
を
通
じ
て
具
体
的
に
困
難
な
問
題
に
直
面
し
た
最
高
裁
に
、
よ

り
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
対
処
を
可
能
に
す
る
方
途
を
呈
示
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
主
要
な
法
学
者
に
み
ら
れ
る
プ
ロ
セ
ス
法
学
的
司
法
過
程
観
を
個

別
に
概
観
し
て
き
た
が
、
最
後
に
、
そ
こ
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
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点
の
補
足
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
の
主
張
を
総
括
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

プ
ロ
セ
ス
法
学
に
お
い
て
法
の
目
的
は
人
間
の
欲
求
の
充
足
を
最
大
に
す

る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
欲
求
が
克
足
さ
れ
る
べ
き

か
、
換
言
す
れ
ば
い
か
な
る
個
別
的
価
値
が
法
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き

か
の
追
求
は
直
接
の
対
象
と
は
さ
れ
な
い
。
彼
ら
の
主
要
な
関
心
は
、
ど
の

よ
う
に
総
体
的
価
値
実
現
を
最
大
化
す
る
か
、
即
ち
い
か
に
法
形
成
を
効
率

の
よ
い
も
の
に
す
る
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
る
。
そ
こ
で
彼
ら
は
り
ア
リ

ス
ト
に
よ
る
社
会
に
お
け
る
法
形
成
の
実
態
の
解
明
に
基
づ
き
、
社
会
の
全

体
的
法
形
成
過
程
(
リ
l
ガ
ル
・
プ
ロ
セ
ス
〉
の
効
率
化
を
図
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
た
め
に
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
各
参
加
者
(
同

O
F
1
a
2
r

具
体
的
に
は
議
会
、
行
政
部
、
裁
判
所
、
私
人
)
が
、
各
々
の
能
力
、
機
能
に

最
も
適
し
た
方
式
(
自
己
仏
⑦
)
で
法
形
成
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
各
々
の
法
形
成
者
の
機
能
が

最
高
に
発
揮
さ
れ
う
る
法
形
成
の
モ
l
ド
が
探
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
が
、
役
割
分
担
者
と
し
て
の
政
府
機
関
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
同
時
に
各
機

関
の
特
長
と
限
界
の
明
確
化
の
要
求
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
実
際
的

統
治
の
局
面
に
お
い
て
は
、
社
会
に
生
起
す
る
様
々
の
問
題
、
紛
争
は
、
そ

の
性
質
に
応
じ
て
、
そ
の
対
処
に
最
適
な
機
関
が
専
ら
担
任
し
て
解
決
を
目

指
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
そ
の
他
の
機
関
は
関
与
す
べ
き
で

な
い
と
い
う
主
張
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
権
力
分
立

制
度
の
機
能
主
義
的
、
功
利
主
義
的
正
当
化
の
試
み
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ

A
ノ。

こ
う
し
て
、
プ
ロ
セ
ス
法
学
に
立
つ
法
学
者
の
司
法
過
程
観
も
、
司
法
過

程
に
よ
っ
て
い
か
な
る
価
値
を
実
現
、
促
進
す
べ
き
か
で
は
な
く
、
政
治
過

程
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
存
在
意
義
を
有
す
る
司
法
過
程
に
特
有
の
法
形

成
の
モ

l
ド
は
何
か
、
い
か
な
る
紛
争
解
決
に
適
し
て
い
る
か
、
に
関
心
が

向
け
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
裁
判
所
と
い
う
機
関
・
制
度

(
F
S
E
E
-
g
)
の
特

質
、
制
約
が
考
察
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
本
来
的
に
リ
ア
リ
ズ
ム
の
継
承
者
で
あ
り
、
憲
法
典
や
法
的
ル

l

ル
が
実
際
に
判
決
を
下
す
際
に
実
質
的
な
拘
束
性
を
も
た
ず
、
従
っ
て
ど
の

価
値
選
好
を
優
先
す
る
か
は
裁
判
官
の
個
人
的
判
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ざ
る

を
得
な
い
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
裁
判
官
の
主
観
的
選
好

を
そ
の
ま
ま
法
の
名
の
下
に
宣
明
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
民
意
に
基
礎

を
有
さ
ぬ
裁
判
所
に
そ
の
よ
う
な
無
制
約
の
自
由
を
認
め
る
の
は
司
法
の
暴

政
に
繋
が
り
明
ら
か
に
民
主
主
義
に
も
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
ら

は
裁
判
官
の
怒
意
の
制
約
と
裁
判
の
正
当
化
を
図
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た

め
に
は
ま
ず
裁
判
官
が
自
ら
の
偏
見
、
先
入
見
の
存
在
を
明
確
に
認
識
し
こ

れ
を
抑
え
公
正
無
私
な
態
度
を
貫
く
べ
く
可
能
な
限
り
努
力
す
る
こ
と
が
要

北法31(2・342)742



求
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
彼
ら
が
注
目
し
た
の
が
判
決
に
お
け
る
理
由
づ

け
の
意
義
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
裁
判
官
は
判
決
を
下
す
と
き
そ
の
理
由
を
付

す
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
判
決
形
成
過
程
の
究
明
に
あ
た
っ
た
リ
ア
リ
ス
ト

た
ち
は
、
こ
の
理
由
の
明
示
と
い
う
要
請
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
十
分
に
理

解
し
て
い
な
か
っ
た
と
彼
ら
は
考
え
た
。
こ
の
理
由
の
明
確
な
呈
一
亦
は
、
裁

判
の
怒
意
性
の
排
除
と
合
理
化
、
正
当
化
に
つ
き
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
効

果
を
有
す
る
。
一
つ
は
、
た
と
え
裁
判
官
が
あ
る
結
論
を
得
る
に
至
っ
た
実

際
の
過
程
が
、
ハ
ッ
チ
ス
ン
や
フ
ラ
ン
ク
の
い
う
よ
う
に
「
勘

(
F
C
D
n
r
)」

の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
理
由
の
明
示
の
要
求
に
基
づ
き

そ
の
結
論
を
正
当
化
す
る
論
理
を
組
み
立
て
て
い
く
中
で
論
理
の
持
つ
規
制

一
定
の
怒
意
抑
止
の
効
果
が
期
待
さ
れ
う
る
こ
と
、
も
う
一
つ

力
が
働
き
、

は
、
理
由
は
判
決
の
一
部
と
し
て
当
然
公
表
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

司法審査とりーガノレ・プロセス

従
っ
て
他
の
法
曹
及
び
一
般
人
に
よ
る
吟
味
・
批
判
に
曝
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
彼
ら
は
そ
れ
に
よ
っ
て
裁
判
官
が
あ
る
事
件
に
お
い
て
あ
る
結
論
を
何

故
正
し
い
結
論
と
し
て
選
ん
だ
の
か
を
知
り
、
そ
れ
に
対
し
て
評
価
や
批
判

を
行
な
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
は
こ
の
よ
う
な
評
価
や

批
判
に
耐
え
て
彼
ら
を
論
理
的
に
説
得
し
、
納
得
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
成
功
し
た
と
き
裁
判
の
正
当
化
が
果
た
さ
れ
る
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
な
理
由
の
明
示
の
要
請
と
な
ら
ん
で
、
プ
ロ
セ
ス
法
学
者
が
司

法
過
程
の
特
徴
と
し
た
の
が
原
理
づ
け
ら
れ
た
判
決
で
あ
る
。

換
言
す
れ

ff 

一
般
的
に
適
用
可
能
な
判
決
基
準
、
原
理
か
ら
の

p
l
ズ
ニ
ン
グ
に
よ

っ
て
解
決
で
き
る
種
の
紛
争
の
み
が
裁
判
所
の
担
任
で
き
る
問
題
だ
と
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
某
本
的
に
交
渉
と
妥
協
に
基
づ
く
裁
量
的
決
定
を
特
質

と
す
る
政
治
過
程
〈
特
に
議
会
)
と
裁
判
所
を
区
別
す
る
大
き
な
一
示
準
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
原
理
に
基
づ
き
論
理
的
に
一
貫
し
た
裁
判
を
す
る
こ
と

の
要
求
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
機
械
法
学
と
同
様
と
も
み
ら
れ

る
が
、
し
か
し
プ
ロ
セ
ス
法
学
に
お
い
て
は
原
理
的
判
決
の
要
求
は
あ
く
ま

で
も
判
決
が
健
全
で
あ
る
た
め
の
最
低
限
の
条
件
で
あ
る
に
留
ま
り
、
判
決

が
十
分
な
も
の
に
な
る
に
は
他
の
社
会
科
学
的
条
件
の
適
切
な
考
慮
が
必
要

と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
裁
判
所
は
対
審
構
造
を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
る
な

ど
情
報
入
手
手
段
が
大
幅
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
裁
判
官
の
教
育
訓

練
過
程
を
み
て
も
社
会
科
学
上
の
専
門
的
事
項
を
扱
う
能
力
は
大
き
く
制
約

を
受
け
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
も
司
法
過
程
の
役
割
分
担
を
考

え
る
上
で
制
約
要
因
と
し
て
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
次
の
問
題
は
原
理
の
内
実
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
こ
で
も
リ
ア
リ

ス
ト
の
限
を
も
っ
て
憲
法
、
先
例
な
ど
か
ら
の
一
義
的
に
明
確
な
原
理
の
拍

出
に
疑
問
を
呈
し
た
。
即
ち
、
何
が
原
理
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
際
の
裁
判

北法31(2・343)743



研究ノート

官
の
主
観
的
契
機
を
認
識
し
、
こ
の
「
怒
意
の
読
み
込
み
」
を
抑
え
る
必
要

を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
ま
だ
オ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ト
の
所
業
を
記
憶
し

て
い
た
。
特
に
憲
法
の
規
定
が
不
明
確
な
デ
ュ

l
-
プ
ロ
セ
ス
条
項
や
平
等

保
護
条
項
に
関
す
る
社
会
政
策
的
問
題
に
つ
い
て
は
一
一
層
、
原
理
の
内
実
を

そ
の
時
点
で
の
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
予
見
し
う
る
将
来
に
お
け
る
時
点

で
の
国
民
の
価
値
選
好
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ

γ
サ
ス
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る

と
考
え
た
。
そ
う
し
て
こ
そ
判
決
の
前
提
と
な
る
原
理
は
永
続
的
な
も
の
に

な
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
判
決
は
国
民
に
よ
る
受
容
が
期
待
で
き
る
と
思
わ
れ

た
か
ら
で
あ
っ
た
。

』
こ
で
、
事
件
性
、
成
熟
性
、
等
々
の
要
件
の
運
用
、
郎
ち
ピ
ッ
ク
ル
の

い
う
「
消
極
的
美
徳

q
s
a
z
〈

E
E
m
)」
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
つ

ま
り
、
そ
の
適
切
な
運
用
に
よ
っ
て
、
時
期
尚
早
な
、
あ
る
い
は
不
適
切
な

憲
法
問
題
へ
の
裁
判
所
の
介
入
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
プ
ロ
セ
ス
法
学
者
も
裁
判
所
に
よ
る
改
革
を
認
め
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
各
政
府
機
関
は
そ
の
能
力
の
範
囲
内
に
お
い
て
は
積
極
的

に
行
動
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
そ
社
会
の
「
パ
イ
」
を
大

き
く
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
性
質
上
裁
判
官
は
自
ら
の
進
歩
の

理
想
を
直
裁
に
表
明
す
る
の
で
は
な
く
、
実
際
に
国
民
が
到
達
し
う
る
で
あ

ろ
う
進
歩
の
程
度
を
最
善
を
尽
く
し
て
測
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
判
決
す
ベ

き
な
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
裁
判
所
は
「
成
功
」
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
の
機
関
と
し

て
の
存
続
と
効
率
性
の
確
保
の
た
め
に
は
そ
の
要
請
は
欠
か
せ
な
い
の
で
あ

っ
た
。」

の
よ
う
に
、
プ
ロ
セ
ス
法
学
は
裁
判
所
を
基
本
的
に
は
非
民
主
的
で
あ

り
、
原
理
に
基
づ
い
た
理
性
的
判
断
が
求
め
れ
ら
れ
る
機
関
で
あ
る
と
定
義

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ

I
ガ
ル
・
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
他
の
法
形
成
者

(
s
-
0
1由
吉
岡
田
)
と
の
機
能
調
整

(
8
0丘
吉
田
仲
5
ロ
)
を
明
確
に
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
す
る
中
で
次
第
に
各
機
関
の
特
質
を
端
的
に
表

現
す
る
キ
ャ
ッ
チ
プ
レ

1
4か
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
即
ち
、
裁
判

所
は
「
公
正
無
私

S
E
a
R
2
5仏
乙
で
あ
り
、
そ
の
判
決
は
「
理
を
尽
く

し
て
い
る
(
門

E
Z
E
ι
)」
。
立
法
部
は
「
民
意
の
代
表
」
で
「
様
々
な
見
解

を
討
議
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
執
行
部
(
同

7
0
2
0
2
E
S
)
は
「
能
率
的

(OB20E)」
で
、
行
政
諸
機
関
(
邑

B
5
E
S
Z
4
2
0間
g
n
F
o
m
)
は
「
融
通

が
き
き
(
由
。

H
F
r
)」
、
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
」
で
あ
る
、
等
々
。

こ
う
し
て
、
新
し
い
問
題
が
生
ず
る
と
、
そ
の
性
格
が
定
義
さ
れ
、
そ
れ

が
「
司
法
的
」

あ
る
い
は
「
行
政
的
」

に
解
決
さ
れ
う
る
も
の
か
、

「
立
法
的
」
か
を
確
認
し
た
上
で
そ
の
解
決
に
最
も
適
し
た
機
関
が
定
め
ら

れ
そ
の
処
理
に
当
た
る
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
プ
ロ
セ
ス
を
ス
ム
ー
ズ
に

北法31(2・344)744
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機
能
さ
せ
る
こ
と
が
法
学
者
と
し
て
の
彼
ら
の
主
要
な
関
心
事
な
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
激
発
的
な
社
会
問
題
は
、
た
と
え
他
の
機
関
が
そ
の
解
決
に

乗
り
出
さ
な
い
と
き
で
も
、
そ
れ
が
「
司
法
的
」
に
解
決
で
き
な
い
種
の
も

の
で
あ
れ
ば
裁
判
所
は
黙
過
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
敢
え
て
介
入
す
れ

ば
十
分
な
解
決
を
与
え
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
そ
こ
で
の
失
敗
に
よ
り
国
民

の
信
頼
を
傷
つ
け
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
の
本
来
的
な
機
能
の
方
ま

で
損
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
裁
判
所
が

敢
え
て
不
介
入
の
態
度
を
一
示
す
こ
と
で
国
民
が
目
覚
め
、
本
来
そ
の
問
題
に

対
処
す
べ
き
民
主
的
政
治
過
程
が
作
動
し
は
じ
め
る
で
あ
ろ
う
と
の
期
待
が

あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

最
後
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
ら
が
全
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
政
府

の
積
極
行
動
の
必
要
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
行
動
を
全
体
と
し
て
効
果
的
た

司法審査とリーカツレ・プロセス

ら
し
め
る
た
め
の
法
学
的
ガ
イ
ド
ラ
イ

γ
を
設
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
み

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
司
法
過
程
観
の
み
を
と
ら
え
た
場
合

は
、
裁
判
所
に
よ
る
社
会
政
策
形
成
を
抑
制
す
る
消
極
主
義
的
主
張
と
な
る

こ
と
が
多
い
が
、
政
府
に
よ
る
積
極
行
動
自
体
を
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
そ
の
意
味
で
プ
ロ
セ
ス
法
学
も
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
一
翼
を
代
表

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
問
題
は
現
実
と
の
整

合
性
で
あ
っ
た
。

(
1
)
d
5
F
g由
同

t
b
N
R
H
4
g
q
h
p
g
gミ
巳
S
G
E
S誼
日

H
Rミ
師
、
、
宮
、
ぬ
苫
ミ
白
-
古
町
、
凡
な
円
な
苦
白
潟
、
川
町
。
円
九
白
~
。
』
宮
崎
苫
h
n
p
-
ロ
回
以
〉
'

↓↓何回同
Z
印
。
司
〉
F
向開河
H

の〉
Z
戸
別
の
K
H
F

、吋出
o
dの回
1

『]区一
ω

(

]

F

由、吋∞)・

本
関
長
世
『
ア
メ
リ
カ
政
治
の
潮
流
』
(
昭
和
五
三
年
)
。

ハ
2
)
出・

7
向
・
国
防
長
旬
。
町
選
S
U
M
M
a
h
H
2
2
s
i
h
=
A
A野
な
空
会
主
語
唱
宏

司
〉
問
〈
-
F

初
開
〈
・
申
お

.
8吋
(
H
g
H
)

(

3

)

初
期
の
例
で
は
、
全
国
産
業
復
興
法

(
N
I
R
A
)
は
企
業
、
労
働

界
を
共
に
受
益
者
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
農
業
調
整

法

(
A
A
A
)
は
ま
さ
に
農
民
の
受
益
者
化
に
他
な
ら
な
い
。
更
に
、

ワ
グ
ナ

l
法
等
に
よ
る
労
働
組
合
の
強
化
ゃ
、
社
会
福
祉
政
策
一
般
も

こ
の
よ
う
な
受
益
者
化
政
策
に
沿
う
も
の
と
い
え
よ
う
。

(
4
)

プ
ロ
セ
ス
法
学

(HM52g
』
巳
ユ
名

E
L
2
2
)
の
名
称
は
こ
こ
に

由
来
す
る
。
羽
田
号
制
・
吋
回
開
〉
去
何
担
わ
〉

Z
E
2
2〉
戸
、
円
周
〉

E'

J

つ
H
O
Z
N
ω

。(]5寸
酌
)
・

ま
た
、
ホ

l
ウ
ィ
ツ
(
去
三

g
ロ
出

2
豆
ロ
)
の
い
う
制
度
的
形
式

主
義
(
同
ロ
丘
一
Z
Z
E
E
-
司
D
同
HHErmE)
も
同
趣
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
参
照
、
矢
崎
光
閤
「
現
代
ア
メ
リ
カ
法
理
論
の
形
成
過
程
に
つ
い

て
|
|
ハ

l
ヴ

7

1
ド
・
ロ

l

・
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
印
象
記
」
『
法

理
学
の
諸
問
題
|
|
加
藤
新
平
教
授
退
官
記
念
』
(
昭
和
五
一
年
)
二

八
二
1

八
三
頁
。
』
・

ω開
口
の
冨
〉
戸
吋
同
何
回
同
。
同
(
U
H
J
E

ロ何回、∞
ω

(ロヨ∞)・

(
5
)
ω
m
n
g
a
hつ
同
町
文
句
刀
、
白
誌
と
-
H
q
H
馬、・

5
司
自
問
U
冨
〉
z
h
w

岡
田
河
〉
盟
、

(
問
。
印
・
)
唱
、
円
回
開
。
司

ト
『

C
印、ロわ開印

叶
出
何

C
Z
H
A『
切
り

ω、H
，〉吋，明印
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ωCHU百
円
宮
問
。
。
d
問
、
司

N
A
H
C
U
(
5
3
)

ま
た
、
あ
る
彼
の
伝
記
で
は

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
各
政
府
機
関
が
能
力
を
発
揮
し
う

る
分
野
に
は
か
な
り
は
っ
き
り
と
し
た
境
界
が
あ
り
、
各
機
関
は
そ
の

中
で
行
動
し
、
そ
の
中
に
自
ら
の
行
動
を
限
定
す
べ
き
だ
と
い
う
の
が

彼
の
基
本
的
前
提
で
あ
っ
た
」
同
盟
、
思
ム

ω・
吋
問
。
玄
〉
印
司
町
田
匂
門

司河
kpZ同
司
口
同
叶
開
河
・
∞
わ
図
。
戸
〉
河
。
Z
吋
出
何
回
凶
開
Zmu出

NA山田(]{市出品。)唱

言
。
同
足
立
〉
富
何
回
出
。
〉
Z
吉
田
口
〉
回
、
回
何
回
〉
〈
回
。
河
∞
∞
(
∞
円
。
ロ
ロ

2

2
同・]{由叶
ω)・

(
6
)
【

uc-mm円
。
〈
ゆ
〈
の
門
町
内
w
p
u
N∞
C
-
ω
・印品川
V

(

]

F

U

品岱)・

(
7
〉
同
-
h
-
z
g司
ω
S丹
巾
阿
円
巾
。
。
.
タ
ピ
巾
ゲ
自
由
ロ
P
日∞印

d
・
ω
-
N
S
-

ω
]
F
]

戸(同市混同)・

(
8
〉
同
-
h
-
〉
ω-Hd
司
但
ロ
品
。
門
戸
、
吋
〈
〉
・

N申
叶
己
・

ω
-
N∞∞
-ω
台

(HUω
酌)・

(

9

)

ま
た
、
州
籍
の
相
違
に
基
づ
く
事
件
の
場
合
に
は
、
受
訴
連
邦
地
裁

は
、
そ
の
所
在
す
る
州
の
州
法
を
適
用
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
連
邦
コ

f
y
-

ロ
ー
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
開
ユ
m
H
N
-
M
N
-
戸
、
吋
O
B司
在
ロ
p
u
o
h

d
ω
・

E
(巴
ω
∞
)
で
の
プ
ラ

γ
ダ
イ
ス
法
廷
意
見
は
、
連
邦

ι州
の

関
係
等
を
考
え
る
に
つ
き
、
法
学
者
た
ち
に
極
め
て
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
。

〈
m
w
)
ω
凸

C

ω
・
色
品
(
呂
田
)
・

(日
)
0
2ロ円
ω
判
決
の
他
に
、
】
O百
件
〉
ロ
昨
日
・
司
自
己
ω同
月
丘
己
間
一
2
(
U
O
B
B
-

ぐ

-
F
r
o
g
F
e
ω
九
日
戸

C
'
ω
-
H
N
U
(
巴臼)・

(
ロ
〉
同

h
・
・
出
色
-oU1
〈
・
目
。
r
t
L
g
p
ω
b
c
-
ω
-
S∞

(EE)・

〈日
)
N
W・h・阿川
-m切
除

(U0
・〈
-
Cロ
-
z
ι
ω
g
z
p
ω
k
H
H
d
-
ω
・申()叶

(HU臼!)・

(
H〉い「主同
0
・
HV巴
喜
望
也
、
止
な
同
1
b
司
句
ミ
ョ
・
2
富
町
内
包
Hhミ・

-MMW旬
。
吋
句
、
、
遺
-

品
印
国
〉
河
〈
・
円
、
.
如
何
〈
・

H
O
N
H
H
O
l
H
ω
(
呂
田
)
・

(
日
)
ヴ
ィ
シ
ソ

γ
長
官
時
代
(
一
九
四
六

l
五
一
二
)
は
他
の
ど
の
長
官
の

時
代
よ
り
も
五
対
四
の
判
決
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

状
態
を
許
し
た
大
き
な
原
因
の
一
つ
が
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
長
官
の
統
率
力

の
欠
如
に
あ
っ
た
こ
と
も
衆
自
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
よ
う
で
あ
る
。

〉
切
河
〉
国
〉
戸
百

ωJ門岡わ何
ω
〉
Z
U
M
ι
同
何
回
口
何
一
2
4
m
N
N∞

(54S-

(
M
山)し『防局
P
h
R』
官
、
ぬ
ロ
ロ
芯
一

(
]
E
Y

釦丹

H
H
ω
H品・

(
げ

)
ω
田
口

F
p
hサ
ロ
之
さ
也
、
、
札
芯
叫
4
b
m
w

め
Hahvミ
室
内
町
。
S
4・
Nhwqhw
吋
問
、
苦
-

月山町山田
kp河
〈
・
円
、
.
同
開
〈
・
山
山
A
r
u
m
E
l
H
C
ω
(戸市出品)・

(
同
日
)
ヘ
ン
リ
l
・
ハ
l
ト
は
ハ

i
ヴ
ァ
l
ド
・
p
l
・
ス
ク
ー
ル
卒
業
後

フ
ラ
ン
ク
フ
7
l
タ

l
教
授
の
下
で
一
年
間
大
学
院
生
と
し
て
研
究

し
、
つ
い
で
プ
ラ
シ
ダ
イ
ス
判
事
の
ロ

l
-
F
-
フ
l

F
を
務
め
て
か
ら

」
九
三
ニ
年
以
来
母
校
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
。

〈
山
口
)
次
第
に
ピ
ッ
ク
ル
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ

l

F

i
は
、
他
の
人
々
か
ら
同

一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
年
ピ
ッ
ク
ル
の
著
作
が
批
判
さ
れ
る
と
、

フ
ラ
ン
ク
フ

7
1
F
ー
は
そ
れ
は
突
は
自
分
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と

考
え
た
ほ
ど
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
h

町
内
向
肘
仏
耳
目
同
仏
〉
・

HMロ円
n
m
-
f
rニ

み
な
H
白
書
同
時
、
』
h・同凶
H門
除
問
向
島
苫
札

HF問
、
SHah~間
同
忠
良

(UDW惜しえた里町凡ロタ

ロ
国
〉
河
〈
・
(

U

・
岡
山
・
ー
の
・
円
、
「
河
内
〈
・
印
凶
グ
印
日
記

(
H
S品)・

ハ
州
出
)
、
門
間
関
口
ZHι
己
虫
、
岡
山
出
回
目
。
苫
否
。
z
m
O司
冨
問
・
吉
田
、
ロ
わ
開

切回出〉
Z
U開
岡
山
町
一
日
吋
出
問

ωロ
司
月
岡
宮
切
の
。
口
問
凶
，
k
F

叶，

S
1
0同
開

(
H
由印
13・

ポ
ー
ル
・
フ
ロ
イ
ソ
ド
に
よ
る
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
・
ペ
ー
パ
ー
ズ
整
理
の
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作
業
へ
の
参
加
を
勧
め
た
の
も
フ
ラ

γ
F
7
7
1
F
ー
で
あ
っ
た
。

句ロ円円め
Z
・叫札・

〈幻
)

L

『
民
・
丘
町
一
出
lU0・

(
明
品
〉

F
r
o
-
や
毛
色
ロ
ロ
m
H
c
p
h
認
定
ぬ
と
S
H
V官
、
吉
定

S札

HF
。

L

「
宮
崎
同
町
凡
白
『
、
、
。
門
時
的
師
一
吋
言
』
円
宮
内
色
町
昌
ミ
ミ
旬

(
U
S
F
己
国
〉
同
〈

戸
・
月
間
〈
-
H
(
]
戸市W
印、吋)・

(
お
)
同
九
回
同

ω
i
A
H
・

(
担
〉

F
E
-
o
J弓
2
r
z
c
E
C口
〈
・
戸
山
口
S
E
E
-
r・
8ω
ロ

ω
・
企
∞

(
H
申印斗)・

(
お
)
∞
Fnro-
伶
君
。
-
-
E
g
g
-
g
v
g
g
g
(
M
M
)・
2
M
M
l
M
E・

〈
却
)
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
l
b
T
l
判
事
は
本
件
反
対
意
見
に
お
い
て
、
過
去
の

例
か
ら
み
て
も
最
高
裁
は
何
が
憲
法
に
基
づ
く
「
司
法
権
」
の
行
使
に

適
合

(
S
2昨
日
ロ

L
P
)
す
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た

上

3
8
C
-
ω
・
怠
∞
L
S
)、
本
件
で
の
問
題
は
議
会
で
の
解
決
に
こ

そ
適
し
て
い
る
か
ら
、
司
法
的
介
入
は
控
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い

る。

(
幻
〉
阿
川
-
h
-
-
O
E司
-oH
司
ユ
ロ
江
口
問
司
円
。
ω
ω
(
U
0
・
〈
・
。
2
2ロ
m
-
N
E一己・

ω
・

hHA凶・
ι∞
∞
(
巴
NH)
〔切円山口
L
O
円
少
ア

&
Z
S悼と
s
h〕
日
喝
。
ロ
ロ
ω
M
Lぐ
m
ロ
5

〈
-
君
。
己
主
同
m-ロ
2
・
N
S
d
-
ω
・
日
夕
色
∞
lN品
(
H
S
3
3
5ロ
r
u
-

-
-
札
凡
初
旬
司
、
え
凡
ミ
均
〕
・

(お

)
E・
7
向
-
E
K
F問
、
吋
・
同
月
-hw
〉・

7
向・

ω〉
わ
岡
山
・
、
吋
民
間
戸
別
の
〉
F

同V岡山。
RU開
印
印
日
切
〉
凶
同
門
U
可河
O
回
F同
窓
印
同
甲
山

H
，
間
関

F
P
μ
R
H
Z
C
』

z
u

hF同ν
司「
HmH〉J
ロ
o
z
。
司
戸
〉
4
『
(
z
z
a
z
o
E
-
巳印∞)・

本
書
は
、
そ
の
後
数
多
く
の
類
書
を
生
み
だ
し
た
一
種
の
バ
イ
ブ
ル
的

存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
八
年
に
教
材
と
し
て
タ
イ
プ
印
刷

で
出
さ
れ
た
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
聞
に
正
式
出
版
の
予
告

が
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
遂
に
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
の
事
情
は
定

か
で
な
い
が
、
七
五
年
現
在
で
も
タ
イ
プ
印
刷
の
ま
ま
使
用
さ
れ
て
い

る
由
で
あ
る
。
矢
崎
、
前
掲
注
(

4

)

。
な
お
、
木
舎
の
邦
語
で
の
紹
介

と
し
て
、
田
中
英
夫
・
谷
川
久
「
=
ピ
官
-
p
o
n
g師
三
|
|
'
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
立
法
学
の
一
つ
の
か
た
ち
l
i
l
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
五
号
六

頁
、
二
二
七
号
-
五
一
良
(
昭
和
三
六
年
)
が
あ
る
。

(
お
)
出
〉
同
州
、
『

hrω
〉円リ問問唱

R-ω
仲

HHOIH品・

(
州
出

)

L

ミ
・
巳

]FE--A凶
∞
山
内
¥
・
出
mw

円
デ
町
。
吉
道
主
同
町
。
去
の
ロ
宮
、
、
な
ミ
ミ

h
G
E
足
早
ざ
hF
百
円
聞
の
〉
F
H
z
m吋
H↓c、口。
Z
印
吋
。
ロ
〉
J

同
〉
Z
U

吋
。
玄
。
同
河
。
省
一
、
同
国
間
わ
開
Z
寸開
Z
Z同〉
F
(い。
Z
司
何
回
開
ZRU開
〈
。
F
d
F向開

。
司
吋
回
開
。
。
ロ
ー
『
沼
田
〉
円
、
〉
d
『

ωわ
問
。
。
F

品
。
ム
出

(
H
V
2
L
2ロ

め《戸]戸川}回申)・

(
幻
)
出
〉
同
州
1

『
hrω
〉
2
a
-
芯
・
旦
∞
∞
ωid申
・
本
書
で
は
、
同
》
o
q
n
oロ
ロ
ー

-vzz冊
目
聞
の
概
念
に
つ
き
、
フ
ラ

l
の
所
説
に
依
拠
し
て
い
る
。
フ

一
フ
l
自
身
は
、
そ
の
よ
う
な
事
案
の
例
と
し
て
、
物
価
、
賃
金
、
商
品

の
流
通
に
関
す
る
決
定
、
人
口
の
流
動
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
選
挙
区

割
の
改
変
、
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
選
手
の
ポ
ジ
ジ
ョ

γ
決
定
、
都
市
部
を
通

過
す
る
道
路
シ
ス
テ
ム
の
決
定
、
科
学
研
究
計
画
へ
の
資
金
の
配
分
、

航
空
路
の
決
定
、
国
境
線
の
決
定
、
人
口
に
応
じ
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
る

よ
う
に
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ピ
の
乎
ャ

γ
ネ
ル
を
配
分
す
る
こ
と
、
を
挙
げ

北法31(2・347)747
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て
い
る
o

F

C
ロ
戸
町
三

-
R
-
h弘
、
さ
色
町
む
と
ロ
苫
白
唱
え

h
b
由
同
ミ
h

b

¥

h

s
タ
印
A
H
V河
O
打
開
問
巴
HHA
の的

O
Hり
斗
問
問
〉
宮
間
周
回
。
〉
Z
ω
O
R
U
H
岡山寸ペ

。司阿明日一寸周回
N
Z
〉
J
Z
。
Z
〉
戸
戸
〉
d

司
ゲ

ω
l印
(
s
m
O
)
・

(
幻
)
出
回
円
F

M

Z

居
間
句
宮
司
、
間
宮
町
内
。
ミ
、
F
L
N
h
w
q
∞
吋
問
、
苦
l
、。、司
He口、
hH
・.

吋民事時四

h
b
h
H
一ミ

q
¥
H
p
h
h史
的
町
民
門
司
デ
吋
一
w

出
〉
河
〈
・

H
i
-
-
N
悶
〈
'
∞
品
・
甲
町
i

H
O
O
(戸川
V

印。)

(
お
)
こ
こ
で
ハ
l
ト
は
ウ
ェ
ク
ス
ラ
l
の
中
立
原
理
(
ロ

0
5
5日
℃
ユ
ロ
己
'

1
2
)
を
引
用
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ク
ス
ラ
l
に
つ
い
て
は
後
述
。

(
凱
〉
二
四
時
間
と
い
う
の
は
、
当
時
の
最
高
裁
判
事
が
〕
つ
の
判
決
文

(
補
足
意
見
や
反
対
意
見
を
含
む
)
を
作
成
す
る
の
に
費
し
え
た
平
均
時

間
と
し
て
、
ハ
ー
ト
が
推
定
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
内
凶
円
F
H判官、、白

ロO
R
W
(
ω
N
Y
m同
由
N
・

(
お
〉
こ
の
ハ

l
ト
の
論
文
に
対
し
て
は
、
早
速
サ

l

マ
ン
・
ア

l
ノ
ル
ド

が
攻
撃
を
く
わ
え
た
。
特
に
「
集
団
に
よ
る
思
考
の
成
熟
」
の
過
程
に

つ
い
て
「
背
も
今
も
、
そ
の
よ
う
な
過
程
な
ど
存
在
し
な
い
。
そ
の
よ

う
な
合
議
に
お
い
て
他
人
の
見
解
に
出
合
う
と
、
積
極
的
な
意
見
を
も

っ
た
人
間
は
一
一
回
か
た
く
な
に
な
る
だ
け
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い

る
。
〉

E
C
E
.
、
さ
¥
g
h
己
、
同
白
ミ
ぱ
同
コ
b
hむ
な
h

刊して・

3
出
〉
悶
〈
-
F
-

E
W〈
-
H
N
8
・

5
ロ
(
呂
町
。
)
・
し
か
し
、
ハ
ー
ト
の
翌
年
に
判
例
回
顧

へ
の
序
言
一
を
書
い
た
グ
リ
ズ
ウ
ォ
ル
ド
(
当
時
ハ
l
ヴ
ァ

l
ド
・
ロ

1
・

ス
ク
ー
ル
の
デ
ィ

l
γ

で
あ
っ
た
〉
は
、
次
の
よ
う
に
ハ

l
ト
を
支
持

し
た
。
「
ア
l
ノ
ル
ド
の
批
判
は
全
く
誤
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

私
自
'
身
決
し
て
謙
虚
で
も
な
く
控
え
め
な
人
間
で
も
な
い
が
、
私
の
有

し
て
い
た
確
信
が
同
僚
と
の
討
論
に
よ
っ
て
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
グ
に
変
化

し
た
経
験
が
何
度
も
あ
る
。
訟
に
と
っ
て
『
集
団
に
よ
る
思
考
の
成

熟
』
は
明
白
な
現
実
で
あ
る
。
ア
l
ノ
ル
ド
に
こ
の
よ
う
な
経
験
が
な

い
と
は
残
念
な
こ
と
だ
」
開
門
司

Z
Z
.
。
ロ
印
君
。
広
.
同
足
時
め
H
h
h
w

之
さ
向

(川口号、
F

H
甲
山
由
吋
句
、
苦
l
h
4
0
2
君
。
、
札
口
。
¥
吋
凡
雲
間
白
書
出

h
H
H札
HHhh出向同
l

h
u
E
L
『
S
M也
、
同
ミ
、
同
白
書
同

H
R
h
常
時
弘
、
苫
ロ
ミ
-
叶
仏
国
〉
河
〈
-
F
剛山開〈・

∞
ゲ
∞
印

(sg)・
更
に
グ
リ
ズ
ウ
ォ
ル
ド
は
、
人
間
が
「
結
果
に
合
わ

せ
た

(
E
E
F
'
oュ
。
異
色
)
」
判
断
を
す
る
の
は
避
け
が
た
い
こ
と
で
あ

り
、
プ
ヲ

γ
ダ
イ
ス
判
事
の
下
し
た
判
決
の
中
に
も
二
、
三
の
そ
の
よ

う
な
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
一
認
め
つ
つ
、
し
か
し
却
っ
て
こ
れ
ら
の
事

実
は
、
判
決
が
人
間
と
し
て
可
能
な
限
り
知
的
に
正
当
で
利
害
を
越
え

た
理
由
に
基
づ
い
て
下
さ
れ
る
よ
う
に
不
断
の
努
カ
が
な
さ
れ
る
べ
き

こ
と
の
重
要
さ
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
全
面
的
に
ハ

l
ト

に
賛
同
し
て
い
る
。

h
n
戸
内
広
三
ー
・
ま
た
、
ピ
ッ
ク
ル
も
、
リ
ア
り
ス
ト
に

対
し
て
は
そ
の
基
本
的
業
績
を
認
め
つ
つ
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
リ
ア
り
ス

ト
は
今
で
は
ほ
ん
の
一
一
怒
り
の
、
問
題
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
人
々
の
集

ま
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
見
て
お
り
(
回
k
r己
-
M
V
暑
と
号
。
b
p
H
色
¥
白

h
h
h白
『
同

E
ご
.hH
・
吋
F
0
2
0
4司
岡
山
め
匂
ロ
r
t
p
〉同)円・

N
A
F
5
2
・司・

ω
。)、

ハ
l
ト
・
ア

I
ノ
ル
ド
論
争
に
つ
い
て
も
、
『
相
異
な
る
見
解
を
各
々
絶

対
の
確
信
を
も
っ
て
保
持
し
て
い
る
判
事
た
ち
が
、
論
理
や
議
論
の
み

に
動
か
さ
れ
て
自
ら
の
見
解
を
捨
て
去
る
で
あ
ろ
う
と
示
唆
す
る
の

は
、
最
高
裁
の
歴
史
に
つ
い
て
の
知
識
の
欠
如
を
採
呈
す
る
こ
と
に
他

な
ら
な
い
』
と
す
る
ア

I
ノ
ル
ド
の
批
判
を
と
ら
え
、
判
事
た
ち
は
、
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単
に
論
理
や
議
論
自
体
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
の
で
は
な
く
論
理
を
道

具
と
し
て
議
論
し
て
い
く
中
で
生
ま
れ
る
内
観
、
反
省
、
理
性
に
よ
っ

て
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
例
は
過
去
に
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
歴
史
の
無
知
と
い
う
非
難
は
却
っ
て
ア

l
ノ
ル
ド
こ
そ
が
受
け

る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
、
ア

l
ノ
ル
ド
の
所
説
は
致
命
的
な
皮
肉
癖
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
所
産
で
あ
る
と
論
結
し
て
い
る
。
∞
同
門
い
関
何
回
、
.
吋
国
間

同十開〉印
J

「
円
)
〉
Z
の
開
刻
。
C
凶
切
河
〉

zn町
一
吋
国
間

ω
d司
月
間
宮
開
。
。
d
同
寸

〉
・
司
、
吋
国
何
回
〉
河

O

司
同
ν
O
F
H
1『
HRU

的∞
M
l
∞h
H
(
]
5
即日)・

(
泌
)
巧

2
Z
5・
2
5ミ~〈
naEN
宇
怠
門
笠
間
的
。
¥
門
リ
喜
朗
号
宇

と
q
w
N
R
H
N
h
b
H
F
4
ω

出
〉
同
町
〈
・
岡
、
.
m
M
W
1
4
・
ゲ
]
「
叩
i
H
m
o
c
g
)
本
論
文
に

対
す
る
邦
語
で
の
検
討
と
し
て
、
奥
平
康
弘
「
政
近
の
合
衆
国
最
高
裁

判
所
を
め
ぐ
る
論
議
に
つ
い
て
」
東
大
社
会
科
学
研
究
所
編
『
社
会
科

学
の
基
本
問
題
』
下
(
昭
和
三
八
年
)
凶
五
三
頁
等
が
あ
る
。

(
幻
)
巧

2
E
R
R
-国

同

5
・

(
叩
拍
)
例
え
ば
、
立
法
者
の
明
一
部
の
意
思
に
ど
の
程
度
の
重
要
性
を
認
め
る

か
、
社
会
科
学
的
証
拠
に
重
き
を
お
く
べ
き
か
否
か
に
関
し
て
も
原
理

づ
け
ら
れ
た
決
定
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
本
案
の
み
な
ら

ず
、
司
法
判
断
適
合
性
の
考
慮
に
つ
い
て
も
原
理
づ
け
ら
れ
た
判
断
が

要
求
さ
れ
る
。
九
叫
時
四
回
ハ

g件
。
目
。
ロ
円
君
主
ゲ
叫
d
F
h

同
苫
号
、
s
h
h
w凡

h
・

芝
、
g
z
R
ミ
ミ
S
マミ

h
J宮
司
令

N
8・
斗
∞
ゎ
。
F
C
V
向
・
「
岡
山
里
-

甲山出
N
-
由
∞
山

Y
坦
坦
九
日

(
H
m
w
斗
∞
)
・

(
却
〉
・
あ
る
立
場
に
つ
い
て
の
原
理
づ
け
ら
れ
た
道
徳
的
議
論
が
全
て
裁
判

所
の
採
用
し
う
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
裁
判
官
は
そ
の
中
か
ら
法
的

に
意
味
あ
る
も
の
を
選
択
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
L

ミ・

2
申
S-

(
川
叩
〉
一
不
さ
れ
た
理
由
が
極
め
て
限
定
的
で
、
他
の
関
連
す
る
状
況
へ
の
指

針
と
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
れ
は
一
般
性
を
欠
く
と
み
な
さ
れ
る
。
例

え
ば
、
回
z
z
oロ
〈
-

d
弓
己

B
5
m
gロ
】
M
R
H
C
口
問
〉
E
H
V
ロ
ユ
ヲ

ω
g
d・

ω
戸
印

(
5
2
)
で
は
、
州
政
府
と

2
1
ヒ
l
シ
ョ
ッ
プ
が
結
ん
だ
契

約
を
数
え
あ
げ
て
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
そ
の
庖
で
の
人
種
差
別
を
州
の

行
為
と
み
な
す
手
法
が
と
ら
れ
た
が
、
こ
の
判
決
か
ら
は
他
の
ど
の
よ

う
な
州
の
行
動
様
式
が
同
様
の
結
論
を
も
た
ら
す
か
の
予
測
が
つ
か

ず
、
こ
の
理
由
づ
け
は
一
般
性
を
欠
く
と
さ
れ
る
。
旬
、
・
己
申
箆
・

(
H
U
)

こ
れ
が
中
立
性
の
意
味
で
あ
る
が
、
グ
リ

l
ナ
ワ
ル
ト
は
次
の
よ
う

な
設
例
で
，
説
明
し
て
い
る
。

A
，
か
「
急
迫
し
た
犯
罪
行
為
を
惹
起
し
な

い
限
り
誰
で
も
自
ら
の
信
ず
る
と
こ
ろ
を
表
明
す
る
権
利
を
有
す
る
の

だ
か
ら
、
共
産
主
義
者
が
マ
ル
ク
ス
主
義
を
唱
導
す
る
の
は
許
さ
れ
る

べ
き
だ
」
と
論
じ
た
と
す
る
。
も
し

A
が
次
に
白
人
の
人
種
的
優
越
を

主
張
す
る
男
に
一
言
論
の
自
由
を
認
め
な
か
っ
た
と
す
る
と
、

A
が
共
産

主
義
者
を
擁
護
す
る
た
め
に
用
い
た
理
由
は
中
立
性
を
欠
い
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
た
だ
、
こ
の
例
で
は
共
産
主
義
者
の
事
件
の
時

点
で
は
そ
の
理
由
が
中
立
性
を
有
す
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ

の
時
点
で
明
瞭
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
理
由
が
全
く

示
さ
れ
て
い
な
い
と
き
や
、
一
不
さ
れ
た
理
由
が
、

A
に
関
す
る
過
去
の

例
ゃ
、
論
理
的
な
考
察
に
よ
っ
て
、
他
の
コ

γ
テ
ク
ス
ト
で
は
確
実
に

用
レ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
確
信
し
う
る
と
き
な
ど
で
あ
る
。

h
n
同
・
己

申∞印
1
∞A
W

・
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(
臼
)
回
F
n
r己
・
師
"
も
、
hH
ロ
0
8
2
3・
三
日
(
)
・

(
M
)
〉凹}阿君
ωロ
LAM
円
〈
・
吋
〈
〉
-

N
由、吋

C
・
ω-M∞∞・
ω
台
(
芯
ω
由
)
で
プ
ラ

ン
ダ
イ
ス
判
事
が
述
べ
た
い
わ
ゆ
る
憲
法
判
断
回
避
の
準
則
。
参
照
、

戸
部
信
喜
『
憲
法
訴
訟
の
理
論
』
(
昭
和
四
八
年
〕
四
四
頁
。

(
間
山
)
彼
ら
に
共
通
の
メ

γ
タ
ー
で
あ
る
ブ
ラ
ン
ク
ブ

7
1
9
l
も
同
様
に

論
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
世
論
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
憲
法
の
要
求
す
る

基
準
で
あ
る
」
戸
0
5
2
m口
"
。
凶

Z
-
-
H
1
5ロ
ロ
ぽ
〈

H
N
Z君
。
ゲ
ロ
ア

ω
日申

d
-
∞
-
K
H
3
1
む
H
Q
E斗
)
一
一
国
主
ミ
ぐ

O
E
O
-
ω
ω
N
d
・
ω
・
呂
町
・

2
ω

(
戸
市

X
∞)・

(
部
)
回
同
門
い
同
開
F-
」
返
上
司
、
白
ロ
o
g
(
ω
印
)
咽
同
片
品
ω
・

(
幻
)
同
氏
∞

HNω
申・

(問山)同九・

(
臼
)
旬
、
・

(
山
山
)
国
〉
河
、
吋
色
町

ω〉
わ
阿
内
少
」
四
位
、
泊
、
白
ロ
2
0
(日申)・

(hm
〉
h別
問
問
。
。
D
円
問
。
可
-
E
2
円
]
M
O
F
U
1
b向
め
旬
、
b
、
白
足
。
詰

bL司
、
也
君
、
、
hw~

ヘ
山
町
、
凡
之
さ
た
河
口
¥
九
引
ミ
志
向
匂
注
目
民
同
号
、
H
S
6
H
H
a
h
H弘
、
町
民
三
巴

w
a
-
-
ロ

Z
O】

r
向
。
凶
凶
凶
一
。
。
Z
印
斗
コ

-c-ロ
。
Z
〉
F
H
印
冨

u
o
H
(
同日。ロロ
D
口
r
h
w

(
U
E
司
吉
田
口
止
叩
・

H
3
5・

(
臼
)
従
っ
て
、
こ
の
立
場
に
立
っ
て
判
決
を
批
評
す
る
法
学
者
に
と
っ
て

は
、
裁
判
官
が
ど
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
か
、
あ
る
い
は
達
す
べ
き

か
は
、
理
論
上
考
察
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。
あ
く
ま
で
も
彼
ら
の
関
心
は
、
ど
の
よ
う
に
結
論
に
達
し
た
か
で

、
、
、
、
、

あ
り
、
ど
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
か
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
強

調
し
た
論
稿
と
し
て
、
例
え
ば
、
盟
会
。
f
b
h
p
ぬ
引
で
号
、
室
内
室
、
同

同

d
q
D
=
N
u
b
E
R
ミ
3
U
-
z
o
d司

J
F
H
r
、HJHHHg

沼
田
四
白

N
5
0
・
ω
3
F
8
-

一戸市出品∞
L
口
、
吋
回
開
∞
C
司
同
開
玄
問
。
。
d
岡、司

d
z
u開
河
何
〉
河
F

d
〈〉同州知開
Z

NNA凶

(
F・
4
〈
-
H
h
m〈
可
伶
品
・

]F由、吋
N)
・

(
臼
〉
ブ
ラ
ン
ク

7
7
1
F
l
判
事
は
一
九
六
二
年
の
最
高
裁
判
事
職
か
ら

の
引
退
に
際
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
〔
最
高
裁
判
事
に
は
〕
、

問
題
の
処
理
に
際
し
、
理
性
的
過
程
を
根
気
強
く
追
求
す
る
こ
と
が
要

求
〔
さ
れ
る
〕
。
こ
の
追
求
に
は
事
件
の
争
点
に
含
ま
れ
る
要
素
の
分

析
に
際
し
て
の
知
的
公
平
き
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
翻
っ
て

〔
判
事
に
対
し
〕
そ
の
よ
う
な
公
平
さ
を
損
ね
る
よ
う
な
全
て
の
影
響

を
厳
絡
な
自
己
審
食
に
よ
っ
て
発
見
し
、
抑
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
の

で
あ
る
」
也
「
切
L
N
ι
H
(
忌
品
N)
・

(
臼
)
「
『
事
後
的
監
査
者
』
と
し
て
の
論
理
の
も
つ
規
制
力
は
、
『
勘
』
そ

の
他
に
よ
っ
て
い
わ
ば
先
取
り
さ
れ
る
テ
ン
タ
テ
ィ
グ
な
仮
説
が
、
一

連
の
論
理
的
に
妥
当
な
推
論
を
介
し
て
、
真
な
る
も
の
と
指
定
さ
れ
た

一
群
の
命
題
と
『
結
び
つ
け
ら
れ
う
る
』
か
否
か
の
吟
味
を
通
じ
て
発

揮
さ
れ
る
」
碧
海
純
一
「
裁
判
に
お
け
る
論
理
の
機
能
」
法
哲
学
年
報

一
九
七
一
、
三
四
頁
。

(
伍
)
国
〉
同
N1『
hwω
〉【
U問
団
-
旬
駒
内
司
、
、
白
ロ
2
0
3
3
・
巳
岳
町
∞
l

自由・

(付加〉

Lζ
・間同

]FHH
・

(
肝
)
次
に
あ
げ
る
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、
当

EA『
戸
室
、

E
g
g
s
-

内W
H
U
N
N
に
よ
る
。
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む
す
び

総
括
と
展
望

」
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
法
学
の
主
張
は
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ

の
状
況
に
お
い
て
は
特
異
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
過
激
な
行
動
が
好
ま
れ

な
く
な
り
、
ア
メ
リ
カ
的
諮
価
値
が
再
確
認
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
き
に
、
法
と

政
策
の
関
連
性
を
認
め
つ
つ
も
そ
の
基
本
的
相
違
を
説
き
、

政
府
に
お
け

る
均
衡
と
調
和
の
回
復
を
促
し
た
プ
ロ
セ
ス
法
学
に
は
大
き
な
魅
力
が
あ
っ

(
1
)
 

た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ハ
ー
ト
ら
と
同
じ
知
的
・
社
会
的

環
境
に
あ
っ
た
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
同
時
に
、

ハ
ー
ト
・
サ
ッ
ク
ス
の
テ
キ
ス
ト
及
び
そ
れ
を
底
本
と
し
た
テ
キ
ス
ト
に
よ

っ
て
教
育
さ
れ
た
学
生
た
ち
を
通
じ
て
多
く
の
ロ

1
・
ス
ク
ー
ル
の
中
で
強

{
2
)
 

い
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
、
六

0
年
代
に
入
り
、
社
会
科
学
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
一
般
に

「
客
観
性
」
に
対
す
る
深
い
疑
念
が
塁
せ
ら
れ
、
公
共
的
業
務
の
「
効
率
的
」

で
「
価
値
自
由
」
な
遂
行
を
、
「
中
立
的
」
で
「
専
門
的
」
な
エ
リ
ー
ト
に

(
3
)
 

委
ね
る
べ
き
だ
と
の
考
え
方
が
批
判
に
曝
さ
れ
、
そ
し
て
、
ウ
ォ
レ
ン
・
コ

ー
ト
に
よ
る
司
法
の
新
し
い
可
能
性
の
追
求
な
ど
を
契
機
と
し
て
、

(
少
な

く
と
も
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
)
訴
訟
の
主
要
な
性
質
が
、
私
権
を
巡
る

私
的
紛
争
の
解
決
か
ら
憲
法
及
び
法
律
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
政
策
に
対
す
る
挑

戦
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
き
つ
つ
あ
る
中
で
、
プ
ロ
セ
ス
法
学
的
司
法
過
程
観

に
対
し
て
も
様
々
な
批
判
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
い
く
つ
か
を
瞥
見
し
て
み
る
と
、
ま
ず
司
法
部
の
と
ら
え
方
に
関

す
る
も
の
と
し
て
、
裁
判
官
の
能
力
を
過
大
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

「
原
理
」
の
内
実
が
や
は
り
明
確
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
か
り
に

そ
れ
を
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
基
礎
，
つ
け
る
と
し
て
も
、
果
た
し
て
そ
の

よ
う
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
存
在
す
る
の
か
、
存
在
す
る
と
し
て
も
裁
判
官
が

認
識
で
き
る
の
か
、
ま
た
、
純
粋
に
立
法
的
問
題
、
司
法
的
問
題
と
い
う
載

然
と
し
た
区
別
は
可
能
か
、
か
り
に
問
題
を
区
別
で
き
る
と
し
て
も
、
司
法

の
特
質
と
さ
れ
る
解
決
方
式

(
2
2
0
5
L
己
与
2
巳
芯
ロ
)
は
立
法
部
的
法

形
成
と
別
異
の
も
の
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
点
な
ど
が
問
わ
れ
、
司
法
過

程
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
政
治
過
程
の
と
ら
え
方
も
、
理
念
的
に
過
ぎ
、

現
実
の
機
能
・
限
界
を
十
分
認
識
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

が
問
題
と
さ
れ
た
。
更
に
、
よ
り
大
き
な
問
題
と
し
て
、
制
度
的
制
約
に
拘

泥
す
る
よ
り
現
代
社
会
に
お
い
て
実
現
・
保
障
さ
れ
る
べ
き
個
別
的
価
値
を

認
識
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
り
、
政
府
機
関
の
特
質
、
制
約
は
そ
の
価
値
実

現
に
役
立
つ
限
り
に
お
い
て
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
の
批

判
も
あ
っ
(
白
。
ま
た
、
中
に
は
プ
ロ
セ
ス
法
学
者
が
判
決
を
批
評
す
る
際

に
、
結
論
の
妥
当
性
を
問
わ
ず
、
理
由
づ
け
の
十
分
性
を
専
ら
痛
烈
な
批
判
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の
対
象
と
す
る
真
意
を
探
り
、
こ
れ
は
自
ら
の
政
治
的
選
好
の
巧
妙
で
危
険

な
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
だ
と
す
る
論
者
も
み
ら
れ
る
。

プ
ロ
セ
ス
法
学
は
た
し
か
に
厳
格
な
法
形
式
主
義
と
極
端
な
リ
ア
リ
ペ
ス
ム

を
共
に
否
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
が
、
基
本
的
に
は
伝
統
的
な
司
法

観
を
受
け
継
ぎ
、
司
法
行
動
の
適
切
な
限
界
も
そ
こ
に
内
在
す
る
と
考
え
ら

れ
、
ま
た
新
し
い
可
能
性
も
そ
の
枠
の
中
で
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
。
プ
ロ
セ
ス
法
学
的
司
法
過
程
観
は
、
前
述
の
よ
う
に
当
初
か
ら
司

法
の
消
極
モ
デ
ル
を
組
み
込
ん
で
い
た
と
み
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
人
権
意
識

が
高
揚
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
治
過
程
が
そ
の
責
務
を
十
分
果
た
し
て
い

る
と
は
い
え
な
か
っ
た
五
、
六

0
年
代
と
い
う
時
期
に
、
最
後
の
拠
所
と
も

い
う
べ
き
裁
判
所
の
行
動
を
制
約
し
が
ち
な
主
張
に
対
し
徐
々
に
批
判
が
集

ま
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
も
、
理
解
の
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。

司法審査とリーガノレ・プロセス

し
か
し
、
果
た
し
て
プ
ロ
セ
ス
法
学
自
体
は
必
然
的
に
司
法
消
極
主
義
的

傾
向
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
詳
細
な
検
討
は
本
稿
の
範
囲

を
越
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
ウ
ォ
レ
ン
・
コ

l
ト
の
多
数
派
の
判
事

や
彼
ら
を
支
持
し
た
法
学
者
の
多
く
の
よ
う
に
、
司
法
的
救
済
の
対
象
を
、

こ
れ
ま
で
よ
り
も
広
く
認
め
る
よ
う
主
張
し
た
論
者
の
司
法
過
程
観
も
、
視

角
を
変
え
る
と
、
プ
ロ
セ
ス
法
学
者
の
そ
れ
と
あ
る
基
本
的
共
通
点
を
有
し

て
い
る
と
見
う
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
彼
ら
は
、

救
済
を
求
め
て
い
る
価
値
の
重
要
性
を
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
の
司
法
的
実

現
に
際
し
て
用
い
た
手
法
は
い
わ
ゆ
る
「
キ
ャ
ロ
リ
l
ン
・
プ
ロ
ダ
ク
ツ

(
(
U
m
g
-
2高
司
円

D
L
E
2
m
)」
ア
プ
ロ
ー
チ
や
、
ブ
ラ
ッ
ク
(
出
・

F
・∞

-Rr)

(
8
)
 

判
事
に
代
表
さ
れ
る
「
絶
対
主
義
(
〉

go-三
2
5
)」
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
特
定
の
権
利
、
実
体
的
価
値
の
保
障
を
正
面
か

ら
強
調
す
る
理
論
と
い
う
よ
り
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を
実
現
す
る
プ
ロ
セ
ス

に
着
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
前
者
は
多

数
者
民
主
主
義
に
お
け
る
政
治
過
程
は
そ
も
そ
も
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
基
本
的

権
利
を
十
分
に
保
護
す
る
の
に
適
し
て
い
な
い
か
ら
、
司
法
過
程
が
そ
れ
を

積
極
的
に
担
任
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
後
者
は
、
憲
法
の
文
言
の
解
釈
者
と

し
て
の
裁
判
所
の
任
務
が
、
憲
法
の
「
明
白
な
」
規
定
に
反
す
る
法
令
を
積

極
的
に
排
除
す
る
こ
去
を
要
求
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
司
法
積
極
主
義
者
の
多
く
も
司
法
過
程
を
通
じ

て
実
現
さ
れ
る
べ
き
価
値
を
専
ら
論
ず
る
の
で
は
な
く
、
別
種
の
プ
ロ
セ
ス

法
学
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
の
分
野
に
お
け
る
司
法
の
積
極
行
動

を
正
当
化
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
今
や
こ
の
よ
う
な
立
場
が
徐
々
に
影
響
力
を
強
め
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。

」
う
し
て
み
る
と
、
リ
I
ガ
ル
・
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
各
参
加
者
の
特
質
を
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研究ノート

生
か
し
、
相
互
の
機
能
調
整
を
図
る
と
い
う
前
提
を
残
し
つ
つ
、
各
々
の
参

加
者
が
現
代
社
会
の
中
で
果
た
し
う
る
、
ま
た
果
た
す
べ
き
適
切
な
役
割
を

再
検
討
し
、
現
実
の
状
況
に
合
致
し
た
役
割
分
担
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、

「
プ
ロ
セ
ス
」
法
学
も
時
代
に
適
応
し
た
よ
り
新
し
い
姿
に
変
容
し
て
き
て

い
る
、
ま
た
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

1

)

陵
町

L
・
h
-
項

目

4
F
〉
呂
田
出

E
Z
吉
田
口
与
、
吋
河
〉
回
目

c
z

ω
H
日(]戸埠吋由)・

(
2
)
同
-
h・噌明}巾円円}同巾ア一
Na』同'句旬、品、
dhH.q
誌
屯
¥
~
u
q
s
q
h
・
5

2。
宮
O
的

》
内
U
内

ω。]戸山一『・

ω回、同門
M
V
向
〉
戸
、
吋
国
岡
田
岡
の
聞
の
H
J

司
〉
切
開
戸
∞
N

(

]

「由、吋∞)'

(
3〉
司
ロ
円
n
m
F
h
N
h
H
Sた崎町、

h
h・切札円』
f
m

川町

bwHR叫

H
F
旬
、
qhHE
均
時
白
史
的
同

内
q
w
g
H
札H
R
H
S
W
H
M
H
H
E
〉河〈・

(U-H凶
・
ー
の
-
F
-
F
・
同
開
〈
・
印
N
Y
印
G
N
l
g

(]戸市当品)・

(
4
〉
(urEM立
w
p

同
4F
魚
崎
勾
q
h
同
色
¥
H
b
司

H
H
h
a
h偽
札
誌
、
E
守~凡円

h
s
e

h
凡な
h
白
HH
ロS
-

∞
由
国
〉
岡
山
〈
・
戸
・
岡
山
開
〈
・
]
巳
∞
]

F

(

]

戸由、吋由)・

(
5
)
司
法
の
積
極
行
動
を
主
張
す
る
論
者
に
は
、
マ
ク
ド
ゥ
ガ
ル
(
冨
u
ア

Z
ω
ω
・
冨
n
H
)
c
c
m
ω
]
)
や
ベ
ク
リ
ス
(
〉

-
2
8
L
2
忌・

M》
品
。
-
U
)

の

流
れ
に
沿
う
法
学
者
た
ち
が
あ
る
。
前
者
は
「
人
間
の
尊
厳
」
を
中
心

概
念
と
し
、
後
者
は
「
福
祉
の
法
学
(
〕
ロ
ロ
印
有

E
L
8
8
0同
君
丘
町

mB)」

を
標
傍
し
て
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
古
川
で
は
同
一
で
は
な
い
が
、
彼
ら
は
共

に
、
社
会
の
苦
悩

(
Z
2
2
-
c同
E
2
2
u『
)
の
中
に
司
法
部
が
積
極
的

に
参
与
し
、
ア
メ
リ
カ
の
理
想
の
実
現
の
た
め
に
オ
ー
プ
ン
に
政
策
形

成
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
ミ
ラ
ー
が
こ
の
影
響
を
強
く
受
け

て
い
る
と
思
わ
れ
、
司
法
過
程
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
価
値
を
正
商
か

ら
追
求
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
法
学
者
は
民
主
的
理
想
の
推
進
を
支
え

る
価
値
重
視
の
法
学
を
形
成
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
立
場
に
あ

っ
て
は
、
裁
判
所
も
統
治
過
程
に
お
け
る
積
極
的
関
与
者
と
し
て
民
主

的
理
想
の
促
進
、
実
現
を
図
る
べ
き
で
あ
り
、
「
理
性
」
な
ど
の
法
的

擬
制
や
法
的
ル

i
ル
は
、
望
ま
し
い
結
果
・
目
的
に
寄
与
す
る
限
り
に

お
い
て
の
み
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
め
時
間
何
回

2
D白
一
回
・
旬
。
F
F〉【
U

戸

』
己
居
留
品
川
口

ugAn肘
∞
品
目
(
H
U
J

可申
)

U

K

戸・

ω・
宮
F

F関
戸
叶
間
関

ω口同
V

河阿・

冨
開
。

c
c河
、
叶
い
冨
J

ミ
出
〉
Z
U
何
回
〉
口
同
，
J

同∞
ω
l∞
Y
L
o
-
-
ι
刊誌色町民白
h

h
え
な
Hh
苦
白
書
同
与
吉
司
九
円
号
悼
の
。
ま
た
さ
な
白
書
判
』
な
吉
川
旬
。
遣
問
ミ
ミ

g

b
昌
弘
同
町
、
同
町
民

2
3
5
Z。
玄
O
印
M
M内

ωωω
・
ち
な
み
に
、
ミ
ラ
ー

は
最
近
著
∞
。
口
〉
F

の
同
〉
Z
の
開
〉

z
u
m
d
z
u〉
宮

SAJ門
〉
戸
問
、
〉
d

司

会
由
斗
由
)
を
マ
ク
ド
ヮ
ガ
ル
に
献
呈
し
て
い
る
。

(
6
)
同

-m-
〉C何回出回
w
k
p
円U
戸

d
z開
O
C
〉
戸
一
吉
印
、
『
Hn開
N
印申
l
A凶
N
U

ま
た
、

ブ
ラ
シ
ク
プ
ァ

I
タ
ー
ら
の
諸
判
決
の
統
計
処
理
に
よ
っ
て
そ
の
政
治

的
選
好
を
示
そ
う
と
試
み
た
研
究
と
し
て
、
国

2
0
5
】・

ω匂
S
H
Y
-
吋』ぜ司

・「
H止
法
三
ミ
同
時
伺
町
、
ミ
ミ
ミ
.
足
、
・

H
宮
崎
之
内
向
旬
、
司
法
棒
、
昔
、
同
問
、
|
』
O
H
F

宮、

HNぬ
白
忠
岡
子
山
口
〉
冨
何
何
回
円
い
〉
Z

同d
U
M
口
〉
戸
切
何
回
〉
〈
阿
OMN

∞
ω

(回円。ロロ
O
H
O
門戸]戸由、吋
ω)

(
7
〉
こ
れ
は

C
E
R
仏
ω
g
件
。
凹
〈
・
。
ω
H
O
}
ぬロ
O
M
M
円
。
仏
ロ
ロ
片
的
(
リ
0
・・

ω
。A
F

c・
ω・
H

怠
.

H
日
N
l
g
O
B∞
)
の
脚
注
川
刊
で
ス
ト
ー
ン
判
事
が
示
唆
し

た
考
え
に
基
礎
を
も
っ
。
そ
こ
で
ス
ト
ー
ン
は
、
川
態
法
第
一
修
正
を
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Judicial Review and th巴 LegalProcess 

Teruki TSUNEMOTOネ

Introduction 

1 Legal Realism 

1. Legal circumstances in the early 20th century 

(i) Trends of the United States Supreme Court 

(ii) Legal culture 

2. Realist Movement 

II Process J urisprudence 

1. Criticisms of Realism and the birth of Process Jurisprudence 

2. Legal theories after WW  II and the development of Process 

J urisprudence 

Conclusion 
ネ * ネ

Although some ten years have passed since Earl Warren's 

retirement from Chief Justiceship of the United States Supreme 

Court， many issues generated in the debate over the performance of 

the Warren Court still remain as matters of profound academic 

concern. 

One of the focal points of the scholarly criticism， notably that 

of H. M. Hart， A. M. Bickel and H.羽Techsler among others， with 

which this note is concerned， was that the issues dealt by the High 

Court in terms of “substantive equal protection" were ill-suited to 

solution by the judiciary. 

The note attempts to examine， in order to explore the proper 

limits of the judicial power， these critics' idea of the judicial function， 

particularly the power of judicial review. In so doing， the note 

五rstdiscusses the origin of their idea， then proceeds to describe its 
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characteristics， and concludes by indicating that their somewhat tra-

ditional notions appear forced when applied to the present age. 

The critics' jurisprudential idea (which is referred to as Process 

Jurisprudence in this note) focuses its attention on the smooth func-

tioning of the legal process to e妊ectuatethe general implementation 

of social values. For that purpose， they attempt to match govern-

mental institutions to the areas they are best prepared to supervise 

and the problems they are most suited to resolve. Such limitations 

included a requirement that the Court settle only such disputes as 

are susceptible to solution by reasoning from generally applicable 

principles. Their theory of the judicial process was founded on a 

rejection of both the so-called Mechanical Jurisprudence， with the 

legal ideal of a fully defined system of rules and the notion that 

rule application was th巴 properconceptualization of the judicial func-

tion， and some extreme tenets of legal realism such as denial of 

usefulness of logic and rules. Nevertheless， their view of the judicial 

function is basically traditional， and the proper limitation of judicial 

action is thought to be inherent in， and derivable from， the tra-

ditional conception of adjudication. Consequ巴ntly，their judicial 

theory， in its original form， can hardly be said to be fit the present 

day when purpose of litigation is significantly shifting， at least on 

federal level， from private dispute settlement to the challenge of 

policies embodied in statutes and the Constitution. 
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